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智

重

明

　
政
治
・
社
会
体
制
面
か
ら
見
た
際
、
中
国
に
澄
け
る
男
系
近
親
集
団

（
配
偶
者
を
含
む
）
の
主
流
を
な
す
も
の
は
、
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
は

兄
弟
集
団
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
戦
国
時
代
に
入
る
こ
ろ
父
子
集

団
へ
と
変
化
し
た
。
ぞ
の
兄
弟
集
団
、
黒
子
集
団
は
と
も
に
家
と
よ
ば

れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
父
子
集
団
は
ほ
ぼ
漢
時
代
ま
で
続
き
、
や
が

て
（
少
な
く
と
も
華
北
に
順
い
て
は
）
父
の
統
轄
す
る
共
財
の
父
子
の

家
へ
と
変
化
，
し
か
け
る
。
こ
の
父
子
の
家
は
唐
時
代
に
ほ
ぼ
完
成
さ
れ

た
形
を
と
る
。
　
（
そ
こ
で
は
、
父
母
死
亡
後
子
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
夫
婦

の
家
を
構
成
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
父
子
の
家
、
夫
婦
の
家
が
交
互
に

出
現
す
る
形
を
と
る
。
）
父
子
集
団
の
家
と
父
子
の
家
と
の
基
本
的
な

違
い
は
、
両
者
が
と
も
に
孝
（
悌
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
前
者
に
あ
っ
て
は
壮
年
の
子
の
夫
婦
の
も
つ
経
済
的
自
立
性
が

強
く
、
そ
れ
が
家
の
あ
り
か
た
を
か
な
り
大
き
く
規
制
し
て
い
る
の
に

対
し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
父
の
統
率
下
に
家
の
一
体
性
が
強
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
本
稿
は
、
第
一
に
兄
弟
集
団
制
を
天
子
諸
侯
な
ど
若
干
の
支
配
者
層

に
見
え
る
嫡
長
子
孫
制
と
の
関
連
性
を
中
心
に
し
て
と
り
あ
げ
、
第
二

に
父
子
集
団
の
家
を
壮
年
の
子
の
夫
婦
の
も
つ
経
済
的
自
立
性
を
中
心
「

に
し
て
と
亘
あ
げ
る
。
と
こ
ろ
で
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
時
代
（
と
く
に

前
漢
時
代
）
に
か
け
て
（
家
の
構
成
員
と
し
て
の
）
家
人
の
語
が
限
定

的
に
庶
民
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
父
子
集
団
の
家
の
あ
り

か
た
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
第
三
に
そ
う
し
た

「
家
人
”
庶
民
」
乏
い
う
図
式
を
と
り
あ
げ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
・
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら

魏
晋
南
北
朝
時
代
（
以
下
、
六
朝
と
い
う
）
に
か
け
て
の
家
と
い
う
語

は
さ
ま
ざ
ま
の
内
容
を
も
ち
、
そ
の
家
成
立
の
条
件
も
画
一
的
に
は
把

握
で
き
な
い
。
特
定
の
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
（
そ
の
配
偶
者
を
含
む
）

が
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
家
を
構
成
す
る
と
さ
れ
、
共
財
（
会
計
を
共
に

す
る
こ
と
）
如
何
を
問
題
外
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
に
あ

っ
て
も
家
成
立
の
条
件
と
な
る
血
縁
関
係
の
範
囲
は
必
ら
ず
し
も
定
ま

っ
て
い
な
い
ゆ
　
（
六
朝
に
な
る
と
非
血
縁
者
が
共
財
関
係
を
も
ち
、
そ

れ
だ
け
の
理
由
で
両
者
が
一
つ
の
家
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
）
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
現
在
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
六
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き

し

政
治
・
社
会
体
制
面
か
ら
見
た
際
、
中
国
K
金
け
る
男
系
近
親
集
団

(
配
偶
者
を
含
む
〉
の
主
流
を
ま
す
も
の
は
、
春
秋
時
代
K
あ
っ
て
は

兄
弟
集
団
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
ほ
戦
国
時
代
K
入
る
こ
ろ
父
子
集

¥
 

団
へ
と
変
化
し
た
。
そ
の
兄
弟
集
団
、
父
子
集
団
は
と
も

K
家
と
よ
ば

れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
と
の
父
子
集
団
は
ほ
ぼ
漢
時
代
ま
で
続
き
、
や
が

て
(
少
な
く
と
も
華
北
k
b
い
て
は
)
父
の
統
轄
す
る
共
財
の
父
子
の

家
へ
と
変
化
し
か
け
る
。

ζ

の
父
子
の
家
は
唐
時
代
K
ほ
ほ
完
成
さ
れ

た
形
を
と
る
。
(
そ
と
で
は
、
父
母
死
亡
後
子
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
夫
婦

の
家
を
構
成
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
父
子
の
家
、
夫
婦
の
家
が
交
互

K

出
現
す
る
形
を
と
る
。
)
父
子
集
団
の
家
と
父
子
の
家
と
の
基
本
的
ま

違
い
は
、
両
者
が
と
も

K
孝
(
悌
)
K
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
前
者
K
あ
っ
て
は
壮
年
の
子
の
夫
婦
の
も
つ
経
済
的
自
立
性
が

強
く
、
そ
れ
が
家
の
あ
り
か
た
を
か
な
り
大
き
く
規
制
し
て
い
る
の
に

対
し
、
後
者
K
あ
っ
て
は
父
の
統
率
下

K
家
の
一
体
性
が
強
い
と
い
う

と
と
ろ
忙
あ
る
。

本
稿
は
、
第
一

K
兄
弟
集
団
制
を
天
子
諸
侯
左
ど
若
干
の
支
配
者
層

人

越

重

明

智

K
見
え
る
嫡
長
子
孫
制
と
の
関
連
性
を
中
心
に
し
て
と
り
あ
げ
、
第
二

K
父
子
集
団
の
家
を
壮
年
の
子
の
夫
婦
の
も
つ
経
済
的
自
立
性
を
中
心

K
し
て
と
り
あ
げ
る
。
と
と
ろ
で
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
時
代
(
と
く

K

前
漢
時
代
)
K
か
け
て
(
家
の
構
成
員
と
し
て
の
)
家
人
の
語
が
限
定

的
K
庶
民
を
意
味
す
る
と
と
が
あ
る
。
と
れ
は
父
子
集
団
の
家
の
あ
り

か
た
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
第
三

K
そ
う
し
た

「
家
人
H
庶
民
」
と
い
う
図
式
を
と
h
y
あ
げ
る
。

と
と
:
ろ
で
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
ま
い
が
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら

貌
晋
南
北
朝
時
代
(
以
下
、
六
朝
と
い
う

)
K
か
け
て
の
家
と
い
う
語

は
さ
ま
ざ
ま
の
内
容
を
も
ち
、
そ
の
家
成
立
の
条
件
も
画
一
的

K
は
把

握
で
き
左
い
。
特
定
の
血
縁
関
係
K
あ
る
も
の
(
そ
の
配
偶
者
を
含
む
)

が
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
家
を
構
成
す
る
と
さ
れ
、
共
財
(
会
計
を
共
K

す
る
こ
と
)
如
何
を
問
題
外
と
す
る
と
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
に
あ

っ
て
も
家
成
立
の
条
件
と
な
る
血
縁
関
係
の
範
囲
は
必
ら
ず
し
も
定
ま

っ
て
い
ま
い
。
(
六
朝
忙
な
る
と
非
血
縁
者
が
共
財
関
係
を
も
ち
、
そ

れ
だ
け
の
理
由
で
両
者
が
一
つ
の
家
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
乙
と
も
あ

る
。
)
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
K
、
現
在
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
六
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朝
に
至
る
間
の
家
の
語
義
用
法
を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
整
理
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
う
し
た
要
求
に
若
干

左
り
と
も
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
「
漢
時

代
の
家
を
め
ぐ
っ
て
（
仮
題
）
」
の
輿
論
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
藺
、
春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
制
と
嫡
長
子
孫
制

，
周
知
の
よ
う
に
春
秋
時
代
以
前
の
男
系
近
親
集
団
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
兄
弟
集
団
の
存
在
を
認
め
る

立
場
を
と
る
に
し
て
も
具
体
的
な
理
解
に
な
る
と
「
致
を
見
て
い
な
い
。

「
周
時
代
二
族
間
の
同
世
代
者
相
互
婚
が
存
在
し
、
少
な
ぐ
と
も
当
時

の
か
な
り
一
般
的
な
婚
姻
方
式
と
し
て
い
わ
ゆ
る
二
族
連
世
交
換
婚
（

U
o
鐸
ぴ
一
〇
〇
円
。
ω
ω
－
o
o
q
ω
一
昌
婚
）
が
存
在
し
た
。
春
秋
時
代
に

は
こ
の
外
に
、
　
一
方
的
9
0
ω
ω
－
o
o
q
ω
一
昌
婚
も
並
行
し
て
行
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
恐
ら
く
春
秋
末
期
に
は
そ
れ
ら
が
ほ
ぼ
完
全
な
自
由
選

択
婚
に
移
行
し
て
い
た
①
凶
と
い
う
の
は
そ
の
代
表
的
見
解
の
一
つ
で

あ
る
。
　
（
二
馬
連
世
交
換
婚
を
ふ
ま
え
た
兄
弟
集
団
制
が
存
在
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
政
治
体
．
制
、
例
え
ば
諸
侯
の
位
の
継
承
と
い

っ
た
も
の
、
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
）
し
か
し
、
春
秋
時

代
に
は
二
族
連
世
交
換
婚
と
相
応
じ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ
れ
に
は

地
域
差
と
い
ρ
だ
こ
と
も
関
係
し
よ
う
が
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た
際
、

春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
は
つ
と
に
自
由
選
択
婚
的
色
彩
を
強
め
、
し
か

も
恐
ら
く
そ
れ
が
か
な
り
早
く
決
定
的
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
②
o

　
家
と
家
人
（
越
智
）

自
由
選
択
婚
を
ふ
ま
え
た
兄
弟
集
団
（
制
）
に
あ
っ
て
は
（
女
の
「
き

ょ
う
だ
い
」
の
婚
姻
相
手
が
か
っ
て
の
よ
う
な
形
で
機
能
す
る
ご
と
は

な
く
、
）
専
ら
（
男
子
の
）
兄
弟
だ
け
が
機
能
す
る
。
筆
者
が
問
題
と

し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
兄
弟
集
団
（
制
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
す
で
に
前
稿
で
若
干
の
考
察
を
試
み
た
③
。
本
節
は
そ
，
の
際
と
り

あ
げ
な
か
っ
た
兄
弟
集
団
制
と
（
天
子
、
，
諸
侯
、
大
夫
の
）
嫡
長
子
孫

制
と
の
関
連
性
を
と
り
あ
げ
る
。

　
ま
ず
、
－
兄
弟
集
団
が
常
に
兄
弟
の
子
を
含
む
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。
儀
礼
喪
服
に
、

　
　
世
父
母
語
父
母
O
伝
日
、
世
父
叔
父
、
何
以
期
也
O
与
尊
者
一
体

　
　
也
O
然
則
亡
弟
之
子
、
何
以
卓
立
也
O
肇
事
由
O
不
足
以
加
尊
焉
。

　
　
故
塁
之
也
。
父
子
一
体
也
。
夫
婦
一
体
也
。
昆
弟
哨
位
置
。
故
旧

　
　
子
首
足
也
。
夫
婦
置
合
也
。
昆
弟
四
体
也
。
故
昆
弟
之
南
無
分
。

　
　
然
書
套
分
者
、
則
蛭
子
之
私
也
。
子
不
私
其
父
、
則
不
成
為
子
・

　
　
故
有
東
宮
、
有
西
宮
、
有
南
宮
、
有
．
北
宮
。
異
居
而
同
財
。
有
余

　
　
比
良
．
馬
面
、
不
足
則
資
之
宗
。
亡
母
叔
母
、
何
以
半
期
也
。
以
名

　
　
虚
器
。

と
あ
る
。
こ
の
叔
は
兄
弟
の
長
幼
の
次
第
を
示
す
も
の
と
し
て
の
叔
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
喪
服
に
誇
い
て
兄
弟
は
一
体
と
さ
れ
、
経
済

生
活
面
に
あ
っ
て
も
（
窮
極
的
に
は
）
共
財
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
兄
弟
に
と
り
そ
の
兄
弟
の
子
は
自
ら
の
子
の
如
き
性
格

を
も
つ
．
ご
と
に
な
る
b
喪
服
に
「
昆
弟
之
子
○
伝
日
、
何
以
言
為
。
報
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K
至
る
聞
の
家
の
語
義
用
法
を
歴
史
の
流
れ
の
左
か
で
整
理
す
る
と

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
と
う
し
た
要
求

K
若
干

左
h
y
と
も
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
左
台
、
本
稿
は
「
漢
時

代
の
家
を
め
ぐ
っ
て
(
仮
題
)
」
の
補
論
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
、
春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
制
と
嫡
長
子
孫
制

周
知
の
よ
う

K
春
秋
時
代
以
前
の
男
系
近
親
集
団

K
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

K
兄
弟
集
団
の
存
在
を
認
め
る

立
場
を
と
る

K
し
で
も
具
体
的
ま
理
解
忙
な
る
と
一
致
を
見
て
い
左
い
。

「
周
時
代
二
族
聞
の
同
世
代
者
相
互
婚
が
存
在
し
、
少
左
く
と
も
当
時

の
か
左
h
y

一
般
的
ま
婚
姻
方
式
と
し
て
い
わ
ゆ
る
こ
族
連
世
交
換
婚
(

U
o
c
E
O

の吋
Cωω

ーの

O
ロ
巴
ロ
婚
)
が
存
在
し
た
。
春
秋
時
代
K

は
と
の
外

K
、
一
方
的
わ
吋
。
ωω
ー
の
。
ロ
ω
山
口
婚
も
並
行
し
て
行
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
恐
ら
く
春
秋
末
期
K
は
そ
れ
ら
が
ほ
ぼ
完
全
左
自
由
選

択
婚

K
移
行
し
て
い
た
①
J

一
と
い
う
の
は
そ
の
代
表
的
見
解
の
一
つ
で

あ
る
。
(
二
族
連
世
交
換
婚
を
ふ
ま
え
た
兄
弟
集
団
制
が
存
在
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
政
治
体
制
、
例
え
ば
諸
侯
の
位
の
継
承
と
い

っ
た
も
の
、

K
大
き
く
影
響
す
る
と
と

K
走
る
。
)
し
か
し
、
春
秋
時

代
K
は
ニ
族
連
世
交
換
婚
と
相
応
じ
な
い
ク

l
ス
も
多
い
。
そ
れ

K
は

地
域
差
と
い
っ
た
と
と
も
関
係
し
ょ
う
が
、
巨
視
的

K
と
り
あ
げ
た
際
、

春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
は
っ
と

K
自
由
選
択
婚
的
色
彩
を
強
め
、
し
か

も
恐
ら
く
そ
れ
が
か
ま
り
早
〈
決
定
的
と
在
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
②
。

家
と
家
人
〈
越
智
)

自
由
選
択
婚
を
ふ
ま
え
た
兄
弟
集
団
(
制
)
忙
あ
っ
て
は
(
女
の
「
き

ょ
う
だ
い
」
の
婚
姻
相
手
が
か
つ
て
の
よ
う
左
形
で
機
能
す
る
こ
と
は

左
〈
、
)
専
ら
(
男
子
の
)
兄
弟
だ
け
が
機
能
す
る
。
筆
者
が
問
題
と

し
て
い
る
の
は
と
う
し
た
兄
弟
集
団
(
制
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
す
で

K
前
稿
で
若
干
の
考
察
を
試
み
た
③
。
本
節
は
そ
の
際
ー
と
り

あ
げ
ま
か
っ
た
兄
弟
集
団
制
と
(
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
〉
嫡
長
子
孫

制
と
の
関
連
性
を
と
h
y
あ
げ
る
。

ま
ず
、
兄
弟
集
団
が
常

K
兄
弟
の
子
を
含
む
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
た
と
と
を
見
て
み
よ
う
。
儀
礼
喪
服

K
、

世
父
母
叔
父
母
。
伝
目
、
世
父
叔
父
、
何
以
期
也
。
与
尊
者
一
体

也
o
然
則
昆
弟
之
子
、
何
以
亦
期
也
o
努
尊
也
o
不
足
以
加
尊
駕
o

一

故
報
之
也
。
父
子
一
体
也
。
夫
婦
一
体
也
。
昆
弟
「
体
也
。
故
父
関

子
首
足
也
o
夫
婦
枠
合
也
o
見
弟
四
体
也
o
故
昆
弟
之
義
無
分
。
一

然
而
有
分
者
、
則
勝
子
之
私
也
。
子
不
私
其
父
、
則
不
成
為
子
。

故
有
東
宮
、
有
西
宮
、
有
南
宮
、
有
北
官
。
異
居
市
同
財
。
有
余

則
帰
之
宗
、
不
足
則
資
之
宗
。
世
母
叔
母
、
何
以
亦
期
也
。
以
名

服
也
。

と
あ
る
。
と
の
叔
は
兄
弟
の
長
幼
の
次
第
を
示
す
も
の
と
し
て
の
叔
で

あ
る
。
と
と
ろ
で
、
右
の
喪
服

K
長
い
て
兄
弟
は
一
体
と
さ
れ
、
経
済

生
活
面

K
あ
っ
て
も
(
窮
極
的
K
は
)
共
財
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け

K
、
兄
弟

K
と
り
そ
の
兄
弟
の
子
は
自
ら
の
子
の
如
き
性
格

を
も
っ
と
と
忙
在
る
。
喪
服
K
「
昆
弟
之
子
。
伝
目
、
何
以
期
也
。
報



　
家
と
家
人
（
越
智
）

之
也
。
し
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
、
　
「
（
面
上
）
檀
弓
日
、
喪
服
、
兄

弟
之
子
、
猶
子
也
O
蓋
引
而
進
之
O
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
そ
れ

を
説
い
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
際
注
目
す
べ
き
は
兄
弟
と
兄
弟
の

子
と
が
一
つ
に
な
っ
て
、
室
（
広
義
の
住
居
）
を
共
に
す
る
と
い
う
理

解
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
喪
服
に
、

　
　
卜
者
姑
姉
妹
梯
媛
婦
。
報
。
伝
日
、
媒
姐
婦
者
、
弟
長
也
。
何
以

　
　
小
功
也
○
以
為
羅
拝
居
室
中
、
則
生
小
功
至
親
焉
。

と
あ
る
。
そ
の
西
語
に
、
　
「
婦
姐
婦
者
、
兄
弟
客
意
相
名
護
。
長
子
謂

稗
婦
為
娚
婦
、
古
論
千
言
婦
為
姐
婦
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
兄
弟
ひ

い
て
は
兄
弟
の
妻
が
室
を
共
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

喪
服
に
は
、
ま
た
、

　
　
為
夫
之
従
父
昆
弟
志
望
。
伝
日
、
何
以
纒
也
。
以
為
相
与
同
室
、

　
　
則
生
下
之
親
善
。

と
あ
る
0
そ
の
鄭
注
に
「
同
室
者
、
不
立
居
室
之
親
也
O
」
と
あ
る
が
、

こ
う
し
た
居
室
、
同
室
、
と
い
う
表
現
の
違
い
が
「
親
戚
」
と
し
て
の

遠
近
を
示
し
て
い
る
に
し
て
も
、
本
来
両
者
の
室
は
同
一
の
も
の
で
あ

る
。
兄
弟
と
兄
弟
の
子
と
が
す
べ
て
室
を
共
に
し
、
か
つ
そ
の
限
り
に

澄
い
て
時
間
的
限
定
が
な
い
（
兄
弟
の
子
が
あ
る
時
期
に
室
を
分
つ
と

い
っ
た
と
と
が
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
、
兄
弟
が
終
世
室
を
と
も
に
し
、

そ
れ
に
つ
れ
て
兄
弟
の
子
（
た
ち
）
も
亦
室
を
共
に
す
る
期
間
が
長
い

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
こ

に
兄
弟
集
団
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
兄
弟
の
子
（
た
ち
）
を
常
に
成

立
の
要
素
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
し
て
理
解
す
る
の
が
穏
当
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
兄
弟
集
団
が
近
親
集
団
と
し
て
普
遍
性
を
も
つ

た
め
に
は
、
一
つ
の
兄
弟
集
団
に
如
け
る
兄
弟
が
す
べ
て
死
亡
し
た
際
、

そ
こ
に
新
ら
し
く
兄
弟
集
団
が
生
ず
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
（
新
）
兄
弟

集
団
は
兄
弟
の
子
の
兄
弟
が
新
た
に
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
（
新
）
兄
弟
集
団
は
そ
の
兄
弟
の
子
を
構
成
要
素
と
す
る
。
こ
う
し

た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
兄
弟
集
団
は
本
質
的
に
は
兄
弟
と
そ
の
子
と

で
完
結
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
兄
弟
の
孫
を
（
現
象
的
に
含
む
こ
と
が

あ
る
に
し
て
も
、
）
そ
の
構
成
要
素
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
○

　
さ
て
、
兄
弟
集
団
制
は
身
分
の
世
襲
性
が
あ
る
時
代
に
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
兄
弟
集
団
の
長
兄
な
り
兄
弟
集
団
そ
の
も
の

な
り
の
も
つ
職
能
（
職
分
）
は
、
政
治
構
造
の
一
環
と
し
て
把
握
す
べ

き
で
あ
る
が
、
士
以
下
の
場
合
、
兄
弟
集
団
が
兄
弟
全
員
の
死
亡
に
よ

っ
て
消
滅
し
、
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
を
父
と
す
る
子
た
ち
兄
弟
が
つ
ぎ
の
世

代
の
兄
弟
集
団
を
新
た
に
構
成
す
る
際
、
か
つ
て
の
職
能
（
職
分
）
は

そ
の
（
新
）
兄
弟
集
団
（
群
）
に
涛
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
兄
弟
集
団
の
長

兄
な
り
そ
の
兄
弟
集
団
な
り
の
職
能
（
職
分
）
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
に

政
治
構
造
上
、
長
兄
が
そ
の
弟
に
対
し
（
優
位
に
た
っ
た
り
統
轄
力
を

も
っ
た
り
す
る
に
し
て
も
、
）
異
質
の
尊
貴
性
を
も
つ
と
は
な
し
が
た

い
〇
一
方
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
場
合
、
そ
の
職
能
（
職
分
）
が
発

現
さ
れ
る
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
位
は
唯
一
人
が
継
承
す
る
。
そ
れ
だ

け
に
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
が
長
子
か
ら
長
子
へ

一60　一一
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之
也
。
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
K
、
「
(
礼
記
)
槽
弓
目
、
喪
服
、
兄

弟
之
子
、
猶
子
也
。
蓋
引
市
進
之
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
そ
れ

を
説
い
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
と
の
際
注
目
す
べ
き
は
兄
弟
と
兄
弟
の

子
と
が
一
つ
に
左
っ
て
、
室
(
広
義
の
住
居
)
を
共

K
す
る
と
い
う
理

解
が
生
じ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
喪
服

K
、

夫
之
姑
姉
妹
梯
娘
婦
。
報
。
伝
目
、
鳩
以
婦
者
、
弟
長
也
。
何
以

小
功
也
。
以
為
相
与
居
室
中
、
則
生
小
功
之
親
駕
。

と
あ
る
。
そ
の
鄭
注
K
、
「
娩
似
婦
者
、
兄
弟
之
妻
相
名
也
。
長
婦
謂

梶
婦
為
娩
婦
、
鳩
婦
謂
長
婦
為
似
婦
。
」
と
あ
る
が
、
と
れ
は
兄
弟
ひ

い
て
は
兄
弟
の
妻
が
室
を
共
K
す
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

喪
服

K
は
、
ま
た
、

為
夫
之
従
父
昆
弟
之
妻
。
伝
目
、
何
以
偲
也
。
以
為
相
与
同
室
、

則
生
銅
山
之
親
駕
。

と
あ
る
。
そ
の
鄭
注
K
「
同
室
者
、
不
知
居
室
之
親
也
。
」
と
あ
る
が
、

こ
う
し
た
居
室
、
同
室
、
と
い
う
表
現
の
違
い
が
「
親
戚
」
と
し
て
の

遠
近
を
示
し
て
い
る

K
し
で
も
、
本
来
両
者
の
室
は
同
一
の
も
の
で
あ

る
。
兄
弟
と
兄
弟
の
子
と
が
す
べ
て
室
を
共
忙
し
、
か
っ
そ
の
限
b
k

b
い
て
時
間
的
限
定
が
左
い
(
兄
弟
の
子
が
あ
る
時
期
K
室
を
分
つ
と

い
っ
た
と
と
が
ま
い
)
と
い
う
こ
と
は
、
兄
弟
が
終
世
室
を
と
も

K
し、

そ
れ

K
つ
れ
て
兄
弟
の
子
(
た
ち
)
も
亦
室
を
共
K
す
る
期
間
が
長
い

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
よ

b
も
、
む
し
ろ
、
そ
と

K
兄
弟
集
団
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
兄
弟
の
子
(
た
ち
)
を
常

K
成

立
の
要
素
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
し
て
理
解
す
る
の
が
穏
当
で

あ
る
う
。
と
こ
ろ
で
、
兄
弟
集
団
が
近
親
集
団
と
し
て
普
遍
性
を
も
っ

た
め

K
は
、
一
つ
の
兄
弟
集
団
忙
な
け
る
兄
弟
が
す
べ
て
死
亡
し
た
際
、

そ
こ

K
新
ら
し
く
兄
弟
集
団
が
生
ず
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
(
新
)
兄
弟

集
団
は
兄
弟
の
子
の
兄
弟
が
新
た

K
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
(
新
)
兄
弟
集
団
は
そ
の
兄
弟
の
子
を
構
成
要
素
と
す
る
0

と
う
し

た
も
の
で
あ
る
だ
け
K
、
兄
弟
集
団
は
本
質
的
K
は
兄
弟
と
そ
の
子
と

で
完
結
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
兄
弟
の
孫
を
(
現
象
的
K
含
む
と
と
が

あ
る

K
し
で
も
、
)
そ
の
構
成
要
素
と
は
し
左
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
兄
弟
集
団
制
は
身
分
の
世
襲
性
が
あ
る
時
代
K
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
K
兄
弟
集
団
の
長
兄
ま
り
兄
弟
集
団
そ
の
も
の

ま
り
の
も
つ
職
能
(
職
分
)
は
、
政
治
構
造
の
一
環
と
し
て
把
握
す
べ

き
で
あ
る
が
、
士
以
下
の
場
合
、
兄
弟
集
団
が
兄
弟
全
員
の
死
亡
K
よ

っ
て
消
滅
し
、
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
を
父
と
す
る
子
た
ち
兄
弟
が
つ
ぎ
の
世

代
の
兄
弟
集
団
を
新
た

K
構
成
す
る
際
、
か
つ
て
の
職
能
(
職
分
)
は

そ
の
(
新
)
兄
弟
集
団
(
群
)
忙
長
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
兄
弟
集
団
の
長

兄
ま
り
そ
の
兄
弟
集
団
左
り
の
職
能
(
職
分
)
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
K

政
治
構
造
上
、
長
兄
が
そ
の
弟
忙
対
し
(
優
位
陀
た
っ
た

b
統
轄
力
を

も
っ
た
り
す
る

K
し
で
も
、
)
異
質
の
尊
貴
性
を
も
っ
と
は
左
し
が
た

い
。
一
方
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
場
合
、
そ
の
職
能
(
職
分
)
が
発

現
さ
れ
る
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
位
は
唯
一
人
が
継
承
す
る
。
そ
れ
だ

け
K
天
子
、
諸
侯
、
大
夫

K
つ
い
て
は
、
そ
の
位
が
長
子
か
ら
長
子
へ
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と
伝
え
ら
れ
る
周
長
子
孫
制
が
出
現
す
る
。
そ
こ
で
は
政
治
構
造
上
、

（
長
兄
で
あ
る
）
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
が
そ
の
弟
に
対
し
異
質
の
尊
貴

性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
○
し
か
し
、
そ
う
し
た
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の

あ
り
か
た
は
宗
法
体
制
出
現
よ
り
ま
え
と
あ
と
と
で
大
き
い
違
い
を
見

せ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
左
氏
伝
嚢
公
十
二
年
の
条
に
、

　
　
秋
、
雪
国
寿
夢
卒
。
（
寿
夢
、
呉
子
等
号
也
。
）
臨
於
周
廟
、
礼

　
　
也
○
　
（
周
廟
、
文
様
廟
也
。
周
公
出
文
王
。
故
陣
立
理
経
。
呉
始

　
　
通
。
故
由
也
。
）
凡
諸
侯
之
喪
、
異
姓
臨
書
外
。
（
於
城
外
、
向

　
　
其
国
文
O
）
同
姓
臨
於
宗
廟
O
　
（
所
出
王
之
廟
也
O
）
同
宗
於
祖

　
　
廟
。
　
（
始
封
君
之
廟
也
。
）
同
族
於
細
筆
。
　
（
父
廟
宇
。
同
族
、

　
　
謂
高
祖
以
下
也
。
）
是
故
魯
為
諸
島
、
手
事
周
部
。
（
蓮
宮
、
同

　
　
姓
国
也
。
）
墨
刑
凡
蒋
茅
昨
祭
、
臨
於
周
公
之
廟
。
　
（
即
祖
廟
也
〇

　
　
六
国
定
事
公
之
支
子
。
別
封
護
国
。
鞘
当
周
公
財
産
。
）

と
あ
る
。
　
（
）
内
の
注
は
杜
預
の
も
の
で
あ
る
○
こ
れ
は
周
の
天
子
と

「
同
族
」
関
係
に
あ
る
諸
侯
が
、
自
国
に
嘲
い
て
そ
の
出
た
と
こ
ろ
の

天
子
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祖
先
と
し
て
祭
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、
春
秋
左
氏
伝
文
化
二
年
の
・
条
に
、
　
「
宋
雲
南
乙
、
鄭
祖
属
王
O
」

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
（
段
の
）
帝
乙
は
微
子
の
父
で
あ
り
、
　
（
周

の
）
茎
立
は
鄭
の
裏
面
の
父
で
あ
る
。
　
（
微
子
は
周
時
代
に
宋
に
封
ぜ

ら
れ
た
。
）
後
引
の
礼
記
郊
特
性
の
記
事
は
「
祖
（
動
詞
）
」
が
祖
先

の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
祖
も
そ
れ
と

　
家
と
家
人
（
越
智
）

同
じ
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
諸
侯
が
自
国
に
澄
い
て
そ
の
始

封
君
の
父
の
天
子
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
の
を
察
せ
し
め
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
は
諸
侯
か
ら
分
れ
（
新
た
に
）
諸
侯
と
な
っ
た

も
の
が
自
国
に
轟
い
て
そ
の
父
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
、

及
び
そ
の
も
の
が
自
国
に
お
い
て
そ
の
も
と
と
す
る
諸
侯
の
位

を
つ
い
だ
父
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
．
と
は
諸
侯
か
ら
分
れ
て
大
夫
と
な
っ
た
も
の
が
自

ら
そ
の
大
夫
の
父
た
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
て
と
を
示
唆
し

・
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
、
・
と
こ
ろ
で
、
…
後
引
の
左
記
郊
特
性
の
疏

で
は
大
功
心
あ
る
大
夫
は
祖
先
と
す
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
て
そ
れ
を
祭

り
え
る
と
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
左
為
事
荘
公
二
十
八
年
の
条
に
、
　
「

凡
邑
有
宗
廟
先
君
馬
主
、
日
都
。
無
、
日
邑
。
」
と
あ
る
④
の
を
引
い

て
い
る
。
そ
こ
に
は
儒
教
的
粉
飾
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
い
て
考
え
て

も
、
こ
の
史
料
は
大
夫
が
祖
先
で
あ
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
り

え
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
の
考
察
は
、
た

と
え
そ
の
史
料
に
儒
教
的
粉
飾
が
加
わ
っ
て
い
る
忙
し
て
も
、
ま
た
そ

の
注
解
に
儒
教
的
「
僻
見
」
が
あ
る
に
し
て
も
、
事
実
認
識
と
し
て
、

天
子
と
「
同
姓
」
の
諸
侯
、
　
「
同
宗
」
関
係
に
あ
る
諸
侯
間
、
諸
侯
と

「
同
族
」
の
大
夫
に
お
け
る
結
び
つ
き
が
（
父
を
含
む
）
祖
先
の
廟
の

祭
り
を
媒
介
と
す
る
だ
け
に
、
ヨ
コ
の
兄
弟
の
結
び
つ
き
乃
至
ヨ
コ
の

同
一
世
代
の
結
び
つ
き
（
従
兄
弟
、
再
従
兄
弟
、
三
従
兄
弟
と
い
っ
た

結
び
つ
き
）
を
基
本
と
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
（
補
④
〕
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と
伝
え
ら
れ
る
嫡
長
子
孫
制
が
出
現
す
る
。
そ
こ
で
は
政
治
構
造
上
、

(
長
兄
で
あ
る
)
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
が
そ
の
弟

K
対
し
異
質
の
尊
貴

性
を
も
っ
と
と

K
在
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の

あ
り
か
た
は
宗
法
体
制
出
現
よ
h
y
ま
え
と
あ
と
と
で
大
き
い
違
い
を
見

せ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

左
氏
伝
裏
公
十
二
年
の
条

K
、

秋
、
呉
子
寿
夢
卒
。
(
寿
夢
、
呉
子
之
号
也
。
)
臨
於
周
廟
、
礼

也
。
(
周
廟
、
文
王
廟
也
。
周
公
出
文
王
。
故
魯
立
其
廟
。
呉
始

通
。
故
礼
也
。
)
凡
諸
侯
之
喪
、
異
姓
臨
於
外
。
(
於
城
外
、
向

其
国
也
。
)
同
姓
臨
於
宗
廟
。
(
所
出
王
之
廟
也
。
)
同
宗
於
祖

廟
0

(

始
封
君
之
廟
也
。
)
同
族
於
禰
廟
。
(
父
廟
也
。
同
族
、

謂
高
祖
以
下
也
。
)
是
故
魯
為
諸
姫
、
臨
於
周
廟
。
(
諸
姫
、
同

姓
国
也
。
)
為
刑
凡
蒋
茅
酢
祭
、
臨
於
周
公
之
廟
。
(
即
祖
廟
也
。

六
国
皆
周
公
之
支
子
。
別
封
為
国
。
共
祖
周
公
者
也
。
)

と
あ
る
。
(
〉
内
の
注
は
杜
預
の
も
の
で
あ
る
。
と
れ
は
周
の
天
子
と

「
同
族
」
関
係
K
あ
る
諸
侯
が
、
自
国
k
b
い
て
そ
の
出
た
と
と
ろ
の

天
子
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祖
先
と
し
て
祭
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
左

台
、
春
秋
左
氏
伝
文
公
二
年
の
条

K
、
「
宋
祖
帝
乙
、
鄭
祖
属
王
。
」

と
あ
る
。
と
と
忙
見
え
る
(
殿
の
)
帝
乙
は
徴
子
の
父
で
あ

b
、
(
周

の
)
庸
王
は
鄭
の
桓
公
の
父
で
あ
る
。
(
徴
子
は
周
時
代
に
宋
K
封
ぜ

ら
れ
た
。
)
後
引
の
礼
記
郊
特
性
の
記
事
は
「
祖
(
動
詞
)
」
が
祖
先

の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
と
の
祖
も
そ
れ
と

家
と
家
入
〈
越
智
)

同
じ
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
諸
侯
が
自
国

K
-砕
い
て
そ
の
始

封
君
の
父
の
天
子
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
の
を
察
せ
し
め
る
も
の
ま

の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
は
諸
侯
か
ら
分
れ
〈
新
た

K
)
諸
侯
と
な
っ
た

も
の
が
自
国

K
・
沿
い
て
そ
の
父
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
、

及
び
そ
の
も
の
が
自
闘
に
お
い

τそ
の
も
と
と
す
る
諸
侯
の
位

を
つ
い
だ
父
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
諸
侯
か
ら
分
れ
て
大
夫
と
な
っ
た
も
の
が
自

ら
そ
の
大
夫
の
父
た
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
る
と
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う

U

と
ζ

ろ
で
、
-
後
引
の
礼
記
郊
特
性
の
疏

で
は
大
功
徳
あ
る
大
夫
は
祖
先
と
す
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
て
そ
れ
を
祭

h
y
え
る
と
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
左
氏
伝
荘
公
二
十
八
年
の
条
K
、
「

凡
邑
有
宗
廟
先
君
之
主
、
日
都
。
無
、
臼
邑
。
」
と
あ
る
④
の
を
引
い

て
い
る
。
そ
と

K
は
儒
教
的
粉
飾
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
い
て
考
え
て

も
、
と
の
史
料
は
大
夫
が
祖
先
で
あ
る
諸
侯
の
廟
を
た
て
そ
れ
を
祭
b

え
る
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
の
考
察
は
、
た

と
え
そ
の
史
料
K
儒
教
的
粉
飾
が
加
わ
っ
て
い
る

K
し
で
も
、
ま
た
そ

の
注
解
K
儒
教
的
「
僻
見
」
が
あ
る

K
し
で
も
、
事
実
認
識
と
し
て
、

天
子
と
「
同
姓
」
の
諸
侯
、
「
同
宗
」
関
係
K
あ
る
諸
侯
問
、
諸
侯
と

「
同
族
」
の
大
夫
k
b
け
る
結
び
つ
き
が
(
父
を
含
む
)
祖
先
の
廟
の

祭
り
を
媒
介
と
す
る
だ
け

K
、
ヨ
コ
の
兄
弟
の
結
び
つ
き
乃
至
ヨ
コ
の

同
一
世
代
の
結
び
つ
き
(
従
兄
弟
、
再
従
兄
弟
、
三
従
兄
弟
と
い
っ
た

結
び
つ
き
)
を
基
本
と
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
員
①
〕
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家
と
家
人
（
越
智
）

さ
て
、
掌
記
昏
義
に
、

　
　
是
以
三
者
婦
入
先
嫁
三
月
、
祖
型
上
殿
、
教
於
公
宮
。
祖
禰
既
出
、

　
　
教
干
宗
室
。
教
主
婦
徳
謡
言
婦
容
婦
功
。
教
成
祭
主
。
　
（
下
略
）

と
あ
・
り
、
そ
の
鄭
注
に
、
　
「
謂
与
天
子
諸
侯
同
姓
者
也
。
…
祖
廟
、
女

所
出
書
肺
也
。
公
、
二
野
。
宗
室
、
宗
子
墨
家
也
。
…
祭
之
、
祭
其
所

出
之
祖
也
。
　
（
下
略
）
」
と
あ
る
。
疏
に
よ
り
つ
つ
考
え
る
と
、
こ
れ

は
天
子
、
諸
侯
と
そ
の
嫁
す
る
女
の
父
と
が
禰
か
ら
高
祖
ま
で
の
四
祖

の
廟
を
共
に
す
る
場
合
は
そ
の
女
を
天
子
、
諸
侯
の
宮
に
お
い
て
教
え
、

も
は
や
（
天
子
、
諸
侯
か
ら
分
れ
て
か
ら
遠
く
）
肉
眼
の
廟
を
共
に
し

な
い
も
の
は
宗
子
の
家
に
澄
い
て
教
え
る
。
そ
の
教
が
成
る
と
そ
の
女

の
出
た
祖
先
の
廟
で
祭
る
、
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
半
の

廟
と
い
う
理
解
が
果
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
に
は
若
干
疑
問
が
あ
る
が
、

何
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
天
子
、
諸
侯
と
一
定
範
囲
に
あ
る
「
同
姓
」
が

そ
の
女
を
嫁
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
出
た
天
子
、
諸
侯
の
廟
に
祭
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
も
亦
全
体
と
し
て
、
天
子
、
諸
侯

と
そ
の
「
同
姓
」
と
の
結
び
つ
き
が
、
ヨ
コ
の
兄
弟
の
結
び
つ
き
乃
至

ヨ
コ
の
同
一
世
代
の
結
び
つ
き
を
基
本
と
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
礼
記
文
王
世
子
に
、

　
　
五
廟
之
孫
、
、
祖
廟
未
毅
、
難
為
庶
人
、
冠
取
（
．
婆
の
意
味
）
妻

　
　
必
告
。
死
必
赴
。
練
祥
則
告
。

と
あ
る
。
こ
の
鄭
重
に
「
赴
告
於
君
也
。
憾
辛
廟
孫
。
而
心
墨
廟
者
、

容
顕
無
為
始
聖
子
也
。
」
と
あ
る
。
こ
の
五
帝
の
理
解
は
宗
法
の
影
響

を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
こ
の
記
事
も
亦
全
体

と
し
て
右
と
同
一
の
こ
と
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
と
そ
の
「
同
姓
」

と
の
結
び
つ
き
は
祖
先
の
廟
を
媒
介
と
す
る
。
老
の
結
び
つ
き
に
は
二

種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
そ
の
分
れ
た
「
同
姓
」
の
父
（
の
廟
）
を
媒
介

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
久
に
続
く
。
他
の
二
つ
は
一
世
代
ず

つ
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
兄
弟
の
結
び
つ
き
が
基

本
と
な
り
、
従
兄
弟
の
結
び
つ
き
、
再
従
兄
弟
の
結
び
つ
き
と
い
っ
た

よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
行
く
が
、
あ
る
と
こ
ろ
で
切
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
際
、
　
（
長
兄
で
あ
る
）
天
子
、

諸
侯
、
大
夫
と
そ
の
「
同
姓
」
で
あ
る
弟
（
及
び
そ
れ
ら
の
子
）
と
の
、
顯
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
2

間
に
は
共
財
関
係
が
な
い
だ
け
π
、
さ
き
に
見
寒
兄
弟
集
団
は
存
在
し
　
「

な
い
○
と
こ
ろ
で
、
そ
の
兄
弟
は
共
に
父
の
廟
を
祭
る
が
、
兄
弟
の
子

は
（
父
で
あ
る
）
兄
弟
が
生
存
し
て
お
れ
ば
当
然
そ
の
父
で
あ
る
兄
弟

の
行
動
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
兄
弟
（
た
ち
）
と
兄
弟
の
子
（
た

ち
）
と
が
、
た
と
え
共
財
関
係
に
な
い
に
し
て
も
、
兄
弟
集
団
的
機
能

を
も
つ
べ
き
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
以
下
考
察
す
る
と
こ
ろ
は
自
ら
そ

の
予
測
に
確
実
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
は
ぼ
春
秋
末
、
戦
国
初
め
の
こ
ろ
　
応
成
立
を

見
た
と
思
わ
れ
る
宗
法
体
系
は
、
祖
先
祭
祀
面
で
天
子
、
諸
侯
、
大
夫

を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
「
同
姓
」
と
隔
絶
し
た
存
在
と
し
、
そ
う
し
た
意
味

で
の
絶
対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
記
紀
特
牲

家
と
家
人
(
越
智
〉

さ
て
、
礼
記
昏
義
に
、

是
以
古
者
婦
人
先
嫁
三
月
、
祖
禰
未
致
、
教
於
公
宮
。
祖
繭
既
設
、

教
子
宗
室
。
教
以
婦
徳
婦
言
婦
容
婦
功
。
教
成
祭
之
。
(
下
略
)

と
あ

b
、
そ
の
鄭
注
K
、
「
謂
与
天
子
諸
侯
同
姓
者
也
0

・
:
祖
廟
、
女

所
出
之
祖
也
。
公
、
君
也
。
宗
室
、
宗
子
之
家
也
0

・
:
祭
之
、
祭
其
所

出
之
祖
也
。
(
下
略
)
」
と
あ
る
。
疏
K
ょ
b
つ
つ
考
え
る
と
、

ζ

れ

は
天
子
、
諸
侯
と
そ
の
嫁
す
る
女
の
父
と
が
禰
か
ら
高
祖
ま
で
の
四
祖

の
廟
を
共
K
す
る
場
合
は
そ
の
女
を
天
子
、
諸
侯
の
宮
K
-砕
い
て
教
え
、

も
は
や
(
天
子
、
諸
侯
か
ら
分
れ
て
か
ら
遠
く
)
四
祖
の
廟
を
共
忙
し

ま
い
も
の
は
宗
子
の
家

K
-砕
い
て
教
え
る
。
そ
の
教
が
成
る
と
そ
の
女

の
出
先
祖
先
の
廟
で
祭
る
、
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
祖
の

廟
と
い
う
理
解
が
果
し
て
正
し
い
か
ど
う
か

K
は
若
干
疑
問
が
あ
る
が
、

何
れ
忙
し
で
も
と
れ
は
天
子
、
諸
侯
と
一
定
範
囲
K
あ
る
「
同
姓
」
が

そ
の
女
を
嫁
さ
せ
る

K
あ
た
り
、
そ
の
出
た
天
子
、
諸
侯
の
廟
K
祭
っ

た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
と
の
記
事
も
亦
全
体
と
し
て
、
天
子
、
諸
侯

と
そ
の
「
同
姓
」
と
の
結
ぴ
つ
き
が
、
ヨ
コ
の
兄
弟
の
結
び
つ
き
乃
至

ヨ
コ
の
同
一
世
代
の
結
び
つ
き
を
基
本
と
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
礼
記
文
王
世
子

K
、

五
廟
之
孫
、
祖
廟
未
段
、
雄
為
庶
人
、
冠
取
(
要
の
意
味
)
妻

必
告
。
死
必
赴
。
練
祥
則
告
。

と
あ
る
。

ζ

の
鄭
注

K
「
赴
告
於
君
也
。
実
四
廟
孫
。
而
言
五
廟
者
、

容
顕
考
為
始
封
子
也
。
」
と
あ
る
。
と
の
五
廟
の
理
解
は
宗
法
の
影
響

を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
れ
忙
し
で
も
と
の
記
事
も
亦
全
体

と
し
て
右
と
同
一
の
こ
と
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う

K
見
て
く
る
と
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
と
そ
の
「
同
姓
」

と
の
結
び
つ
き
は
祖
先
の
廟
を
媒
介
と
す
る
。
そ
の
結
び
つ
な
‘

K
は
二

種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
そ
の
分
れ
た
「
同
姓
」
の
父
(
の
廟
)
を
媒
介

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ
は
永
久
K
続
く
。
他
の
一
つ
は
一
世
代
ず

つ
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
h
y
、
そ
れ
は
兄
弟
の
結
び
つ
き
が
基

本
と
左
h
y
、
従
兄
弟
の
結
び
つ
き
、
再
従
兄
弟
の
結
び
つ
き
と
い
っ
た

よ
う

K
ひ
ろ
が
っ
て
行
く
が
、
あ
る
と
と
ろ
で
切
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
と
の
際
、
(
長
兄
で
あ
る
)
天
子
、

諸
侯
、
大
夫
と
そ
の
「
同
姓
」
で
あ
る
弟
(
及
び
そ
れ
ら
の
子
)
と
の

間

K
は
共
財
関
係
が
ま
い
だ
け

K
、
さ
き

K
見
た
兄
弟
集
団
は
存
在
し

左
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
兄
弟
は
共
K
父
の
廟
を
祭
る
が
、
兄
弟
の
子

は
(
父
で
あ
る
〉
兄
弟
が
生
存
し
て
お
れ
ば
当
然
そ
の
父
で
あ
る
兄
弟

の
行
動
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
兄
弟
(
た
ち
)
と
兄
弟
の
子
(
た

ち
)
と
が
、
た
と
え
共
財
関
係
K
左
い

K
し
で
も
、
兄
弟
集
団
的
機
能

を
も
つ
べ
き
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
以
下
考
察
す
る
と
こ
ろ
は
自
ら
そ

の
予
測
K
確
実
性
を
与
え
る
こ
と

K
左
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
ほ
ほ
春
秋
末
、
戦
国
初
め
の
ζ

ろ
一
応
成
立
を

見
た
と
思
わ
れ
る
宗
法
体
系
は
、
祖
先
祭
杷
面
で
天
子
、
諸
侯
、
大
夫

を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
「
同
姓
」
と
隔
絶
し
た
存
在
と
し
、
そ
う
し
た
意
味

で
の
絶
対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
す
左
わ
ち
、
礼
記
郊
特
牲
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に
、　

　
諸
侯
不
馴
祖
天
子
。
大
夫
不
敢
祖
諸
侯
○
而
公
廟
蛇
篭
於
私
家
、

　
　
非
礼
也
。
由
三
鳥
撃
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
諸
侯
は
敢
て
天
子
を
祖
と
せ
ず
、
大
夫
は
敢
て
諸

侯
を
祖
と
せ
ず
O
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
「
支
子
は
祭
ら
ず
O
　
（
礼
記

王
制
）
」
と
あ
る
も
の
と
こ
そ
が
宗
法
体
系
に
澄
け
る
天
子
、
諸
侯
の

絶
対
的
尊
貴
性
の
骨
子
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
疏
に
、

「
正
義
日
」
と
し
て
、

　
　
此
経
云
諸
侯
不
敢
祖
天
子
。
而
文
二
年
左
伝
云
、
宋
祖
帝
乙
、
鄭

　
　
祖
属
王
。
大
夫
不
当
祖
諸
侯
。
而
荘
二
十
八
年
左
伝
云
、
凡
邑
有

　
　
宗
廟
先
君
之
主
、
日
都
。
与
此
文
墨
同
者
。
此
拠
尋
常
諸
侯
大
夫
、

　
　
彼
拠
有
大
功
徳
者
。
…
故
異
義
怪
異
引
此
郊
特
牲
云
、
…
許
慎
謹

　
　
案
、
周
公
以
上
徳
封
於
魯
、
己
様
天
兼
用
四
代
之
礼
楽
。
知
事
得

　
　
祖
天
子
。
諸
侯
有
徳
祖
天
子
者
、
知
大
夫
亦
得
祖
諸
侯
。
鄭
氏
無

　
　
験
。
与
許
氏
同
也
○
　
（
下
略
）

と
あ
る
Q
こ
こ
で
は
諸
侯
、
田
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
天
子
、
諸
侯
を
祖
と
し

て
廟
に
祭
る
場
合
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
で
そ
う
し
た
こ
と

を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
大
功
徳
の
有
無
と
い
う
形
で
解
決
が

図
ら
れ
て
い
る
。
右
の
礼
記
の
記
事
を
経
と
し
て
へ
そ
れ
が
（
春
秋
以

前
の
）
先
王
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
理
解
し
、
か
つ
宗
法
体
系
を
事

実
に
基
く
理
論
と
し
て
肯
定
す
る
以
上
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
解
決
し
か

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

家
と
家
人
（
越
智
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宗
法
体
系
が
祖
先
祭
祀
面
で
天
子
、
諸
侯
の
絶

対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し
た
。
右
の
礼
記
の
経
は
そ
れ
よ
り
あ
と
に
つ

く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
本
来
の
あ
り
か
た
と
は
ズ
レ
の
あ
る

も
の
が
生
じ
た
、
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
絶
対
的

尊
貴
性
は
大
夫
を
宗
法
の
外
に
論
く
と
い
う
こ
と
を
も
導
き
出
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
導
引
の
郊
特
牲
の
鄭
注
に
、
〕
言
仲

馬
鐸
孫
季
孫
三
脚
仁
心
桓
野
毛
。
魯
以
周
公
之
故
、
立
文
王
廟
。
三
家

見
而
潜
焉
。
し
と
あ
る
。
鄭
玄
は
魯
が
文
王
廟
を
た
て
た
こ
と
は
と
れ

を
肯
定
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
郊
特
牲
の
記
載

内
容
と
相
反
す
る
。
こ
の
矛
盾
は
宗
法
体
系
が
後
出
の
も
の
で
あ
る
と

理
解
す
れ
ば
容
易
に
解
決
で
き
る
。

　
祖
先
祭
祀
面
で
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
絶
対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し

た
宗
法
体
系
は
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ

れ
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
弓
長
子
孫
制
を
一
段
と
強
化
す
る
役
割
を

果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宗
法
体
系
（
と
く
に
そ
の
右
に
あ

げ
た
部
分
）
は
も
と
も
と
政
治
思
想
的
に
「
君
主
（
大
夫
を
含
む
）
」

の
絶
対
性
を
つ
く
る
べ
く
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
⑤
o
そ
れ
だ
け

に
そ
の
出
現
が
、
士
、
庶
、
工
、
商
の
兄
弟
集
団
制
の
内
容
に
決
定
的

影
響
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
嫡
長
子
孫
制
に
改
変
し
て
し
ま
う
と
い
」
つ
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
数
多
く
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
で
右
に
関
連
す
る
左
尼
上
の
二
記
事
を
と
り
あ
げ
て
み
よ

一63一

K 

諸
侯
不
敢
祖
天
子
。
大
夫
不
敢
祖
諸
侯
。
而
公
廟
之
設
於
私
家
、

非
礼
也
。
由
三
桓
始
也
。

と
あ
る
。
と
と

K
「
諸
侯
は
敢
て
天
子
を
祖
と
せ
ず
、
大
夫
は
敢
て
諸

侯
を
祖
と
せ
ず
。
」
と
あ
る
が
、
と
れ
と
「
支
子
は
祭
ら
ず
。
(
礼
記

王
制
)
」
と
あ
る
も
の
と
と
そ
が
宗
法
体
系
k
b
け
る
天
子
、
諸
侯
の

絶
対
的
尊
貴
性
の
骨
子
と
ま
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ

K
関
し
、
疏
K
、

「
正
義
日
」
と
し
て
、

此
経
一
玄
諸
侯
不
敢
祖
天
子
。
而
文
二
年
左
伝
云
、
宋
祖
帝
乙
、
鄭

祖
属
王
。
大
夫
不
敢
祖
諸
侯
。
而
荘
二
十
八
年
左
伝
去
、
凡
邑
有

宗
廟
先
君
之
主
、
日
都
。
与
此
文
不
向
者
。
此
拠
尋
常
諸
侯
大
夫
、

彼
拠
有
大
功
徳
者
0

・
:
故
異
義
礼
司
引
此
郊
特
牲
云
、
:
・
許
慎
謹

案
、
周
公
以
上
徳
封
於
魯
、
得
郊
天
兼
用
四
代
之
礼
楽
。
知
亦
得

祖
天
子
。
諸
侯
有
徳
祖
天
子
者
、
知
大
夫
亦
得
祖
諸
侯
。
鄭
氏
無

較
。
与
許
氏
同
也
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
と
と
で
は
諸
侯
、
大
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
天
子
、
諸
侯
を
祖
と
し

て
廟
K
祭
る
場
合
が
あ
っ
た

K
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
で
そ
う
し
た
と
と

を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
大
功
徳
の
有
無
と
い
う
形
で
解
決
が

図
ら
れ
て
い
る
。
右
の
礼
記
の
記
事
を
経
と
し
て
、
そ
れ
が
(
春
秋
以

前
の
)
先
王
の
と
と
を
-
記
し
て
い
る
と
理
解
し
、
か
つ
宗
法
体
系
を
事

実
K
基
く
理
論
と
し
て
肯
定
す
る
以
上
、
恐
ら
〈
そ
う
し
た
解
決
し
か

で
き
ま
い
で
あ
ろ
う
が
、
す
で

K
見
た
と
と
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

家
と
家
・
大
(
越
智
)

と
の
点
K
つ
い
て
は
、
宗
法
体
系
が
祖
先
祭
杷
面
で
天
子
、
諸
侯
の
絶

対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し
た
。
右
の
礼
記
の
経
は
そ
れ
よ
り
あ
と
陀
つ

く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
と

K
本
来
の
あ
-P
か
た
と
は
ズ
レ
の
あ
る

も
の
が
生
じ
た
、
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
0

と
う
し
た
絶
対
的

尊
貴
性
は
大
夫
を
宗
法
の
外
k
b
く
と
い
う
と
と
を
も
導
き
出
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み

K
、
前
引
の
郊
特
牲
の
鄭
注
K
、
「
ュ
=
ロ
仲

孫
叔
孫
季
孫
三
氏
皆
立
桓
公
廟
。
魯
以
周
公
之
故
、
立
文
王
廟
。
一
ニ
家

見
而
倦
駕
。
」
と
あ
る
。
鄭
玄
は
魯
が
文
王
廟
を
た
て
た
こ
と
は
と
れ

を
肯
定
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
と
と
は
郊
特
牲
の
記
載

内
容
と
相
反
す
る
。
と
の
矛
盾
は
宗
法
体
系
が
後
出
の
も
の
で
あ
る
と

理
解
す
れ
ば
容
易

K
解
決
で
き
る
。

祖
先
祭
杷
面
で
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
の
絶
対
的
尊
貴
性
を
う
ち
出
し

た
宗
法
体
系
は
、
天
子
、
諸
侯
、
大
夫

K
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ

れ
は
す
で
忙
存
在
し
て
い
た
嫡
長
子
孫
制
を
一
段
と
強
化
す
る
役
割
を

果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宗
法
体
系
(
と
く
に
そ
の
右
陀
あ

げ
た
部
分
)
は
も
と
も
と
政
治
思
想
的
K
「
君
主
(
大
夫
を
含
む
〉
」

の
絶
対
性
を
つ
く
る
べ
く
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
⑤
o
そ
れ
だ
け

K
そ
の
出
現
が
、
士
、
庶
、
工
、
商
の
兄
弟
集
団
制
の
内
容
に
決
定
的

影
響
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
嫡
長
子
孫
制
K
改
変
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た

こ
と
は
左
か
っ
た
。
と
の
点
は
数
多
く
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
。
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家
と
家
入
（
越
智
）

う
。
左
氏
伝
桓
公
こ
年
の
条
に
、
晋
で
文
章
の
弟
桓
叔
が
曲
沃
に
封
ぜ

ら
れ
た
事
に
つ
い
て
、

　
　
師
拳
玉
、
吾
聞
、
国
家
之
立
也
、
本
大
而
細
小
○
聖
運
能
固
。
故

　
　
天
子
建
国
、
諸
侯
立
家
、
卿
置
側
室
、
大
夫
有
弐
宗
。
士
有
隷
子

　
　
弟
○
庶
人
工
商
各
六
親
。
皆
有
等
衰
○
是
以
民
服
事
其
上
、
而
下

　
　
無
號
観
。

と
あ
る
。
左
氏
伝
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、
　
「
今
晋
旬
侯
也
。
而
建
国
。

本
既
弱
　
o
其
能
久
乎
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
続
い
て
、
　
「
恵
（
魯
の

恵
公
）
之
三
十
年
、
雲
粒
笹
書
昭
侯
、
違
令
桓
叔
O
不
克
O
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
は
旬
服
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
晋
に
論
い
て

桓
叔
を
曲
沃
に
封
じ
た
の
を
非
難
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
弟
が
分
不
相
応
に
大
き
ぐ
な
る
の
を
非
難
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
会
箋
に
よ
る
と
右
の
「
建
国
」
と
は
天
子

が
弟
を
諸
侯
に
封
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
「
立
家
」
と
は
諸
侯
が
卿
、
．
大

夫
の
家
を
建
て
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
置
側
室
」
と
は
卿
が
自
ら
大
宗
と

し
て
そ
の
弟
を
小
宗
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
有
武
道
」
も
大
夫
が
自

ら
大
宗
と
な
り
そ
の
弟
を
小
宗
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
（
卿
は
広
義
の

大
夫
で
あ
る
。
）
以
上
の
会
箋
の
説
明
（
嚢
公
十
四
年
の
条
の
説
明
を

含
む
）
は
卿
・
大
夫
の
場
合
を
除
い
て
は
正
し
い
。
卿
・
大
夫
の
場
合
、

長
兄
が
大
宗
で
そ
の
弟
が
小
節
に
な
る
と
い
う
の
は
恐
ら
く
宗
法
体
系

を
頭
に
捌
い
た
説
明
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
宗
法
体
系
の
説
明
と
し
て

も
や
や
普
遍
性
を
欠
ぐ
○
蓋
し
こ
れ
は
一
般
論
的
に
長
兄
を
基
本
的
な

宗
と
し
、
弟
を
そ
れ
に
興
す
る
宗
と
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
右
で
は
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
に
つ
い
て
は

兄
弟
関
係
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
　
「
有
隷
子
弟
」

は
（
長
兄
で
、
あ
る
）
士
が
そ
の
弟
を
子
弟
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
意

味
し
、
　
「
庶
入
工
商
各
国
親
」
は
（
長
兄
で
あ
る
）
庶
人
μ
庶
、
工
、

商
が
弟
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
　
「
説
明
」
の
記

事
は
の
ち
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
右
の
師
服
の
言
も

春
秋
初
期
の
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
宗
法
体
系
出
現
以
降
の
も
の
で

あ
ろ
う
⑥
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
右
が
宗
法
体
系
出
現
よ
り
ま
え

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
出
現
以
降
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
か
、
と
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
、

　
さ
て
、
左
氏
伝
嚢
公
十
四
年
の
条
に
は
、
ま
た
、

　
　
　
（
前
略
）
師
暖
対
日
、
…
天
子
有
公
、
諸
侯
有
卿
、
卿
置
側
室
、

　
　
大
夫
有
職
宗
。
士
有
朋
友
。
庶
人
工
商
皐
隷
牧
砂
鉱
有
親
薩
。
以

　
　
相
輔
佐
也
。
善
則
賞
之
、
過
則
匡
之
、
患
則
上
之
、
失
上
歯
之
○

　
　
自
盛
以
下
、
三
雲
父
兄
子
弟
、
以
補
察
其
政
。

と
あ
る
。
こ
の
天
子
（
1
1
王
）
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
の
性
格
は
右
に
見

た
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
で
は
天
子
の
弟
が
「
中
央

政
府
」
に
あ
っ
て
公
と
な
り
、
ま
た
出
て
は
諸
侯
と
な
っ
た
、
と
い
う

理
解
を
も
つ
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
⑦
。
右
の
師
曖
の
言
が
い
つ
な
さ
れ

．
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
師
部
の
言
の
場
合
と
同
様
の

こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
○
と
こ
ろ
で
、
右
で
は
彼
ら
が
「
同
姓
」

　　一任

家
と
家
人
(
越
智
)

ぅ
。
左
氏
伝
桓
公
二
年
の
条
に
、
晋
で
文
侯
の
弟
桓
叔
が
曲
沃
に
封
ぜ

ら
れ
た
事
K
つ
い
て
、

師
服
目
、
吾
問
、
国
家
之
立
也
、
本
大
而
末
小
。
是
以
能
因
。
故

天
子
建
国
、
諸
侯
立
家
、
卿
置
側
室
、
大
夫
有
武
宗
。
士
有
隷
子

弟
。
庶
人
工
商
各
分
親
。
皆
有
等
衰
。
是
以
民
服
事
其
上
、
市
下

無
観
航
。

と
あ
る
。
左
氏
伝
で
は
こ
れ

K
続
い
て
、
「
今
晋
旬
侯
也
。
市
建
国
。

本
既
弱
奏
。
其
能
久
乎
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
続
い
て
、
「
恵
(
魯
の

恵
公
)
之
三
十
年
、
晋
藩
父
殺
昭
侯
、
而
納
桓
叔
。
不
克
。
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
は
旬
服
K
あ
る

K
過
ぎ
ま
い
晋
K
-砕
い
て

桓
叔
を
曲
沃

K
封
じ
た
の
を
非
難
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
弟
が
分
不
相
応
K
大
き
〈
左
る
の
を
非
難
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
き
て
、
会
第
K
よ
る
と
右
の
「
建
国
」
と
は
天
子

が
弟
を
諸
侯

K
封
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
「
立
家
」
と
は
諸
侯
が
卿
、
太

夫
の
家
を
建
て
る
と
と
で
あ
り
、
「
置
側
室
」
と
は
卿
が
自
ら
大
宗
と

し
て
そ
の
弟
を
小
宗
と
す
る
こ
と
で
あ

b
、
「
有
武
宗
」
も
大
夫
が
自

ら
大
宗
と
左

b
そ
の
弟
を
小
宗
と
す
る
と
と
で
あ
る
。
(
卿
は
広
義
の

大
夫
で
あ
る
。
)
以
上
の
会
賓
の
説
明
(
嚢
公
十
四
年
の
条
の
説
明
を

含
む
)
は
卿
・
大
夫
の
場
合
を
除
い
て
は
正
し
い
。
卿
・
大
夫
の
場
合
、

長
兄
が
大
宗
で
そ
の
弟
が
小
宗
K
在
る
と
い
う
の
は
恐
ら
く
宗
法
体
系

を
頭

K
沿
い
た
説
明
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
宗
法
体
系
の
説
明
と
し
て

も
や
や
普
遍
性
を
欠
ぐ
。
蓋
し
ζ

れ
は
一
般
論
的

K
長
兄
を
基
本
的
左

宗
と
し
、
弟
を
そ
れ
に
武
す
る
宗
と
す
る
、
と
い
う
よ
う

K
理
解
す
べ

き
で
あ
る
う
。
さ
て
、
右
で
は
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫

K
つ
い
て
は

兄
弟
関
係
の
記
述
が
左
さ
れ
て
い
る
o
そ
れ
だ
け

K
、
「
有
隷
子
弟
」

は
(
長
兄
で
あ
る
)
士
が
そ
の
弟
を
子
弟
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
意

味
し
、
「
庶
人
工
商
各
分
親
」
は
(
長
兄
で
あ
る
)
庶
人
H
庶
、
工
、

商
が
弟
を
も
っ
と
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
「
説
明
」
の
記

事
は
の
ち
の
時
代
K
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
右
の
師
服
の
言
も

春
秋
初
期
の
も
の
で
は
ま
く
、
恐
ら
く
宗
法
体
系
出
現
以
降
の
も
の
で

あ
る
う
⑥
。
し
か
し
、
そ
れ

K
し
で
も
右
が
宗
法
体
系
出
現
よ
h
y
ま
え

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
出
現
以
降
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
ま
い
。

き
て
、
左
氏
伝
嚢
公
十
四
年
の
条

K
は
、
ま
た
、

(
前
略
)
師
鴫
対
日
、
:
・
天
子
有
公
、
諸
侯
有
卿
、
卿
置
側
室
、

大
夫
有
武
宗
o
士
有
朋
友
o
庶
人
工
商
阜
隷
牧
園
皆
有
親
躍
。
以

相
輔
佐
也
o
善
則
賞
之
、
過
則
匡
之
、
患
則
救
之
、
失
則
草
之
。

自
王
以
下
、
各
有
父
兄
子
弟
、
以
補
察
其
政
。

と
あ
る
。
と
の
天
子

(
H
王
)
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
の
性
格
は
右
K
見

た
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
で
は
天
子
の
弟
が
「
中
央

政
府
」

K
あ
っ
て
公
と
在
、
p
、
ま
た
出
て
は
諸
侯
と
在
っ
た
、
と
い
う

理
解
を
も
つ
べ
き
と
と

K
左
ろ
う
⑦
。
右
の
師
噴
の
言
が
い
つ
左
さ
れ

た
か
と
い
う
と
と

K
つ
い
て
は
、
さ
き
の
師
服
の
言
の
場
合
と
同
様
の

と
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
う
o
と
と
ろ
で
、
右
で
は
彼
ら
が
「
同
姓
」
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の
父
兄
子
弟
の
集
団
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
政
治
が
彼
ら
の
補
察
を
必

要
と
し
た
の
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
子
弟
は
さ
き
の
子
弟
と
同
質

の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
こ
の
父
兄
は
長
兄
と
9
し
て

子
弟
で
あ
る
弟
に
対
す
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
こ
の
父
兄
は
一
人
で
父

兄
た
り
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
父
兄
、
子
弟
に
つ
い
て
は
、
兄

弟
を
基
軸
と
し
、
そ
の
子
を
も
人
的
構
成
要
素
と
す
る
「
兄
弟
集
団
」

（
た
だ
し
、
共
財
か
否
か
は
姑
く
論
外
と
す
る
。
）
の
存
在
を
考
え
、

父
兄
を
そ
の
長
兄
、
子
弟
を
そ
れ
以
外
の
も
の
と
す
る
と
容
易
に
理
解

で
き
よ
う
。
　
（
こ
の
際
、
父
兄
“
長
兄
は
《
長
兄
を
含
む
）
兄
弟
の
子

た
ち
の
父
で
あ
る
と
同
時
に
兄
弟
の
長
兄
た
る
も
の
で
あ
り
、
子
弟
は

《
長
兄
を
含
む
）
兄
涕
の
子
と
長
兄
の
干
た
る
も
の
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
　
｝
語
と
し
て
の
子
弟
は
弟
だ
け
を
指
す
こ
と
も
子
だ
け
を
指
す
こ

と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
○
）
⑧

　
と
こ
ろ
で
、
右
で
．
は
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
弟

を
諸
侯
（
こ
れ
は
天
子
の
「
中
央
政
府
」
に
あ
っ
て
は
公
で
あ
る
）
、

卿
・
大
夫
、
宗
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
天
子
の
場
合
、
　
「
同
姓
」
に
は

諸
侯
、
卿
・
大
夫
、
　
（
卿
・
大
夫
か
ら
出
た
宗
の
組
織
を
も
つ
）
士
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
そ
の
天
子
（
”
王
）
の
も
つ
父
兄
子
弟
集

団
に
つ
い
て
、
会
箋
に
、
　
「
所
謂
国
難
之
卿
○
周
語
、
親
戚
補
察
O
」

と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
身
分
が
高
く
、
政
治
的
に
も
発
言
権
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
右
で
こ
れ
に
該
当
す
る
父
兄
は
「
同
姓
」
の
諸
侯
（
口

公
）
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
　
（
長
兄
で
あ
る
）
天
子
に
つ
い
て
見

　
家
と
家
人
（
越
智
）

た
際
、
右
は
天
子
が
そ
の
弟
の
諸
侯
と
兄
弟
と
し
て
の
結
び
つ
き
を
も

っ
と
同
時
に
、
そ
の
天
子
の
祖
先
の
天
子
（
父
で
あ
る
天
子
を
含
む
）

か
ら
出
た
諸
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
（
長
兄
1
1
父
兄
と
し
て
）
　
「
兄
弟
集
団
」

を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
（
長
兄
で
あ
る
）
天
子
と
そ
の
弟
の
諸
侯
と
が
「
兄

弟
集
団
」
を
構
成
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
た
だ
し
、
天
子
と

諸
侯
と
は
た
と
え
兄
弟
で
あ
っ
て
も
共
財
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
い

ま
ま
で
「
兄
弟
集
団
」
と
い
っ
て
き
た
も
の
は
共
財
関
係
を
も
た
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
兄
弟
集
団
」
の
存
在
は
当
然
卿
・
大
夫
に

つ
い
て
も
そ
れ
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
○
と
こ
ろ
で
、
宗
法
体
系
出
現

以
後
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
は
そ
の
弟
を
祖
先
祭
祀
に
与
ら
せ
な
い
。
鯨

差
し
た
と
こ
ろ
に
「
兄
弟
集
墨
は
存
在
し
え
な
い
q
そ
う
す
る
と
備

こ
の
「
兄
弟
集
団
」
は
自
ら
宗
法
体
系
出
現
以
前
に
存
在
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
さ
き
の
左
氏
伝
の
二

記
事
は
あ
い
ま
っ
て
、
宗
法
体
系
出
現
よ
り
ま
え
、
天
子
、
諸
侯
、
卿

・
大
夫
に
嫡
長
子
孫
制
が
存
在
す
る
と
同
時
に
（
父
廟
の
祭
り
を
媒
介

と
す
る
）
h
兄
弟
集
団
」
が
存
在
し
て
い
た
，
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ

れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
士
、
庶
、
工
、
商
で
あ
る
が
、
本
節
の
始

め
に
み
た
（
共
財
）
の
兄
弟
集
団
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
宗
法
体

系
出
現
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
齢
い
て
も
彼
ら
は
共
財
で
あ
る
か

ら
、
宗
法
体
系
出
現
以
前
に
あ
っ
て
は
当
然
共
財
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

該
当
す
る
も
の
が
（
職
分
面
で
長
兄
と
そ
れ
以
外
と
の
同
質
性
の
強
い
）

の
父
兄
子
弟
の
集
団
を
も
っ
て

b
b
、
そ
の
政
治
が
彼
ら
の
補
察
を
必

要
と
し
た
の
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
と
の
子
弟
は
さ
き
の
子
弟
と
同
質

の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
と
の
父
兄
は
長
兄
と
し
て

子
弟
で
あ
る
弟
K
対
す
る
も
の
と
左
る
。
ま
た
と
の
父
兄
は
一
人
で
父

兄
た
り
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
父
兄
、
子
弟
K
つ
い
て
は
、
兄

弟
を
基
軸
と
し
、
そ
の
子
を
も
人
的
構
成
要
素
と
す
る
「
兄
弟
集
団
」

(
た
だ
し
、
共
財
か
否
か
は
姑
〈
論
外
と
す
る
O

)

の
存
在
を
考
え
、

父
兄
を
そ
の
長
兄
、
子
弟
を
そ
れ
以
外
の
も
の
と
す
る
と
容
易
K
理
解

で
き
よ
う
。
(
と
の
際
、
父
兄
H
長
兄
は
《
長
兄
を
含
む
》
兄
弟
の
子

た
ち
の
父
で
あ
る
と
同
時

K
兄
弟
の
長
兄
た
る
も
の
で
あ
り
、
子
弟
は

《
長
兄
を
含
む
》
兄
弟
の
子
と
長
兄
の
弟
た
る
も
の
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
語
と
し
て
の
子
弟
は
弟
だ
け
を
指
す
と
と
も
子
だ
け
を
指
す
と

と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
0

)

⑧

と
と
ろ
で
、
右
で
，
は
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
弟

を
諸
侯
(
と
れ
は
天
子
の
「
中
央
政
府
」

K
あ
っ
て
は
公
で
あ
る
)
、

卿
・
大
夫
、
宗
と
す
る
。
そ
れ
だ
け

K
天
子
の
場
合
、
「
同
姓
」

K
は

諸
侯
、
卿
・
大
夫
、
(
卿
・
大
夫
か
ら
出
先
宗
の
組
織
を
も
っ
)
士
が

あ
る
と
と

K
ま
る
。
さ
て
、
そ
の
天
子

(
H
王
)
の
も
つ
父
兄
子
弟
集

団
K
つ
い
て
、
会
築
忙
、
「
所
謂
貴
戚
之
卿
。
周
語
、
親
戚
補
察
。
」

と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
身
分
が
高
く
、
政
治
的
K
も
発
言
権
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
右
で
と
れ

K
該
当
す
る
父
兄
は
「
同
姓
」
の
諸
侯

(
H

公
)
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
(
長
兄
で
あ
る
)
天
子

K
つ
い
て
見

家
と
家
人
(
越
智
)

た
際
、
右
は
天
子
が
そ
の
弟
の
諸
侯
と
兄
弟
と
し
て
の
結
び
つ
き
を
も

っ
と
同
時

K
、
そ
の
天
子
の
祖
先
の
天
子
(
父
で
あ
る
天
子
を
含
む
)

か
ら
出
た
諸
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
(
長
兄
H
父
兄
と
し
て
)
「
兄
弟
集
団
」

を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

K
在
る
。
と
れ
は
(
長
兄
で
あ
る
)
天
子
と
そ
の
弟
の
諸
侯
と
が
「
兄

弟
集
団
」
を
構
成
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る

K
足
る
。
た
だ
し
、
天
子
と

諸
侯
と
は
た
と
え
兄
弟
で
あ
っ
て
も
共
財
で
は
左
い
。
そ
う
す
る
と
い

ま
ま
で
「
兄
弟
集
団
」
と
い
っ
て
き
た
も
の
は
共
財
関
係
を
も
た
左
い

と
と

K
ま
る
0

と
う
し
た
「
兄
弟
集
団
」
の
存
在
は
当
然
卿
・
大
夫

K

つ
い
て
も
そ
れ
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宗
法
体
系
出
現

以
後
天
子
、
諸
侯
、
卿
・
大
夫
は
そ
の
弟
を
祖
先
祭
柁
K
与
ら
せ
左
い
。
一

と
う
し
た
と
と
ろ

K
「
兄
弟
集
団
一
は
存
在
し
え
左
い
o
そ
う
す
る
と
哨

と
の
「
兄
弟
集
団
」
は
自
ら
宗
法
体
系
出
現
以
前

K
存
在
し
た
も
の
と

い
う
と
と

K
左
る
。
こ
の
よ
う

K
見
て
く
る
と
、
さ
き
の
左
氏
伝
の
二

記
事
は
あ
い
ま
っ
て
、
宗
法
体
系
出
現
よ
り
ま
え
、
天
子
、
諸
侯
、
卿

・
大
夫

K
嫡
長
子
孫
制
が
存
在
す
る
と
同
時

K
(
父
廟
の
祭
h
y
を
媒
介

と
す
る
)
「
兄
弟
集
団
」
が
存
在
し
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
と
さ

れ
よ
う
。
と
と
ろ
で
、
そ
の
士
、
庶
、
工
、
商
で
あ
る
が
、
本
節
の
始

め
K
み
た
〈
共
財
)
の
兄
弟
集
団
は
、
の
ち
忙
ふ
れ
る
よ
う

K
宗
法
体

系
出
現
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
と

K
沿
い
て
も
彼
ら
は
共
財
で
あ
る
か

ら
、
宗
法
体
系
出
現
以
前
K
あ
っ
て
は
当
然
共
財
で
あ
っ
た
。
そ
れ

K

該
当
す
る
も
の
が
(
職
分
面
で
長
兄
と
そ
れ
以
外
と
の
同
質
性
の
強
い
)



　
家
と
家
人
（
越
智
）

士
、
庶
、
工
、
商
で
あ
る
の
は
殆
ん
ど
疑
問
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
こ
の
際
、
兄
弟
集
団
と
「
兄
弟
集
団
」
と
に
つ
い
て
共
に
父

兄
子
弟
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
に
同
一
性
が
あ

る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
の
同
一
性
は
父
の
廟
を
兄
弟
が
共

に
祭
る
と
い
っ
た
ど
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
よ
う
⑨
o
　
（
宗
法
体
系
が
小

宗
組
織
の
面
で
旧
来
の
兄
弟
集
団
の
あ
り
か
た
を
ど
う
組
み
入
れ
た
か

と
い
う
問
題
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
。
）

　
な
澄
、
六
朝
に
な
る
と
父
子
集
団
に
代
っ
て
父
子
（
共
財
）
の
家
が

出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
ま
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
曹
長
子
孫
制
が

存
在
し
て
い
な
い
こ
と
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。
儀
礼
喪
服
の
記
事

に
は
嫡
孫
が
宗
祀
の
重
き
を
受
け
る
も
の
と
し
て
祖
父
の
た
め
に
承
重

す
る
と
と
（
斬
穣
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
）
を
規
定
し
た
項
目
が
な

い
。
と
の
点
に
つ
い
て
、
儀
礼
の
解
釈
論
と
し
て
、
至
重
を
肯
定
す
べ

し
と
い
う
意
見
と
そ
れ
を
否
定
す
る
意
見
と
が
出
さ
れ
、
激
論
が
た
た

か
わ
さ
れ
た
。
の
ち
唐
に
入
っ
て
肯
定
論
が
勝
を
占
め
る
こ
と
に
な
る

が
⑪
、
．
通
典
巻
八
十
八
礼
四
十
八
柵
工
祖
持
重
議
に
、
承
重
に
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
の
せ
て
い
る
。

　
　
晋
侍
中
庚
純
云
、
古
者
所
以
重
宗
、
諸
侯
世
爵
、
士
大
夫
代
禄
、

　
　
防
其
争
競
。
故
明
其
宗
。
今
無
国
土
代
禄
者
、
防
無
所
施
○
又
古

　
　
之
嫡
孫
錐
在
仕
位
無
代
禄
之
士
、
猶
承
祖
考
家
業
、
上
供
祭
．
祀
、

　
　
早
態
子
孫
、
亘
理
上
馬
、
叙
親
合
族
。
是
同
宗
入
男
女
長
幼
野
馬

　
　
之
服
斉
纏
。
今
則
不
適
。
諸
侯
無
爵
盲
者
、
嫡
之
子
卒
、
則
其
次

　
　
長
摂
家
主
祭
。
嫡
孫
貫
長
幼
歯
、
晶
群
殊
選
点
。
又
未
聞
、
今
代

　
　
為
宗
子
服
斉
纏
者
。
然
則
嫡
孫
於
古
点
有
殊
制
。
於
今
則
無
異
等
。

　
　
今
王
侯
有
爵
拙
者
、
其
防
与
古
無
異
。
重
嫡
之
制
、
不
得
不
同
。

　
’
至
悪
大
夫
以
下
、
既
与
古
礼
異
　
○
吉
不
統
家
、
凶
二
二
喪
。
考

　
　
之
情
理
、
倶
亦
有
蓋
。
起
点
無
嫡
孫
三
三
築
三
財
之
文
。
宜
無
承

　
　
重
之
制
。
、

　
こ
の
晋
の
庚
純
の
理
解
で
は
、
古
は
宗
法
が
行
わ
れ
嫡
長
子
孫
制
が

確
立
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
で
は
承
重
が
行
わ
れ
た
。
現
在
爵

土
の
あ
る
王
侯
の
場
合
嫡
長
子
孫
制
を
と
っ
て
い
る
か
ら
野
里
が
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
○
し
か
し
、
爵
土
の
な
い
大
夫
以
下
は
す
で
に
古
制

と
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
承
重
の
制
を
七
る
べ
き
で
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
右
の
庚
純
の
古
の
士
に
つ
い
て
の
理
解
が
正
確
で
な

い
の
は
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
が
ら
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
塵
純
は

晋
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
王
侯
で
爵
土
を
も
つ
も
の
以
外
、
父
子
の
家

が
本
来
あ
る
べ
き
家
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
も
ち
、

嫡
子
が
死
亡
七
た
際
次
子
が
家
を
摂
し
祖
先
の
祭
り
を
主
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
馬
長
子
孫
制
は
否
定
さ
れ
，

て
い
る
。

　
さ
て
、
儀
礼
喪
服
の
記
事
は
、
宗
法
体
系
の
一
環
を
な
す
と
い
う
一

面
が
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
父
為
長
子
。
伝
日
、
何
以
三
年
号
。
正
体
掌
上
。
又
乃
将
士
伝
重

　
．
也
。
庶
子
不
去
年
長
子
三
年
。
不
継
祖
也
。
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家
と
家
人
(
越
智
)

士
、
庶
、
工
、
商
で
あ
る
の
は
殆
ん
ど
疑
問
の
余
地
の
左
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

ζ

の
際
、
兄
弟
集
団
と
「
兄
弟
集
団
」
と

K
つ
い
て
共

K
父

兄
子
弟
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
と
は
、
両
者

K
同
一
性
が
あ

る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
両
者
の
同
一
性
は
父
の
廟
を
兄
弟
が
共

K
祭
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ

K
あ
る
と
さ
れ
よ
う
⑨
。
(
宗
法
体
系
が
小

宗
組
織
の
面
で
旧
来
の
兄
弟
集
団
の
あ
り
か
た
を
ど
う
組
み
入
れ
た
が

と
い
う
問
題
は
別
の
機
会

K
論
ず
る
。
)

左
・
台
、
六
朝
K
在
る
と
父
子
集
団

K
代
っ
て
父
子
(
共
財
)
の
家
が

出
現
す
る
よ
う

K
在
る
。
い
ま
そ
の
左
か

K
あ
っ
て
も
嫡
長
子
孫
制
が

存
在
し
て
い
左
い
と
と
の
一
端

K
ふ
れ
て
み
よ
う
。
儀
礼
喪
服
の
記
事

K
は
嫡
孫
が
宗
杷
の
重
き
を
受
け
る
も
の
と
し
て
祖
父
の
た
め

K
承
重

す
る
と
と
(
斬
穣
三
年
の
喪

K
服
す
る
と
と
)
を
規
定
し
た
項
目
が
左

い
。
と
の
点
に
つ
い
て
、
儀
礼
の
解
釈
論
と
し
て
、
承
重
を
肯
定
す
べ

し
と
い
う
意
見
と
そ
れ
を
否
定
す
る
意
見
と
が
出
さ
れ
、
激
論
が
た
た

か
わ
さ
れ
た
。
の
ち
唐

K
入
っ
て
肯
定
論
が
勝
を
占
め
る
ζ

と
K
在
る

が
⑪
、
通
典
巻
八
十
八
礼
四
十
八
孫
為
祖
持
重
議

K
、
承
重

K
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
在
意
見
を
の
せ
て
い
る
。

晋
侍
中
庚
純
云
、
古
者
所
以
重
宗
、
諸
侯
世
爵
、
士
大
夫
代
禄
、

防
其
争
競
。
故
明
其
宗
。
今
無
国
土
代
禄
者
、
防
無
所
施
。
叉
古

之
嫡
孫
雄
在
仕
位
無
代
禄
之
士
、
猶
承
祖
考
家
業
、
上
供
祭
杷
、

下
正
子
孫
、
穿
理
見
弟
、
叙
親
合
族
。
是
以
宗
人
男
女
長
幼
皆
為

之
服
斉
線
。
今
則
不
然
。
諸
侯
無
爵
邑
者
、
嫡
之
子
卒
、
則
其
次

長
摂
家
主
祭
。
嫡
孫
以
長
幼
歯
、
無
復
殊
制
也
。
叉
未
聞
、
今
代

為
宗
子
服
斉
綾
者
。
然
則
嫡
孫
於
古
則
有
殊
制
。
於
今
則
無
異
等
。

今
王
侯
有
爵
土
者
、
其
防
与
古
無
異
。
重
嫡
之
制
、
不
得
不
問
。

至
於
大
夫
以
下
、
既
与
古
礼
異
会
。
吉
不
統
家
、
凶
則
統
喪
。
考

之
情
理
、
倶
亦
有
違
。
按
律
無
嫡
孫
先
諸
父
承
財
之
文
。
宜
無
承

重
之
制
。

と
の
晋
の
庚
純
の
理
解
で
は
、
古
は
宗
法
が
行
わ
れ
嫡
長
子
孫
制
が

確
立
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け

K
そ
こ
で
は
承
重
が
行
わ
れ
た
。
現
在
爵

土
の
あ
る
王
侯
の
場
合
嫡
長
子
孫
制
を
と
っ
て
い
る
か
ら
承
重
が
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
爵
土
の
左
い
大
夫
以
下
は
す
で

K
古
制

と
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

K
承
重
の
制
を
と
る
べ
き
で
左
い
、
と
い

う
と
と

K
在
る
。
右
の
庚
純
の
古
の
士
に
つ
い
て
の
理
解
が
正
確
で
ま

い
の
は
す
で

K
見
た
と
と
ろ
か
ら
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
庚
純
は

晋
時
代
の
と
と
と
し
て
、
王
侯
で
爵
土
を
も
つ
も
の
以
外
、
父
子
の
家

が
本
来
あ
る
べ
き
家
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
も
ち
、

嫡
子
が
死
亡
し
た
際
次
子
が
家
を
摂
し
祖
先
の
祭
り
を
主
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
そ
と
で
は
当
然
の
こ
と
左
が
ら
嫡
長
子
孫
制
は
否
定
さ
れ

て
い
る
。

き
て
、
儀
礼
喪
服
の
記
事
は
、
宗
法
体
系
の
一
環
を
在
す
と
い
う
一

面
が
あ
る
。
例
え
ば
、

父
為
長
子
。
伝
目
、
何
以
三
年
也
。
正
体
於
上
。
叉
乃
将
所
伝
重

也
。
庶
子
不
得
為
長
子
三
年
。
不
継
祖
也
。
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と
あ
る
○
こ
の
鄭
注
に
、
　
「
此
言
為
父
後
者
。
然
後
馬
長
子
三
年
目
重

其
当
先
祖
之
正
体
○
又
以
馬
廻
代
己
為
宗
廟
主
導
。
庶
子
者
、
為
父
後

者
之
弟
也
。
言
庶
事
、
遠
別
之
也
。
小
今
日
、
不
継
祖
与
禰
。
此
無
言

祖
、
不
言
禰
O
容
祖
禰
共
廟
O
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
本
文
の
内

容
を
解
い
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
○
右
は
明
か
に
祖
先
祭
祀
面
に
関

し
宗
法
体
系
出
現
以
後
の
嫡
長
子
下
府
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
本
節
の
始
め
に
あ
げ
た
喪
服
の
三
記
事
は
兄
弟
集
団
制
の

存
在
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
右
の
嫡
長
子
孫
制
と
相
反
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
な
ら
び
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
喪
服

の
記
事
は
（
諸
侯
か
ら
一
部
庶
民
ま
で
の
喪
服
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

が
、
）
そ
こ
に
は
一
部
上
位
の
も
の
に
つ
い
て
は
宗
法
体
系
の
一
環
と

し
て
の
嫡
長
子
孫
制
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
大
部

分
の
も
の
に
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
制
を
ふ
ま
え
て
い
る
、
と
い
う
観
点

か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
⑪
。
と
こ
ろ
で
、
喪
服
に
は
さ
き
に

述
べ
た
よ
う
に
承
重
の
規
定
が
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
兄

弟
集
団
制
が
一
方
に
厳
存
す
る
だ
け
に
、
長
子
の
斬
纏
三
年
の
記
述
ま

で
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
面
長
子
孫
制
を
補
完
す
べ
き
嫡
孫
承
重
の
記

載
は
無
理
で
あ
っ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
兄
弟
集
団
を
家
と
よ
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
夏
子

問
⑫
を
見
る
之
、

　
　
問
、
宗
子
之
収
昆
論
者
、
以
貧
従
価
盲
者
、
幾
何
家
。

と
あ
る
。
こ
の
家
は
兄
弟
が
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
○
こ
う
し
た
家
の

家
と
家
人
（
越
智
）

用
法
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と

共
財
の
兄
弟
集
団
が
家
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
崩
壊
過
程

に
入
り
、
長
兄
（
宗
子
）
や
そ
れ
以
外
の
各
兄
弟
の
経
済
的
自
立
性
が

一
応
確
立
を
見
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
っ
て
も
兄
弟
は
依
然

家
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
か
つ
て
兄
弟
が
（
窮
極

的
に
）
共
財
で
あ
っ
た
名
残
り
と
し
て
、
兄
弟
間
の
相
互
扶
助
的
機
能

が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
右
は
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

　
さ
て
、
問
に
は
、
ま
た
、

　
　
問
、
邑
之
今
人
債
而
食
者
、
幾
何
家
。

　
　
問
、
理
園
圃
而
食
者
、
幾
何
家
。

　
　
（
問
、
）
人
之
開
田
而
西
紀
、
幾
何
家
。

　
　
（
問
、
）
西
之
身
耕
者
、
幾
何
家
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
に
澄
け
る
家
は
、
右
と
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
兄

弟
集
団
制
に
お
け
る
兄
弟
共
財
の
家
と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

第
三
の
問
に
は
「
人
」
が
出
て
お
り
、
第
四
の
問
に
も
個
人
と
し
て
の

「
士
」
が
出
て
い
る
。
さ
き
に
左
証
伝
に
「
士
有
隷
子
弟
」
と
あ
る
の

を
引
い
た
。
こ
れ
は
長
兄
（
一
人
）
の
士
が
子
弟
を
統
轄
し
て
い
る
の

を
示
し
て
い
る
。
右
の
人
、
士
も
必
ら
ず
や
ご
う
し
た
長
兄
（
一
人
）

に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
問
に
は
ま
た
、

　
　
（
問
、
）
士
之
有
田
而
不
使
者
、
幾
何
入
。
吏
悪
何
事
。

　
　
（
問
、
）
士
之
有
田
而
不
等
者
、
幾
何
人
○
身
何
事
。
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と
あ
る
。

ζ

の
郷
注

K
、
「
此
言
為
父
後
者
。
然
後
為
長
子
三
年
。
重

其
当
先
祖
之
正
体
。
叉
以
其
将
代
己
為
宗
廟
主
也
。
庶
子
者
、
為
父
後

者
之
弟
也
o
言
庶
者
、
遠
別
之
也
o
小
記
目
、
不
継
祖
与
禰
o
此
但
言

祖
、
不
言
禰
。
容
祖
楠
共
廟
。
」
と
あ
る
が
、
と
れ
は
よ
く
本
文
の
内

容
を
解
い
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
右
は
明
か

K
祖
先
祭
釈
面

K
関

し
宗
法
体
系
出
現
以
後
の
嫡
長
子
孫
制
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
で
あ

る
o
一
方
、
本
節
の
始
め

K
あ
げ
た
喪
服
の
三
記
事
は
兄
弟
集
団
制
の

存
在
を
明
示
し
て
い
る
。
と
れ
は
右
の
嫡
長
子
孫
制
と
相
反
す
る
も
の

で
あ
る
。
と
の
両
者
が
左
ら
び
存
し
て
い
る
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
喪
服

の
記
事
は
(
諸
侯
か
ら
一
部
庶
民
ま
で
の
喪
服

K
つ
い
て
述
べ
て
い
る

が
、
)
そ
と

K
は
一
部
上
位
の
も
の

K
つ
い
て
は
宗
法
体
系
の
一
環
と

し
て
の
嫡
長
子
孫
制
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
大
部

分
の
も
の

K
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
制
を
ふ
ま
え
て
い
る
、
と
い
う
観
点

か
ら
理
解
す
る
と
と
が
で
き
よ
う
⑪
。
と
と
ろ
で
、
喪
服

K
は
さ
き

K

述
べ
た
よ
う
に
承
重
の
規
定
が
見
当
ら
左
い
o
そ
れ

K
つ
い
て
は
、
兄

弟
集
団
制
が
一
方

K
厳
存
す
る
だ
け

K
、
長
子
の
斬
線
三
年
の
記
述
ま

で
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
嫡
長
子
孫
制
を
補
完
す
べ
き
嫡
孫
承
重
の
記

載
は
無
理
で
あ
っ
た
、
と
理
解
す
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
う
。

最
後

K
兄
弟
集
団
を
家
と
よ
ん
だ
こ
と

K
つ
い
て
で
あ
る
が
、
管
子

問
⑫
を
見
る
と
、

問
、
宗
子
之
収
昆
弟
者
、
以
貧
従
昆
弟
者
、
幾
何
家
。

と
あ
る
。
と
の
家
は
兄
弟
が
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
の

家
と
家
人
(
越
智
〉

用
法

K
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
と
と
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
う
。
も
と
も
と

共
財
の
兄
弟
集
団
が
家
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
崩
壊
過
程

K
入
り
、
長
兄
(
宗
子
)
や
そ
れ
以
外
の
各
兄
弟
の
経
済
的
自
立
佐
が

一
応
確
立
を
見
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
そ
と

K
あ
っ
て
も
兄
弟
は
依
然

家
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
か
つ
て
兄
弟
が
(
窮
極

的
K
)
共
財
で
あ
っ
た
名
残
り
と
し
て
、
兄
弟
聞
の
相
互
扶
助
的
機
能

が
存
在
す
る
と
と
も
あ
っ
た
。
右
は
そ
う
し
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ

る。
さ
て
、
問

K
は
、
ま
た
、

問
、
邑
之
貧
人
債
而
食
者
、
幾
何
家
。

問
、
理
園
圃
而
食
者
、
幾
何
家
。

(
問
、
)
人
之
開
田
而
耕
者
、
幾
何
家
。

(
問
、
)
士
之
身
耕
者
、
幾
何
家
。

と
あ
る
。
と
れ
ら
の
問

K
な
け
る
家
は
、
右
と
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
兄

弟
集
団
制
忙
な
け
る
兄
弟
共
財
の
家
と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

第
三
の
問

K
は
「
人
」
が
出
て
な
り
、
第
四
の
問

K
も
個
人
と
し
て
の

「
士
」
が
出
て
い
る
。
さ
き

K
左
氏
伝

K
「
士
有
隷
子
弟
」
と
あ
る
の

を
引
い
た
。
と
れ
は
長
兄
(
一
人
)
の
士
が
子
弟
を
統
轄
し
て
い
る
の

を
示
し
て
い
る
。
右
の
人
、
土
も
必
ら
ず
や
こ
う
し
た
長
兄
(
一
人
)

K
あ
た
る
も
の
で
あ
る
う
。
た
だ
し
、
問

K
は
ま
た
、

(
問
、
)
士
之
有
田
市
不
使
者
、
幾
何
人
。
吏
悪
何
事
。

(
問
、
)
士
之
有
田
而
不
耕
者
、
幾
何
人
。
身
何
事
。
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家
と
家
人
（
越
智
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
士
を
「
人
」
と
し
て
い
る
の
は
｝
見
右
と
矛
盾
す

る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
士
個
人
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
「
幾
何
家
」
と
す
る
こ
と

な
ぐ
、
　
「
幾
何
人
」
と
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
○
も
っ
と

も
、
こ
の
際
の
士
は
、
　
「
（
問
、
）
郷
之
子
弟
、
力
田
為
人
率
者
、
幾

何
入
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
問
に
子
弟
と
い
う
用
法
が
存
在
す
る
の
ど

あ
わ
せ
考
え
る
と
、
長
兄
と
し
て
の
士
の
こ
と
と
な
ろ
う
。
，

　
と
こ
ろ
で
、
問
の
対
象
と
す
る
時
期
に
は
、
最
初
に
あ
げ
た
兄
弟
分

裂
の
動
き
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
と
し
て
、
各
兄
弟
で
完
全
に
経
済
的

自
立
性
を
も
っ
た
も
の
も
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
を
直
接
示
し
て

い
る
も
の
は
な
い
が
、
や
や
間
接
的
に
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
問
に
、

　
　
　
（
問
、
）
余
子
、
父
母
存
、
不
養
庶
出
癖
者
、
幾
何
人
Q

と
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
父
（
兄
弟
の
一
人
）
と
そ
の
子
と
で
父
の
兄

弟
と
離
れ
て
経
済
生
活
を
営
む
も
の
が
生
じ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
さ
ら

に
そ
の
う
え
に
生
じ
た
事
例
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
こ
の
記
事
は
第
二
節
で
も
う
一
度
ふ
れ
る
。
）

　
ち
左
み
に
、
右
で
見
た
兄
弟
集
団
の
家
は
、
も
は
や
基
本
的
に
は
血

縁
関
係
だ
け
を
構
成
要
素
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
知
り
、
共
財
如
何
は

そ
の
家
構
成
の
要
素
と
は
な
っ
て
い
な
い
〇
六
朝
以
前
に
あ
っ
て
は
血

縁
関
係
だ
け
を
そ
の
構
成
要
素
と
す
る
家
は
別
に
珍
ら
し
く
な
い
が
、

い
ま
念
の
た
め
他
の
一
例
を
あ
げ
て
澄
く
○
宋
書
巻
八
十
二
周
朗
伝
に
、

南
朝
初
め
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
今
士
大
夫
以
下
父
母
在
而
兄
弟
異
計
、
全
家
金
魚
　
。
庶
人
父
子

　
　
早
産
亦
八
家
而
五
＾
癸
。
凡
甚
者
乃
危
亡
不
相
知
、
飢
寒
不
相
螂
．
。

　
　
又
嫉
諺
議
害
、
其
間
不
可
称
数
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
共
財
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
血
縁
関
係
だ
け
を
問

題
と
し
て
父
子
が
家
を
構
成
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
『
戦
国
時
代
の
父
子
集
団
と
牡
年
砂
夫
婦
中
心
の
家

　
前
節
の
最
初
に
引
い
た
儀
礼
喪
服
の
記
事
は
、
兄
弟
集
団
に
論
い
て

内
部
的
に
父
子
を
単
位
と
す
る
動
き
が
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

は
兄
弟
集
団
が
崩
壊
し
た
際
そ
こ
に
父
の
支
配
力
の
強
い
父
子
共
財
の

家
が
出
現
す
べ
き
を
予
測
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、
礼
記
に
は
父
子
共
財

が
現
わ
れ
て
い
る
。
礼
記
曲
礼
上
に
、

　
　
父
母
存
、
不
上
扇
急
死
。
不
二
私
財
。

と
あ
り
、
礼
記
坊
記
に
、

　
　
父
母
在
、
不
言
有
其
身
。
不
帰
私
心
財
。
示
民
有
上
下
也
。

と
あ
り
、
礼
記
内
則
に
、

　
　
子
忌
無
私
貨
、
無
私
蓄
、
無
私
器
○
不
敢
私
仮
、
不
言
私
与
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
父
子
集
団
は
兄
弟
集
団
の
内
に

は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
は
兄
弟
集
団
に
代
る
も
の
と
し

て
現
わ
れ
た
父
子
集
団
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
○
さ

て
、
最
後
の
記
事
の
鄭
注
に
、

　　鞠馴

家
と
家
人
(
越
智
)

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
士
を
「
人
」
と
し
て
い
る
の
は
一
見
右
と
矛
盾
す

る
か
の
知
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
は
あ
く
ま
で
士
個
人

K
つ
い

て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
「
幾
何
家
」
と
す
る
と
と

ま
ぐ
、
「
幾
何
人
」
と
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
と
の
際
の
士
は
、
「
(
問
、
)
郷
之
子
弟
、
力
団
為
人
率
者
、
幾

何
人
。
」
と
あ
る
よ
う

K
、
問

K
子
弟
と
い
う
用
法
が
存
在
す
る
の
と

あ
わ
せ
考
え
る
と
、
長
兄
と
し
て
の
士
の
と
と
と
ま
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、
問
の
対
象
と
す
る
時
期
K
は
、
最
初
K
あ
げ
た
兄
弟
分

裂
の
動
き
が
さ
ら

K
進
ん
だ
も
の
と
し
て
、
各
兄
弟
で
完
全

K
経
済
的

自
立
性
を
も
っ
た
も
の
も
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
を
直
接
示
し
て

い
る
も
の
は
ま
い
が
、
や
や
間
接
的

K
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

す
ま
わ
ち
、
問

K
、

(
問
、
)
余
子
、
父
母
存
、
不
養
而
出
離
者
、
幾
何
人
。

と
あ
る
。
と
れ
は
恐
ら
く
父
(
兄
弟
の
一
人
)
と
そ
の
子
と
で
父
の
兄

弟
と
離
れ
て
経
済
生
活
を
営
む
も
の
が
生
じ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
さ
ら

K
そ
の
う
え

K
生
じ
た
事
例

K
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
と
の
記
事
は
第
二
節
で
も
う
一
度
ふ
れ
る
。
)

ち
左
み

K
、
右
で
見
た
兄
弟
集
団
の
家
は
、
も
は
や
基
本
的
K
は
血

縁
関
係
だ
け
を
構
成
要
素
と
す
る
も
の
と
在
っ
て

b
b、
共
財
知
何
は

そ
の
家
構
成
の
要
素
と
は
在
っ
て
い
左
い
。
六
朝
以
前
忙
あ
っ
て
は
血

縁
関
係
だ
け
を
そ
の
構
成
要
素
と
す
る
家
は
別

K
珍
ら
し
く
左
い
が
、

い
ま
念
の
た
め
他
の
一
例
を
あ
げ
て
な
〈
O

宋
書
巻
八
十
二
周
朗
伝
K
、

南
朝
初
め
の
と
と
と
し
て
、

今
士
大
夫
以
下
父
母
在
而
兄
弟
異
計
、
十
家
而
七
会
。
庶
人
父
子

殊
産
亦
八
家
而
五
会
。
凡
甚
者
乃
危
亡
不
相
知
、
飢
寒
不
相
邸
ω

叉
嫉
一
誘
議
害
、
其
間
不
可
称
数
。

と
あ
る
。
と
れ
は
共
財
の
有
無
と
は
無
関
係
K
、
血
縁
関
係
だ
け
を
問

題
と
し
て
父
子
が
家
を
構
成
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

、
戦
国
時
代
の
父
子
集
団
と
枇
年
の
夫
婦
中
心
の
家

前
節
の
最
初

K
引
い
た
儀
礼
喪
服
の
記
事
は
、
兄
弟
集
団

K
-砕
い
て

内
部
的
K
父
子
を
単
位
と
す
る
動
き
が
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

は
兄
弟
集
団
が
崩
壊
し
た
際
そ
と

K
父
の
支
配
力
の
強
い
父
子
共
財
の

家
が
出
現
す
べ
き
を
予
測
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、
礼
記

K
は
父
子
共
財

が
現
わ
れ
て
い
る
。
礼
記
曲
礼
上
忙
、

父
母
存
、
不
許
友
以
死
。
不
有
私
財
。

と
あ
り
、
礼
記
坊
記

K
、

父
母
在
、
不
敢
有
其
身
。
不
敢
私
其
財
。
示
民
有
上
下
也
。

と
あ
り
、
礼
記
内
則

K
、

子
婦
無
私
貨
、
無
私
蓄
、
無
私
器
。
不
敢
私
仮
、
不
敢
私
与
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
父
子
集
団
は
兄
弟
集
団
の
内
K

は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
K
と
れ
は
兄
弟
集
団
K
代
る
も
の
と
し

て
現
わ
れ
た
父
子
集
団
K
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
き

て
、
最
後
の
記
事
の
鄭
注
K
、
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家
事
統
於
尊
也
。

と
あ
る
。
こ
の
尊
は
自
ら
父
と
な
る
。
こ
れ
は
鄭
玄
が
右
の
父
子
集
団

を
共
財
と
し
、
か
つ
そ
れ
を
家
と
し
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
兄
弟
集
団
に
代
っ
た
父
子
集
団
に
齢
い
て
は
現
実
に
父
子

全
員
が
共
財
で
な
い
こ
と
が
多
く
、
壮
年
の
男
子
を
夫
と
す
る
夫
婦
（

以
下
、
そ
れ
を
壮
年
の
夫
婦
と
い
う
）
が
経
済
生
活
の
単
位
と
な
る
の

が
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
（
こ
の
際
の
壮
年
の
男
子

は
一
般
的
に
い
う
と
子
で
あ
る
。
）
当
時
そ
う
し
た
壮
年
の
夫
婦
が
構

成
す
る
「
イ
エ
」
を
家
と
よ
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
家
は
共
財
で
、

そ
こ
に
そ
の
子
や
（
と
き
に
よ
っ
て
は
）
老
父
母
を
含
む
も
の
で
あ
る
○

（
老
父
母
は
壮
年
の
子
が
数
人
い
た
際
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
の
子
の

家
に
入
る
。
）
そ
れ
だ
け
に
父
子
集
団
は
そ
の
な
か
に
い
く
組
も
の
家

を
含
む
こ
と
に
な
る
。
戦
国
時
代
こ
う
し
た
家
が
出
現
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
春
秋
戦
国
時
代
に
澄
け
る
政
治
社
会
体
制
の
変
化
が
大
き
く

か
ら
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
周
知
の
よ
う
に
諸
国
の
対
立
抗
争
が
次

第
に
激
化
す
る
な
か
で
春
秋
時
代
中
期
ご
ろ
、
士
が
戦
士
た
る
こ
と
を

（
世
襲
的
）
職
分
と
し
、
　
（
庶
で
あ
る
）
農
が
撃
滅
を
職
分
と
す
る
こ

と
に
変
化
の
萌
し
が
見
え
始
め
た
が
、
ほ
ぼ
戦
国
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ
旧

来
の
様
相
が
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
の
変
化
は
、
農
に
つ
い
て
い
え
ば

農
に
乱
雲
（
”
軍
需
品
）
を
課
す
こ
と
に
始
ま
り
、
さ
ら
に
農
を
軍
兵

に
徴
す
る
こ
と
に
進
み
、
つ
い
に
農
だ
け
を
軍
兵
と
す
る
形
と
し
て
現

わ
れ
た
。
　
（
そ
こ
に
は
兵
農
一
致
体
制
が
生
ず
る
。
）
　
一
方
、
士
に
つ

家
と
家
人
（
越
智
）

い
て
い
え
ば
士
は
戦
士
た
る
こ
と
を
（
世
襲
的
）
職
分
と
し
た
の
を
変

じ
（
下
級
）
官
吏
た
る
こ
と
を
主
た
る
職
分
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
変
化
と
相
応
じ
諸
侯
の
士
、
農
（
、
工
、
商
）
の
把
握
は
、

兄
弟
集
団
な
り
長
兄
な
り
を
主
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
、
壮
年
の
男
子

（
個
人
）
を
対
象
と
す
る
も
の
に
変
化
し
た
。
そ
こ
で
は
父
子
集
団
の

わ
く
は
自
ら
政
治
権
力
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
本
節
は
次
節
と

の
関
連
性
を
頭
に
お
い
て
、
右
を
若
干
の
方
面
か
ら
論
じ
、
あ
わ
せ
て

壮
年
の
夫
婦
の
家
の
自
立
性
が
父
子
集
団
の
存
在
を
否
定
し
た
場
合
に

ふ
れ
る
。

　
国
語
斉
語
と
益
子
小
匡
に
、
春
秋
初
期
斉
の
桓
公
が
管
仲
の
助
け
を
層

え
て
行
っ
た
参
国
訴
鄙
の
改
革
を
記
し
て
い
る
。
さ
て
、
国
語
に
は
、
　
噛

　
　
（
桓
）
公
日
、
成
民
之
事
、
若
何
。
臣
子
習
、
昔
歯
序
処
士
欄

　
　
也
、
使
就
間
燕
、
処
工
就
官
府
、
処
商
就
市
井
、
二
言
就
田
野
。

　
　
令
夫
士
群
葦
豊
州
処
、
間
燕
則
父
与
父
無
義
、
子
与
子
言
孝
。
其

　
　
事
書
誓
言
敬
、
其
幼
者
言
悌
、
少
而
習
焉
。
，
其
心
安
焉
。
不
見
異

　
　
物
柔
遷
焉
。
是
詳
言
父
兄
之
教
不
粛
豊
成
、
芸
子
素
論
学
不
労
而

　
　
能
。
紫
藍
士
之
子
恒
為
士
。
　
（
下
略
）

と
あ
る
○
右
と
「
（
下
略
）
」
と
し
た
部
分
と
か
ら
、
士
、
農
、
工
、

・
商
が
そ
れ
ぞ
れ
士
、
農
、
工
、
商
と
い
う
職
分
を
世
襲
す
べ
き
で
あ
る

之
と
、
及
び
人
々
の
生
活
に
澄
い
て
父
子
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る

こ
と
、
並
に
子
が
父
の
職
分
を
そ
れ
ぞ
れ
等
質
的
に
襲
ぐ
べ
き
こ
と
、

が
下
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
父
子
集
団
の
存
在
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

家
事
統
於
尊
也
。

と
あ
る
。
と
の
尊
は
自
ら
父
と
ま
る
。
と
れ
は
鄭
玄
が
右
の
父
子
集
団

を
共
財
と
し
、
か
っ
そ
れ
を
家
と
し
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
兄
弟
集
団
K
代
っ
た
父
子
集
団
k
b
い
て
は
現
実

K
父
子

全
員
が
共
財
で
ま
い
と
と
が
多
く
、
壮
年
の
男
子
を
夫
と
す
る
夫
婦
(

以
下
、
そ
れ
を
壮
年
の
夫
婦
と
い
う
)
が
経
済
生
活
の
単
位
と
在
る
の

が
か
ま
り
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
ζ

の
際
の
壮
年
の
男
子

は
一
般
的
K
い
う
と
子
で
あ
る
O

)

当
時
そ
う
し
た
壮
年
の
夫
婦
が
構

成
す
る
「
イ
エ
」
を
家
と
よ
ぶ
と
と
が
あ
る
が
、
そ
の
家
は
共
財
で
、

そ
と

K
そ
の
子
や
(
と
き

K
よ
っ
て
は
)
老
父
母
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

(
老
父
母
は
壮
年
の
子
が
数
人
い
た
際
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
の
子
の

家
忙
入
る
。
)
そ
れ
だ
け
に
父
子
集
団
は
そ
の
左
か

K
い
く
組
も
の
家

を
含
む
と
と

K
在
る
。
戦
国
時
代
ζ

う
し
た
家
が
出
現
し
た
と
と

K
つ

い
て
は
、
春
秋
戦
国
時
代
k
h
g
け
る
政
治
社
会
体
制
の
変
化
が
大
き
く

か
ら
ん
で
い
る
。
す
ま
わ
ち
、
周
知
の
よ
う

K
諸
国
の
対
立
抗
争
が
次

第

K
激
化
す
る
左
か
で
春
秋
時
代
中
期
ど
ろ
、
士
が
戦
士
た
る
と
と
を

(
世
襲
的
)
職
分
と
し
、
(
庶
で
あ
る
)
農
が
従
農
を
職
分
と
す
る
と

と
K
変
化
の
萌
し
が
見
え
始
め
た
が
、
ほ
ほ
戦
国
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ
旧

来
の
様
相
が
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
の
変
化
は
、
農
忙
つ
い
て
い
え
ば

農
K
軍
賦

(
H
軍
需
品
〉
を
課
す
と
と

K
始
ま
り
、
さ
ら

K
農
を
軍
兵

K
徴
す
る
と
と

K
進
み
、
つ
い

K
農
だ
け
を
軍
兵
と
す
る
形
と
し
て
現

わ
れ
た
。
(
そ
と

K
は
兵
農
一
致
体
制
が
生
ず
る
。
)
一
方
、
士

K
つ

家
と
家
人
(
越
智
)

い
て
い
え
ば
士
は
戦
士
た
る
と
と
を
(
世
襲
的
)
職
分
と
し
た
の
を
変

じ
(
下
級
)
官
吏
た
る
と
と
を
主
た
る
職
分
と
す
る
こ
と

K
在
っ
た
。

こ
う
し
た
変
化
と
相
応
じ
諸
侯
の
士
、
農
(
、
工
、
商
〉
の
把
握
は
、

兄
弟
集
団
左

b
長
兄
左
り
を
主
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
、
壮
年
の
男
子

(
個
人
)
を
対
象
と
す
る
も
の

K
変
化
し
た
。
そ
と
で
は
父
子
集
団
の

わ
く
は
自
ら
政
治
権
力
K
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
本
節
は
次
節
と

の
関
連
性
を
頭
k
b
い
て
、
右
を
若
干
の
方
面
か
ら
論
じ
、
あ
わ
せ
て

壮
年
の
夫
婦
の
家
の
自
立
性
が
父
子
集
団
の
存
在
を
否
定
し
た
場
合

K

ふ
れ
る
。

国
語
斉
語
と
管
子
小
匡

K
、
春
秋
初
期
斉
の
桓
公
が
管
仲
の
助
け
を

え
て
行
っ
た
参
国
伍
都
の
改
革
を
-
記
し
て
い
る
。
さ
て
、
国
語
K
は、

(
桓
)
公
日
、
成
民
之
事
、
若
何
。
管
子
対
日
、
昔
聖
王
之
処
士

也
、
使
就
間
燕
、
処
工
就
官
府
、
処
商
就
市
井
、
処
農
就
田
野
。

令
夫
士
群
翠
而
州
処
、
間
燕
則
父
与
父
言
義
、
子
与
子
一
宮
口
孝
。
其

事
君
者
言
敬
、
其
幼
者
言
悌
、
少
而
習
駕
。
其
心
安
鷲
。
不
見
異

物
而
遷
駕
。
是
故
其
父
兄
之
教
不
粛
而
成
、
其
子
弟
之
学
不
労
而

能
。
是
故
士
之
子
恒
為
士
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
右
と
「
(
下
略
)
」
と
し
た
部
分
と
か
ら
、
士
、
農
、
工
、

商
が
そ
れ
ぞ
れ
士
、
農
、
工
、
商
と
い
う
職
分
を
世
襲
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
、
及
び
人
々
の
生
活
K
砕
い
て
父
子
が
そ
の
中
心
を
在
し
て
い
る

と
と
、
並

K
子
が
父
の
職
分
を
そ
れ
ぞ
れ
等
質
的
K
襲
ぐ
べ
き
と
と
、

が
察
せ
ら
れ
る
。
と
と

K
は
父
子
集
団
の
存
在
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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家
と
家
人
（
越
智
）

（
こ
の
父
兄
、
子
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
一
語
で
あ
る
が
、
文
字
に
即
し
て
い

う
と
父
兄
は
父
子
集
団
の
父
乏
兄
、
子
弟
は
父
子
集
団
の
子
と
弟
と
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
）
と
こ
ろ
で
、
国
語
に
は
「
（
下
略
）
」
と

し
た
部
分
の
終
り
の
方
に
、

　
　
旧
故
農
之
子
恒
為
農
、
野
処
而
不
曙
。
其
秀
民
之
能
三
士
者
、
足

　
田
頼
也
。
有
司
見
而
中
期
告
、
其
罪
五
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
士
の
職
分
が
戦
士
た
る
こ
と
か
ら
（
下
級
）
官
吏
と

な
る
べ
く
変
化
し
か
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
桓
公
が
農
で
あ
っ
て
も

（
下
級
）
官
吏
と
し
て
能
力
の
あ
る
も
の
は
官
吏
に
登
用
す
る
こ
と
を

裏
か
ら
示
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
前
引
の
管
唐
門
は
ま
さ
に
こ

う
し
た
女
口
農
民
出
身
の
（
下
級
）
官
吏
が
現
わ
れ
て
い
る
時
期
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
○
戦
国
時
代
の
庶
人
在
官
は
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
⑬
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
語
の
記
述
は
決
し
て
春
秋

初
期
の
様
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
く
、
春
秋
末
期
以
降
（
恐
ら
く

戦
国
三
三
）
の
様
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
な
誇
、
国
語
と

管
子
と
の
参
国
を
め
ぐ
る
記
述
の
う
ち
最
も
大
き
い
相
違
点
は
、
国
語

で
は
国
城
内
に
士
と
商
、
工
と
し
か
澄
ら
ず
、
豊
国
が
こ
れ
を
対
象
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、
管
子
で
は
国
城
内
に
士
、
農
、
商
、
工
が
い
て

参
国
が
そ
れ
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
恐
ら
く
国
城

の
規
…
模
が
大
き
く
な
っ
て
農
民
が
そ
こ
に
も
住
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
本
質
的
な
相
違
と
し
て
、
国
語
で
は

農
が
い
ま
だ
軍
兵
と
な
っ
て
い
な
い
の
に
反
し
、
丁
子
で
は
そ
の
つ
ぎ

の
段
階
と
し
て
、
農
が
士
と
な
ら
ん
で
軍
兵
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
（
管
子
に
見
え
る
も
の
の
つ
ぎ
の
段
階

と
し
て
、
官
吏
”
士
が
軍
兵
と
な
る
こ
と
な
く
、
農
が
専
ら
軍
兵
と
な

る
様
態
が
生
ず
る
。
孟
子
に
見
え
る
農
は
こ
の
時
期
の
農
“
農
民
で
あ

る
。
）

　
さ
て
、
右
の
国
語
な
り
管
子
な
り
に
は
家
が
出
て
く
る
。
い
ま
そ
れ

を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
人
的
構
成
面
に
つ
い
て
見
る
と
、
国
語

の
参
国
で
は
、
・

　
　
皇
子
於
是
制
国
、
五
家
直
面
、
軌
為
之
長
。
十
軌
為
里
、
里
有
司
〇

　
　
四
里
為
連
、
連
為
之
長
〇
十
連
主
意
、
郷
有
良
人
焉
。
以
為
軍
令
。

　
　
五
家
為
軌
。
故
五
人
為
伍
。
官
長
帥
之
ゆ
十
軌
山
里
ρ
故
五
十
人
　
、
鱒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬

　
　
為
事
戎
。
里
有
司
、
直
言
〇
四
里
為
連
。
故
二
百
人
倉
卒
。
連
署
　
鴨

　
　
師
之
。
十
連
為
重
。
故
二
千
人
為
旅
。
郷
良
人
師
之
。
二
郷
蝋
馳

　
　
故
万
人
為
一
軍
。
五
郷
之
師
師
之
。
三
軍
。
故
有
中
軍
之
鼓
、
有

　
　
国
子
之
鼓
、
有
高
子
之
鼓
。
…
是
故
卒
伍
整
於
里
、
軍
旅
座
面
郊
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

　
　
内
教
既
成
、
馳
勿
使
遷
捗
。
雷
電
人
、
祭
祀
同
福
、
死
語
同
血
、
・
禍

　
　
災
共
之
Q
人
与
人
相
疇
、
家
与
家
相
疇
、
世
同
居
、
少
同
游
9
故

　
　
夜
戦
声
相
聞
、
足
芸
不
言
○
昼
戦
盛
相
視
、
足
以
相
識
。
黒
馬
欣

　
　
四
花
二
死
、
居
同
楽
、
行
同
和
、
乱
離
哀
。
是
故
守
則
同
工
、
戦

　
　
則
同
彊
。
君
有
此
士
也
三
万
人
、
以
濫
行
於
天
下
、
筆
答
無
道
、

　
　
以
屏
甲
高
、
天
下
大
国
毒
忌
、
莫
二
黒
禦
也
o

家
と
家
人
(
越
智
)

(
こ
の
父
兄
、
子
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
一
語
で
あ
る
が
、
文
字
に
即
し
て
い

う
と
父
兄
は
父
子
集
団
の
父
と
兄
、
子
弟
は
父
子
集
団
の
子
と
弟
と
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
0

)

と
こ
ろ
で
、
国
語

K
は
「
(
下
略
)
」
と

し
た
部
分
の
終
h
y

の
方
K
、

是
故
農
之
子
恒
為
農
、
野
処
而
不
臆
。
其
秀
民
之
能
為
土
者
、
足

頼
也
。
有
司
見
而
不
以
告
、
其
罪
五
。

と
あ
る
。
と
れ
は
士
の
職
分
が
戦
士
た
る
こ
と
か
ら
(
下
級
)
官
吏
と

在
る
べ
く
変
化
し
か
か
っ
た
と
と
を
ふ
ま
え
、
桓
公
が
農
で
あ
っ
て
も

(
下
級
)
官
吏
と
し
て
能
力
の
あ
る
も
の
は
官
吏
に
登
用
す
る
と
と
を

裏
か
ら
示
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
前
引
の
管
子
問
は
ま
さ

K
こ

う
し
た
農
H
農
民
出
身
の
〈
下
級
)
官
吏
が
現
わ
れ
て
い
る
時
期
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
国
時
代
の
庶
人
在
官
は
こ
れ

K
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
⑬
。
と
の
よ
う

K
見
て
く
る
と
、
国
語
の
記
述
は
決
し
て
春
秋

初
期
の
様
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
左
く
、
春
秋
末
期
以
降
(
恐
ら
〈

戦
国
極
初
)
の
様
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
ま
な
、
国
語
と

管
子
と
の
参
国
を
め
ぐ
る
記
述
の
う
ち
最
も
大
き
い
相
違
点
は
、
国
語

で
は
国
城
内
K
士
と
商
、
工
と
し
か
な
ら
ず
、
参
国
が
と
れ
を
対
象
と

し
て
い
る
の

K
対
し
、
管
子
で
は
国
城
内

K
士
、
農
、
商
、
工
が
い
て

参
国
が
そ
れ
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
れ

K
は
恐
ら
く
国
城

の
規
模
が
大
き
く
ま
っ
て
農
民
が
そ
と
忙
も
住
む
よ
う
に
左
っ
た
と
と

も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
よ
h
y
本
質
的
ま
相
違
と
し
て
、
国
語
で
は

農
が
い
ま
だ
軍
兵
と
在
っ
て
い
左
い
の

K
反
し
、
管
子
で
は
そ
の
つ
ぎ

の
段
階
と
し
て
、
農
が
士
と
左
ら
ん
で
軍
兵
と
左
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
る

e

へ
き
で
あ
ろ
う
0

(

管
子

K
見
え
る
も
の
の
つ
ぎ
の
段
階

と
し
て
、
官
吏
H
士
が
軍
兵
と
ま
る
と
と
左
〈
、
農
が
専
ら
軍
兵
と
ま

る
様
態
が
生
ず
る
。
孟
子

K
見
え
る
農
は
こ
の
時
期
の
農
H
農
民
で
あ

る
。
)

さ
て
、
右
の
国
語
左
h
y
管
子
左
h
y
K
は
家
が
出
て
く
る
。
い
ま
そ
れ

を
と

b
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
人
的
構
成
面

K
つ
い
て
見
る
と
、
国
語

の
参
国
で
は
、

管
子
於
是
制
国
、
五
家
為
軌
、
軌
為
之
長
。
十
軌
為
里
、
里
有
司
。

四
里
為
連
、
連
為
之
長
。
十
連
為
郷
、
郷
有
良
人
鷲
。
以
為
軍
令
。

五
家
為
軌
。
故
五
人
為
伍
。
軌
長
帥
之
。
十
軌
為
里
。
故
五
十
人

為
小
戎
。
里
有
司
、
帥
之
。
四
里
為
連
。
故
二
百
人
為
卒
。
連
長

帥
之
。
十
連
為
郷
。
故
二
千
人
為
旅
む
郷
良
人
帥
之
。
五
郷
一
時

故
万
人
為
一
軍
。
五
郷
之
帥
帥
之
。
三
軍
。
故
有
中
軍
之
鼓
、
有

昌
子
之
鼓
、
有
高
子
之
常
:
・
自
存
政
卒
伍
整
於
里
、
軍
旅
整
於
湾

と
あ
り
、
続
い
て
、

内
教
既
成
、
勿
使
遷
徒
。
伍
之
人
、
祭
杷
同
福
、
死
喪
同
値
、
禍

災
共
之
。
人
与
人
相
時
、
家
与
家
相
時
、
世
同
居
、
少
同
激
。
故

夜
戦
声
相
聞
、
足
以
不
平
。
昼
戦
目
相
視
、
足
以
相
識
。
其
歓
欣

足
以
相
死
、
居
間
楽
、
行
同
和
、
死
同
哀
。
是
故
守
則
岡
田
、
戦

則
同
彊
。
君
有
此
士
也
三
万
人
、
以
方
行
於
天
下
、
以
訣
無
道
、

以
昇
周
室
、
天
下
大
国
之
君
、
莫
之
能
禦
也
。
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と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
国
内
の
士
を
三
万
家
に
分
け
た
が
、
そ
の
家
に

は
す
べ
て
戦
斗
に
た
え
る
軍
兵
一
1
戦
士
が
一
入
ず
つ
い
た
。
そ
の
家
は

軍
事
と
民
政
と
の
両
方
の
単
位
に
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
家
は
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
心
と
し
、
未

だ
壮
年
に
な
ら
な
い
（
口
未
成
年
の
）
子
、
そ
の
老
父
母
を
含
む
と
な

さ
ざ
る
を
え
な
い
。
、
（
た
だ
し
、
そ
の
手
甲
父
母
に
数
人
の
壮
年
の
子

が
い
た
と
す
れ
ば
、
老
父
母
は
そ
の
な
か
の
だ
れ
か
の
家
に
入
る
こ
と

に
な
る
。
）
つ
ぎ
に
こ
う
し
た
家
の
経
済
生
活
面
に
つ
い
て
見
る
と
、

国
語
の
伍
鄙
で
は
、

　
　
桓
墨
銀
、
定
民
之
居
、
期
中
。
辛
子
対
日
、
制
鄙
、
三
十
家
為
邑
、

　
　
邑
有
司
〇
十
邑
為
卒
O
享
有
卒
帥
。
図
面
四
郷
O
郷
有
郷
帥
。
三

　
　
郷
為
事
O
県
有
県
帥
〇
十
県
為
属
O
属
有
大
夫
〇
五
属
、
蝉
茸
五

　
　
大
夫
、
各
使
治
一
属
焉
。
立
更
正
、
各
使
聴
一
属
焉
。
是
故
正
之

　
　
政
聴
属
、
国
政
聴
県
、
下
政
聴
郷
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
大
夫
が
属
を
治
め
、
か
つ
正
が
属
に
聴
く
こ
と
が
見

え
る
。
ま
た
牧
政
は
（
属
の
下
位
の
）
県
に
聴
き
、
下
組
は
（
県
の
下

位
の
）
郷
に
聴
く
と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ら
ず
し
も
明
か
で
な
い
。
こ
こ
で
鼠
子
を
見
る
と
講
衆
に
つ

い
て
、

　
　
桓
公
日
、
・
五
音
奈
何
。
童
子
対
面
、
制
五
家
為
軌
○
軌
細
長
〇
六

　
　
軌
為
邑
O
邑
有
司
〇
十
邑
為
率
。
率
有
長
〇
十
仁
心
郷
O
郷
有
良

　
　
人
〇
三
郷
為
属
。
属
直
書
〇
五
雲
一
大
夫
。
武
政
聴
属
、
文
政
聴

　
家
と
家
人
（
越
智
）

　
　
郷
。
各
保
而
聴
、
母
有
淫
株
。

と
あ
る
。
こ
の
鄙
の
家
の
区
別
け
、
積
み
重
ね
は
国
語
の
も
の
と
ぐ
い

違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
両
者
を
あ
わ
せ
見
る
と
国
語
の
正
は

軍
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
が
わ
か
り
、
牧
政
は
治
民
（
民
政
）
の

こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
　
（
下
灘
は
不
明
。
）
か
く
て
、
国
語
で
は

伍
鄙
の
際
、
農
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
を
対
象
に
軍
事
土
の

負
担
を
か
け
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
春
秋
時
代
農
民
に
か
け
る

軍
事
上
の
負
担
は
、
周
知
の
よ
う
に
軍
需
品
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
、

軍
兵
と
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。
国
に
よ
っ
て
そ
の
始
ま
る
時
期
が
若
午
違

っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
前
者
は
春
秋
中
期
以
降
に
始
ま
り
後
者
は
そ
れ
よ

り
も
や
や
遅
れ
る
⑫
。
国
語
で
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
三
万
人
の
士

1
1
戦
士
で
桓
公
が
周
の
天
子
を
た
す
け
天
下
の
覇
者
と
な
る
に
足
る
と

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
農
が
軍
兵
た
る
と
と
は
期
待
さ
れ
て
い
左
い

と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
語
に
見
え
る
農
は

自
ら
軍
需
品
（
1
1
軍
賦
）
だ
け
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
負
担
が
家
対
象
に
か
け
ら
れ
て
い
る
以
上
そ
の
家
は
経
済
的
膚

守
性
を
も
つ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
参
国
の
際
の
家
と
伍
鄙
の
際
の
家
と

は
当
然
同
じ
人
的
構
成
を
も
つ
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
国

語
に
見
え
る
家
は
す
べ
て
経
済
的
自
立
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
左
る
。

（
な
お
、
管
子
の
場
合
、
鄙
の
農
は
軍
需
品
を
負
担
し
、
か
つ
軍
兵
と

な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）

　
さ
て
、
最
初
に
引
い
た
国
語
の
記
事
は
士
に
つ
い
て
父
子
と
（
子
で
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と
あ
る
。
と
の
記
事
は
園
内
の
士
を
三
万
家
K
分
け
た
が
、
そ
の
家
忙

は
す
べ
て
戦
斗
K
た
え
る
軍
兵
H
戦
士
が
一
人
ず
つ
い
た
。
そ
の
家
は

軍
事
と
民
政
と
の
両
方
の
単
位
忙
左
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
を

示
し
て
い
る
0

と
う
し
た
家
は
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
心
と
し
、
未

だ
壮
年
K
ま
ら
ま
い

(
H
未
成
年
の
〉
子
、
そ
の
老
父
母
を
含
む
と
ま

さ
ざ
る
を
え
左
い
。
(
た
だ
し
、
そ
の
際
老
父
母

K
数
人
の
壮
年
の
子

が
い
た
と
す
れ
ば
、
老
父
母
は
そ
の
な
か
の
だ
れ
か
の
家
K
入
る
と
と

忙
在
る
。
)
つ
ぎ

K
こ
う
し
た
家
の
経
済
生
活
面

K
つ
い
て
見
る
と
、

国
語
の
伍
都
で
は
、

桓
公
目
、
定
民
之
居
、
若
何
。
管
子
対
日
、
制
郎
、
三
十
家
為
邑
、

ロ
巴
有
司
。
十
邑
為
卒
。
卒
有
卒
帥
。
十
卒
為
郷
。
郷
有
郷
帥
。
三

郷
為
県
。
県
有
県
帥
。
十
県
為
属
。
属
有
大
夫
。
五
属
、
故
立
五

大
夫
、
各
使
治
一
属
駕
。
立
五
正
、
各
使
聴
一
属
駕
。
是
故
正
之

政
聴
属
、
牧
政
聴
県
、
下
政
聴
郷
。

と
あ
る
。
と
と

K
大
夫
が
属
を
治
め
、
か
っ
正
が
属
K
聴
ぐ
と
と
が
見

え
る
。
ま
た
牧
政
は
(
属
の
下
位
の
)
県
K
聴
き
、
下
政
は
(
県
の
下

位
の
〉
郷

K
聴
ぐ
と
あ
る
。
と
の
記
事
は
と
れ
だ
け
で
は
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ら
ず
し
も
明
か
で
ま
い
。
と
と
で
管
子
を
見
る
と
伍
都
K
つ

い
て
、

桓
公
目
、
五
郎
奈
何
。
管
子
対
日
、
制
五
家
為
軌
。
軌
有
長
。
六

軌
為
邑
。
邑
有
司
。
十
邑
為
率
。
率
有
長
。
十
率
為
郷
。
郷
有
良

人
。
三
郷
為
属
。
属
有
帥
。
五
属
一
大
夫
。
武
政
聴
属
、
文
政
聴

家
と
家
人
(
越
智
)

郷
。
各
保
而
聴
、
最
有
淫
供
。

と
あ
る
。
と
の
都
の
家
の
区
別
け
、
積
み
重
ね
は
国
語
の
も
の
と
ぐ
い

違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
忙
し
で
も
両
者
を
あ
わ
せ
見
る
と
国
語
の
正
は

軍
事
K
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
が
わ
か
り
、
牧
政
は
治
民
(
民
政
)
の

と
と
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
(
下
政
は
不
明
。
)
か
〈
て
、
国
語
で
は

伍
都
の
際
、
農
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
を
対
象
K
軍
事
上
の

負
担
を
か
け
た
こ
と
陀
ま
る
。
と
こ
ろ
で
、
春
秋
時
代
農
民
K
か
け
る

軍
事
上
の
負
担
は
、
周
知
の
よ
う

K
軍
需
品
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
、

軍
兵
と
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。
国

K
よ
っ
て
そ
の
始
ま
る
時
期
が
若
干
違

っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
前
者
は
春
秋
中
期
以
降
K
始
ま
り
後
者
は
そ
れ
よ

b
も
や
や
遅
れ
る
⑬
。
国
語
で
は
、
さ
き

K
見
た
よ
う

K
三
万
人
の
士

H
戦
士
で
桓
公
が
周
の
天
子
を
た
す
け
天
下
の
覇
者
と
在
る

K
足
る
と

し
て
い
る
が
、
そ
と
で
は
農
が
軍
兵
た
る
と
と
は
期
待
さ
れ
て
い
ま
い

と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
の
よ
う

K
見
て
く
る
と
、
国
語
K
見
え
る
血
震
は

自
ら
軍
需
品
〈
H
軍
賦
)
だ
け
を
負
担
す
る
と
い
う
と
と

K
左
る
0

と

う
し
た
負
担
が
家
対
象
K
か
け
ら
れ
て
い
る
以
上
そ
の
家
は
経
済
的
自

立
性
を
も
っ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
参
国
の
際
の
家
と
伍
都
の
際
の
家
と

は
当
然
同
じ
人
的
構
成
を
も
っ
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
国

語
K
見
え
る
家
は
す
べ
て
経
済
的
自
立
性
を
も
っ
と
い
う
と
と
忙
を
る
。

(
ま
争
、
管
子
の
場
合
、
部
の
農
は
軍
需
品
を
負
担
し
、
か
っ
軍
兵
と

ま
る
と
い
う
と
と

K
在
る
0

)

き
て
、
最
初
K
引
い
た
国
語
の
記
事
は
士
K
つ
い
て
父
子
と
(
子
で
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家
と
家
人
（
越
智
）

あ
る
）
兄
弟
と
の
結
び
つ
き
の
強
化
を
図
り
、
孝
・
悌
を
鼓
吹
し
て
い

る
。
こ
の
点
は
国
の
商
、
工
、
鄙
の
農
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ

れ
は
（
斉
の
桓
公
の
名
に
導
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
）
支
配
権
力
が
父

子
集
団
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
時
に
支
配
権
力
は
壮
年
の
夫
婦
を
中
心

と
す
る
家
を
軍
事
面
、
経
済
面
に
澄
け
る
把
握
の
単
位
と
し
ょ
う
と
じ

て
い
る
Q
こ
れ
は
結
局
支
配
権
力
が
民
心
安
定
を
図
る
べ
く
父
子
集
団

を
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
な
か

の
壮
年
の
男
子
を
直
接
把
握
の
対
象
と
し
た
た
め
、
そ
の
一
環
と
し
て

壮
年
の
夫
婦
の
家
を
中
心
と
す
る
経
済
生
活
が
出
現
し
、
父
子
間
の
経

済
生
活
も
そ
の
わ
く
の
な
か
で
考
察
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
、
と
し
て

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
繰
り
返
し
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
単
に
軍
事
負
担
の
単
位
と
な

る
も
の
、
あ
る
い
は
単
に
税
負
担
の
単
位
と
な
る
も
の
、
ま
た
は
単
に

支
配
権
力
に
よ
る
民
衆
相
互
監
察
の
単
位
と
な
る
も
の
、
と
い
っ
た
こ

と
で
あ
れ
ば
、
壮
年
の
男
子
が
そ
の
対
象
と
な
り
、
そ
こ
に
同
時
に
父

子
集
団
が
強
力
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
右
の
壮
年
の
夫
婦
の
家
は
全
民
衆
を
そ
れ
で
割
り
切
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
全
日
常
生
活
の
単
位
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
の
存
在
は
同
時
に
父
子
集
団
が
強

力
に
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
の
際
、
老
父
母
は
壮
年
の
子
の
う
ち
、
一
人
の
と
こ
ろ
に
入
っ
て
住

み
、
自
動
的
に
そ
の
経
済
生
活
の
内
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
を
近
代
的
な
意
味
に
幸
い
て
一
人
の
子
と
だ
け
共
財
、
他
め
子
と

は
異
財
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
わ
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
無
理
で
あ

る
。
要
す
る
に
こ
の
点
は
中
国
の
「
イ
エ
」
の
歴
史
の
一
章
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
近
代
的
な
家
の
あ
り
か
た
で
は
律
し
切
れ
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
家
の
あ
り
か
た
が
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
た
の
は
戦
国
時

代
の
孟
子
に
見
え
る
家
で
あ
る
。
孟
子
は
君
主
の
富
国
強
兵
策
を
に
な

う
も
の
と
し
て
井
田
制
の
創
設
普
及
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

そ
こ
に
澄
け
る
農
民
の
あ
り
か
た
、
家
の
様
態
は
戦
国
諸
侯
の
も
と
に

あ
る
農
民
の
あ
り
か
た
、
家
の
様
態
を
か
な
り
正
確
に
投
影
し
て
い
る
　
輌

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
⑬
o
こ
こ
で
孟
子
の
説
く
井
田
農
民
の
家
の
あ
り
　
嶋

か
た
を
物
語
る
史
料
若
干
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
孟
子
尽
心
上
に
、

　
　
孟
子
日
、
…
吾
聞
西
伯
善
養
老
者
。
天
下
有
善
養
老
、
則
仁
人
以

　
　
為
事
帰
　
〇
五
畝
之
宅
、
宝
算
下
以
桑
、
匹
婦
蚕
之
、
則
老
者
足

　
　
以
衣
吊
　
〇
五
玉
難
二
母
痴
、
無
失
其
時
、
老
者
足
押
無
失
肉
　
o

　
　
百
畝
之
田
、
匹
夫
耕
之
、
八
口
之
家
、
可
芸
無
飢
　
。
　
所
謂
西

　
　
伯
善
養
老
者
、
制
其
田
里
、
教
之
樹
畜
、
導
其
妻
子
、
使
養
其
老
。

　
　
（
下
略
）

と
あ
り
（
以
下
、
第
　
の
記
事
と
い
う
）
、
孟
子
縢
．
文
尊
上
に
、

　
　
孟
子
日
、
…
余
夫
二
十
五
畝
。
…
方
里
而
井
、
井
九
百
畝
。
其
中

　
　
為
公
田
。
八
家
皆
私
百
畝
。
同
養
公
田
。
公
事
畢
、
読
後
敢
治
私

♂

家
と
家
人
(
越
智
)

あ
る
〉
兄
弟
と
の
結
び
つ
き
の
強
化
を
図

b
、
孝
・
悌
を
鼓
吹
し
て
い

る
。
と
の
点
は
国
の
商
、
工
、
都
の
農

K
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と

れ
は
(
斉
の
桓
公
の
名

K
-砕
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
)
支
配
権
力
が
父

子
集
団
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
す

で
K
見
た
よ
う

K
、
そ
れ
と
同
時

K
支
配
権
力
は
壮
年
の
夫
婦
を
中
心

と
す
る
家
を
軍
事
面
、
経
済
面
忙
な
け
る
把
握
の
単
位
と
し
よ
う
と
じ

て
い
る
。
と
れ
は
結
局
支
配
権
力
が
民
心
安
定
を
図
る
べ
く
父
子
集
団

を
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
忙
そ
の
ま
か

の
壮
年
の
男
子
を
直
接
把
握
の
対
象
と
し
た
た
め
、
そ
の
一
環
と
し
て

壮
年
の
夫
婦
の
家
を
中
心
と
す
る
経
済
生
活
が
出
現
し
、
父
子
聞
の
経

済
生
活
も
そ
の
わ
く
の
左
か
で
考
察
す
べ
き
も
の
と
在
っ
た
、
と
し
て

理
解
す
べ
き
で
あ
る
う
。

繰
り
返
し
て
述
べ
る
と
と

K
ま
る
が
、
単

K
軍
事
負
担
の
単
位
と
な

る
も
の
、
あ
る
い
は
単

K
税
負
担
の
単
位
と
在
る
も
の
、
ま
た
は
単

K

支
配
権
力

K
よ
る
民
衆
相
互
監
察
の
単
位
と
ま
る
も
の
、
と
い
っ
た
こ

と
で
あ
れ
ば
、
壮
年
の
男
子
が
そ
の
対
象
と
在
夕
、
そ
こ

K
同
時

K
父

子
集
団
が
強
力

K
存
在
す
る
と
い
っ
た
と
と
も
不
可
能
で
は
ま
か
ろ
う
。

し
か
し
、
右
の
壮
年
の
夫
婦
の
家
は
全
民
衆
を
そ
れ
で
割
り
切
っ
て
し

古
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

K
全
日
常
生
活
の
単
位
と
左
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
の
存
在
は
同
時

K
父
子
集
団
が
強

力

K
存
在
す
る
と
と
を
否
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
際
、
老
父
母
は
壮
年
の
子
の
う
中
只

一
人
の
左
と
ろ

K
入
っ
て
住

み
、
自
動
的

K
そ
の
経
済
生
活
の
内

K
入
っ
て
い
る
と
と
に
在
る
が
、

そ
れ
を
近
代
的
在
意
味

k
h
v
い
て
一
人
の
子
と
だ
け
共
財
、
他
の
子
と

は
異
財
で
あ
る
と
い
う
よ
う

K
わ
h
y
切
っ
て
し
ま
う
と
と
は
無
理
で
あ

る
。
要
す
る

K
と
の
点
は
中
国
の
「
イ
エ
」
の
歴
史
の
一
駒
で
あ

b
、

そ
れ
だ
け

K
近
代
的
在
家
の
あ
h
y
か
た
で
は
律
し
切
れ
な
い
も
の
ま
の

で
あ
る
。

右
の
よ
う
ま
家
の
あ
り
か
た
が
さ
ら

K
明
確

K
左
っ
た
の
は
戦
国
時

代
の
孟
子
忙
見
え
る
家
で
あ
る
。
孟
子
は
君
主
の
富
国
強
兵
策
を
忙
左

う
も
の
と
し
て
井
田
制
の
創
設
普
及
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

K

そ
と

K
-砕
け
る
農
民
の
あ
h
y
か
た
、
家
の
様
態
は
戦
国
諸
侯
の
も
と

K

あ
る
農
民
の
あ
り
か
た
、
家
の
様
態
を
か
左
・
9
正
確

K
投
影
し
て
い
る

と
と
が
予
測
さ
れ
る
⑬
。
と
と
で
孟
子
の
説
く
井
田
農
民
の
家
の
あ
り

か
た
を
物
語
る
史
料
若
干
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
孟
子
尽
心
上

K
、

孟
子
目
、
:
・
吾
関
西
伯
善
養
老
者
。
天
下
有
善
養
老
、
則
仁
人
以

為
己
帰
失
。
五
畝
之
宅
、
樹
精
下
以
桑
、
匹
婦
蚕
之
、
則
老
者
足

以
衣
吊
会
。
五
母
難
二
母
晶
、
無
失
其
時
、
老
者
足
以
無
失
肉
奏
。

百
畝
之
回
、
匹
夫
耕
之
、
八
日
之
家
、
可
以
無
飢
失
。
所
謂
西

伯
善
養
老
者
、
制
其
田
里
、
教
之
樹
畜
、
導
其
妻
子
、
使
養
其
老
。

(
下
略
)

と
あ
り
(
以
下
、
第
一
の
記
事
と
い
う
)
、
孟
子
勝
文
公
上

K
、

孟
子
日
、
・
:
余
夫
二
十
五
畝
0

・
:
方
星
而
井
、
井
九
百
畝
。
其
中

為
公
団
。
八
家
皆
私
百
畝
。
同
養
公
田
。
公
事
畢
、
然
後
敢
治
私

一72-



　
　
事
。

と
あ
b
ノ
（
以
下
、
第
二
の
記
事
と
い
う
）
、
孟
子
梁
十
王
上
に
、

　
　
五
畜
之
宅
、
樹
之
以
桑
、
五
十
者
、
可
寒
卵
吊
　
。
諾
意
狗
飽
之

　
　
畜
、
無
失
其
時
、
七
十
者
、
可
以
食
肉
　
○
百
畝
之
田
、
勿
奪
其

　
　
時
、
止
口
壇
家
、
可
以
無
帽
　
o

と
あ
り
（
以
下
第
三
の
記
事
と
い
う
）
、
ま
た
、

　
　
孟
子
対
日
、
：
王
如
施
仁
政
於
民
、
省
刑
罰
、
薄
税
敏
、
深
耕
易
褥
、

　
　
壮
者
以
暇
日
修
其
孝
悌
忠
信
、
入
以
事
其
父
兄
、
出
面
事
其
長
上
、

　
　
轟
轟
感
恩
以
丁
丁
楚
之
堅
甲
利
兵
　
○

と
あ
る
（
以
下
、
第
四
の
記
事
と
い
う
）
。
第
一
の
記
事
は
、
般
末
に

画
け
る
（
の
ち
の
周
の
）
文
王
の
治
下
の
岐
の
土
地
制
度
と
農
民
と
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
孟
子
の
い
う
井
田
制
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
孟
子
は
そ
の
井
田
制
を
権
威
づ
け
る
た

め
に
、
文
王
治
下
の
土
地
制
度
と
農
民
像
と
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
れ
を

そ
の
井
田
制
の
モ
デ
ル
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
⑭
。
そ
こ
で
は
一
人
の

壮
年
の
男
子
が
田
百
畝
を
耕
作
し
、
そ
の
妻
が
養
蚕
に
つ
と
め
、
両
者

あ
い
ま
っ
て
経
済
的
自
立
生
活
を
営
む
単
位
を
つ
く
っ
て
い
る
。
か
く

て
そ
の
家
は
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
が
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
老
父
母
や
未
成
年
の
子
（
と
き
と
し
て
は
未
成
年
の
弟
）
が
含

ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
五
畝
の
宅
地
は
一
婦
が
養
蚕
を
行
う

た
め
の
桑
を
う
え
る
の
に
適
当
な
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
第
二
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

　
家
と
家
人
（
越
智
）

こ
れ
は
孟
子
が
”
縢
．
の
文
公
の
問
に
答
え
、
そ
の
井
田
制
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
の
｝
部
で
あ
る
が
、
か
く
て
そ
の
余
夫
は
旧
来
説
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
田
百
畝
を
受
け
る
に
至
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
労
働
力
を

も
つ
未
成
年
者
（
子
ま
た
は
弟
）
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第

三
の
記
事
も
亦
孟
子
が
そ
の
井
田
制
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

か
く
て
そ
の
五
畝
の
宅
は
自
ら
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
が
中
心
と
な
る
家

の
宅
地
面
積
と
な
ろ
う
。
な
澄
、
第
三
の
記
事
の
趙
岐
（
後
漢
時
代
の

人
）
の
注
に
、

　
　
一
夫
一
婦
、
耕
褥
百
畝
。
百
畝
之
田
、
不
可
以
樒
役
奪
其
時
功
、

　
　
則
家
給
人
足
○
　
（
下
略
）

と
あ
る
○
こ
れ
は
孟
子
の
井
田
農
民
の
家
が
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
　
軸

心
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
あ
よ
う
覧
て
く
る
と
こ
れ
は
招

よ
く
孟
子
の
意
を
解
い
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
際
孟
子
の

井
田
制
は
常
に
一
人
の
壮
年
の
子
し
か
い
な
い
と
い
う
前
提
を
も
つ
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
し
か
し
第
二
の
記
事
に
見
え

る
余
夫
（
子
）
が
将
来
壮
年
と
な
り
、
い
ま
ま
で
の
壮
年
の
子
と
な
ら

び
存
す
る
こ
と
も
十
分
予
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
孟
子
は
井
田
農
民
に

つ
い
て
父
に
複
数
の
壮
年
の
子
が
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
予
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
の
記
事
は
そ
れ
が
事
実
な
る
べ
き
を
証
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
は
老
父
母
と
家
を
異
に
し
（
｝
応
）
経

済
生
活
を
異
に
す
る
壮
年
の
夫
婦
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

第
四
の
記
事
に
、
「
入
重
事
其
父
兄
」
と
あ
る
が
、
こ
の
入
が
必
ら
ず

事。

と
あ
り
(
以
下
、
第
二
の
記
事
と
い
う
)
、
孟
子
梁
恵
王
上

K
、

五
畝
之
宅
、
樹
之
以
桑
、
五
十
者
、
可
以
衣
島
会
o
難
豚
狗
歳
之

畜
、
無
失
其
時
、
七
十
者
、
可
以
食
肉
失
。
百
畝
之
田
、
勿
奪
其

時
、
数
日
之
家
、
可
以
無
飢
失
。

と
あ
り
(
以
下
第
三
の
記
事
と
い
う
)
、
ま
た
、

孟
子
対
日
、
:
王
知
施
仁
政
於
民
、
省
刑
罰
、
薄
税
飲
、
深
耕
易
解
、

壮
者
以
暇
日
修
其
孝
悌
忠
信
、
入
以
事
其
父
兄
、
出
以
事
其
長
上
、

可
使
制
挺
以
撞
秦
楚
之
堅
甲
利
兵
会
。

と
あ
る
(
以
下
、
第
四
の
記
事
と
い
う
)
。
第
一
の
記
事
は
、
殿
末
忙

な
け
る
(
の
ち
の
周
の
)
文
王
の
治
下
の
岐
の
土
地
制
度
と
農
民
と

K

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

b
、
直
接
孟
子
の
い
う
井
田
制

K
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
は
ま
い
。
し
か
し
孟
子
は
そ
の
井
田
制
を
権
威
，
つ
け
る
た

め
K
、
文
王
治
下
の
土
地
制
度
と
農
民
像
と
を
つ
く
h
y
あ
げ
、
そ
れ
を

そ
の
井
田
制
の
モ
デ
ル
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
⑬
。
そ
と
で
は
一
人
の

壮
年
の
男
子
が
田
百
畝
を
耕
作
し
、
そ
の
妻
が
養
蚕

K
つ
と
め
、
両
者

あ
い
ま
っ
て
経
済
的
自
立
生
活
を
営
む
単
位
を
つ
ぐ
っ
て
い
る
。
か
く

て
そ
の
家
は
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
が
中
心
と
ま
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ

と
K
は
老
父
母
や
未
成
年
の
子
(
と
き
と
し
て
は
未
成
年
の
弟
)
が
含

ま
れ
る
と
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
五
畝
の
宅
地
は
一
婦
が
養
蚕
を
行
う

た
め
の
桑
を
う
え
る
の
忙
適
当
ま
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と

K
な

る
0

と
う
し
た
と
と
を
知
っ
た
う
え
で
第
二
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

家
と
家
人
(
越
智
〉

と
れ
は
孟
子
が
勝
の
文
公
の
問

K
答
え
、
そ
の
井
田
制
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
の
一
部
で
あ
る
が
、
か
く
て
そ
の
余
夫
は
旧
来
説
か
れ
て
い
る

よ
う

K
、
田
百
畝
を
受
け
る

K
至
ら
ま
い
が
、
あ
る
程
度
の
労
働
力
を

も
っ
未
成
年
者
(
子
ま
た
は
弟
)
を
指
す
と
い
う
と
と
忙
在
ろ
う
。
第

三
の
記
事
も
亦
孟
子
が
そ
の
井
田
制

K
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

か
く
て
そ
の
五
畝
の
宅
は
自
ら
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
が
中
心
と
な
る
家

の
宅
地
面
積
と
左
ろ
う
。
左
台
、
第
三
の
記
事
の
趨
岐
(
後
漢
時
代
の

人
)
の
注
K、

一
夫
一
婦
、
耕
輔
榊
百
畝
。
百
畝
之
回
、
不
可
以
得
役
奪
其
時
功
、

則
家
給
人
足
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
と
れ
は
孟
子
の
井
田
農
民
の
家
が
一
組
の
壮
年
の
夫
婦
を
中
一円

九
V

心
と
す
る
と
と
を
示
し
て
い
る
が
、
と
の
よ
う
忙
見
て
く
る
と
こ
れ
は
イ

よ
く
孟
子
の
意
を
解
い
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
o
さ
て
、
と
の
際
孟
子
の

井
田
制
は
常

K
一
人
の
壮
年
の
子
し
か
い
ま
い
と
い
う
前
提
を
も
つ
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
o
し
か
し
第
二
の
記
事

K
見
え

る
余
夫
(
子
)
が
将
来
壮
年
と
左
り
、
い
ま
ま
で
の
壮
年
の
子
と
ま
ら

び
存
す
る
と
と
も
十
分
予
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
孟
子
は
井
田
農
民

K

つ
い
て
父

K
複
数
の
壮
年
の
子
が
い
る
ζ

と
を
想
定
し
て
い
た
と
予
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
の
記
事
は
そ
れ
が
事
実
在
る
べ
き
を
証
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
と

K
は
老
父
母
と
家
を
異
忙
し
(
一
応
)
経

済
生
活
を
異
K
す
る
壮
年
の
夫
婦
が
い
た
と
い
う
と
と
忙
在
る
。
左
軒
、

第
四
の
記
事

K
、
「
入
以
事
其
父
兄
」
と
あ
る
が
、
と
の
入
が
必
ら
ず



家
と
家
人
（
越
智
）

し
も
「
同
居
（
共
財
の
意
味
）
」
を
意
味
七
な
い
の
は
ハ
守
屋
美
都
雄

氏
が
墨
子
な
ど
を
引
い
て
論
証
↓
て
澄
ら
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
⑰
。

　
つ
ぎ
に
、
父
子
、
　
（
子
で
あ
る
）
兄
弟
の
結
び
つ
き
で
あ
る
が
、
孟

子
梁
恵
湖
上
に
、
第
三
の
記
事
に
続
い
て
、

　
　
謹
摩
序
之
教
、
申
之
三
孝
悌
之
義
、
頒
白
者
不
負
載
於
道
路
　
。

　
　
七
十
者
、
衣
畠
食
肉
、
黎
民
不
痩
型
寒
（
然
而
不
王
者
、
未
之
有

　
　
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
と
第
四
の
記
事
と
を
あ
わ
せ
見
る
と
、
家
を
共
に
す
る

と
否
と
に
関
係
な
く
孝
、
悌
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
○

こ
こ
で
孟
子
離
婁
下
を
見
る
と
、
．

　
　
孟
子
日
、
世
俗
所
謂
不
孝
者
五
。
惰
其
四
支
、
不
予
父
母
之
養
、

　
　
一
山
孝
也
。
博
変
好
飲
酒
、
不
顧
父
母
之
養
、
二
不
孝
也
○
好
貨

　
　
財
、
私
妻
子
、
不
顧
父
母
之
養
、
三
不
孝
也
。
従
耳
目
之
欲
、
以

　
　
為
父
母
裁
、
四
不
孝
也
。
好
勇
草
根
、
以
危
父
母
、
五
部
孝
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
父
母
へ
の
孝
に
澄
い
て
、
　
（
精
神
的
な
も
の
以
外
に
）

経
済
的
な
も
の
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
こ
の

際
、
家
を
同
じ
く
す
る
こ
と
と
別
に
す
る
こ
と
と
の
区
別
を
考
え
る
必

要
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
孟
子
に
あ
っ
て
は
、
老
父
母
と
｝
子
（

恐
ら
ぐ
長
子
）
と
が
住
居
を
共
に
し
て
一
つ
の
家
を
構
成
す
る
が
、
・
そ

こ
に
夢
け
る
そ
の
子
の
孝
養
は
基
本
的
に
す
べ
て
均
質
的
な
る
べ
く
、

ま
た
そ
こ
に
精
神
的
な
も
の
と
な
ら
ん
で
経
済
的
奉
養
の
存
す
べ
き
が

想
定
さ
れ
る
。
　
（
そ
こ
で
は
図
式
的
に
い
う
と
、
老
父
の
主
た
る
財
産

《
私
有
田
）
が
壮
年
の
子
た
ち
に
均
等
分
割
さ
れ
て
診
り
、
　
マ
方
そ
の

子
た
ち
が
均
質
的
に
老
父
を
養
っ
て
い
る
と
い
っ
た
基
本
の
形
が
想
定

さ
れ
る
。
こ
の
際
養
老
分
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
o
y

　
こ
こ
で
孟
子
に
見
え
る
室
の
う
ち
若
干
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
よ

う
。
孟
子
万
章
上
に
、

　
　
万
章
問
日
、
詩
業
、
黒
部
如
之
何
。
必
告
父
母
ゆ
信
里
言
也
、
宜
莫

　
　
如
舜
。
舜
之
不
告
而
嬰
、
何
也
。
孟
子
日
、
四
則
不
得
嬰
○
男
女

　
　
居
室
、
人
之
大
倫
也
。
如
告
、
則
喜
入
之
大
倫
、
羅
宇
心
父
母
。
是

　
　
以
不
告
也
。

と
あ
る
が
、
こ
の
室
は
壮
年
の
夫
婦
で
あ
る
男
女
が
住
む
住
居
を
意
味

す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
男
女
が
壮
年
の
夫
婦
を
示
す
他

の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
塩
争
論
執
務
に
、
身
辺
の
難
役
に
つ
い
て
、

　
　
賢
良
目
、
…
若
鉄
則
軍
役
極
遠
、
…
渉
胡
馬
之
域
。
土
筆
往
而
来

　
　
歳
旋
。
父
母
延
暦
而
西
望
、
男
女
怨
鵬
而
相
思
ρ
（
下
略
）
・

と
あ
る
。
後
引
の
単
記
昏
義
の
男
女
も
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
．
た
、
室
が
男
女
（
壮
年
の
夫
婦
）
の
住
居
を
指
す
こ
と
に
つ
い

て
い
え
ば
、
孟
子
離
妻
下
に
、

　
　
斉
人
有
「
妻
｝
妾
而
処
柔
々
○
　
（
下
略
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
孟
子
告
子
下
に
、

　
　
白
豆
日
、
吾
欲
二
十
聞
取
｝
。
船
酔
。
孟
子
日
、
子
之
道
、
気
道

　
　
也
O
皇
室
軍
国
、
　
一
人
陶
則
醇
乎
O
日
、
不
可
O
器
不
足
用
也
O

　　一鱒

家
と
家
人
〈
越
智
)

し
も
「
同
居
(
共
財
の
意
味
)
」
を
意
味
し
左
い
の
は
、
守
屋
美
都
雄

氏
が
墨
子
な
ど
を
引
い
て
論
証
し
て
金
ら
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
⑪
。

つ
ぎ

K
、
父
子
、
(
子
で
あ
る
)
兄
弟
の
結
び
つ
き
で
あ
る
が
、
孟

子
梁
恵
王
上

K
、
第
三
の
記
事

K
続
い
て
、

謹
厚
序
之
教
、
申
之
以
孝
悌
之
義
、
頒
白
者
不
負
載
於
道
路
実
。

七
十
者
、
衣
白
巾
食
肉
、
禦
民
不
飢
不
寒
、
然
而
不
王
者
、
未
之
有

也
。

と
あ
る
。
と
れ
と
第
四
の
記
事
と
を
あ
わ
せ
見
る
と
、
家
を
共

K
す
る

と
否
と

K
関
係
な
く
孝
、
悌
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。

と
こ
で
孟
子
離
婁
下
を
見
る
と
、

孟
子
日
、
世
俗
所
謂
不
孝
者
五
。
惰
其
四
支
、
不
顧
父
母
之
養
、

一
不
孝
也
。
博
実
好
飲
酒
、
不
顧
父
母
之
養
、
二
不
孝
也
。
好
貨

財
、
私
妻
子
、
不
顧
父
母
之
養
、
三
不
孝
也
。
従
耳
目
之
欲
、
以

為
父
母
裁
、
四
不
孝
也
。
好
勇
斗
復
、
以
危
父
母
、
五
不
孝
也
。

と
あ
る
。
と
れ
は
父
母
へ
の
孝
忙
な
い
て
、
(
精
神
的
左
も
の
以
外
K
)

経
済
的
な
も
の
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
る

K
足
る
。
と
の

際
、
家
を
同
じ
く
す
る
と
と
と
別

K
す
る
と
と
と
の
区
別
を
考
え
る
必

要
は
左
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
孟
子
忙
あ
っ
て
は
、
老
父
母
と
一
子
(

延
ら
〈
長
子
)
と
が
住
居
を
共

K
し
て
一
つ
の
家
を
構
成
す
る
が
、
そ

と
k

b
け
る
そ
の
子
の
孝
養
は
基
本
的
K
す
べ
て
均
質
的
ま
る
べ
く
、

ま
た
そ
こ

K
精
神
的
ま
も
の
と
左
ら
ん
で
経
済
的
奉
養
の
存
す
べ
き
が

想
定
さ
れ
る
0

(

そ
と
で
は
図
式
的
K
い
う
と
、
老
父
の
主
た
る
財
産

《
私
有
田
》
が
壮
年
の
子
た
ち

K
均
等
分
割
さ
れ
て
b
夕
、
一
方
そ
の

子
た
ち
が
均
質
的

K
老
父
を
養
っ
て
い
る
と
い
っ
た
基
本
の
形
が
想
定

さ
れ
る
。
と
の
際
養
老
分
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
)

ζ

と
で
孟
ヱ
T
K
見
え
る
室
の
う
ち
若
干
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
よ

う
。
孟
子
万
章
上

K
、

万
章
間
目
、
詩
云
、
妻
妻
如
之
何
。
必
告
父
母
。
信
斯
言
也
、
宜
莫

如
舜
。
舜
之
不
告
而
妻
、
何
也
。
孟
子
目
、
告
則
不
得
妻
。
男
女

居
室
、
人
之
大
倫
也
。
如
告
、
則
廃
人
之
大
倫
、
以
村
べ
ぬ
父
母
。
是

以
不
告
也
。

と
あ
る
が
、
と
の
室
は
壮
年
の
夫
婦
で
あ
る
男
女
が
住
む
住
居
を
意
味

す
る
と
解
す
る
と
と
が
で
き
る
。
い
ま
男
女
が
壮
年
の
夫
婦
を
示
す
他

の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
塩
鉄
論
執
務

K
、
成
辺
の
得
役
K
つ
い
て
、

賢
良
目
、
・
:
若
今
則
徳
役
極
遠
、
:
・
渉
胡
越
之
域
。
今
葱
往
而
来

歳
旋
。
父
母
延
頚
市
西
望
、
男
女
怨
噴
而
相
思
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
後
引
の
礼
記
昏
義
の
男
女
も
そ
れ

K
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

う
。
ま
た
、
室
が
男
女
(
壮
年
の
夫
婦
)
の
住
居
を
指
す
こ
と

K
つ
い

て
い
え
ば
、
孟
子
離
妻
下

K
、

斉
人
有
一
妻
一
妾
而
処
室
者
。
(
下
略
)

と
あ
る
が
、

ζ

れ
も
基
本
的
K
は
そ
れ

K
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と

と
ろ
で
、
孟
子
告
子
下

K
、

白
圭
目
、
吾
欲
二
十
而
取
一

o
何
如
o
孟
子
目
、
子
之
道
、
絡
道

也
。
万
室
之
国
、
一
人
陶
則
可
乎
。
目
、
不
可
。
器
不
足
用
也
。

一74-



と
あ
る
。
そ
の
室
は
田
道
に
つ
い
て
二
十
に
し
て
一
を
と
る
こ
と
の
可

否
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
出
て
き
て
い
る
だ
け
に
、
課
税
対
象
と
な
る
も

の
で
あ
る
○
孟
子
の
課
税
対
象
と
な
る
も
の
は
明
か
に
壮
年
の
夫
婦
を

中
心
と
す
る
家
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
の
室
は
自
ら
「
一
組
の
壮
年
の

夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
孟
子
が
政
治
体
制
に

関
し
そ
う
し
た
家
H
室
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
聚
落
に

つ
い
て
も
ぞ
う
し
た
家
H
室
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
を
示
唆
す
る
。

　
な
澄
、
万
章
上
の
室
は
壮
年
の
夫
婦
の
子
を
含
む
こ
と
は
あ
っ
て
も

老
父
母
を
含
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
一
方
告
子
下
の
室
に
は
現
実
に

老
父
母
を
含
む
こ
と
が
生
じ
よ
う
。
そ
こ
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
、
後
者
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
政
治
体
制
の
場
に
削
げ
る
も
の
で
あ

る
だ
け
に
、
室
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
壮
年
の
夫
婦
だ
け
が
問
題
と
な

る
べ
く
、
老
父
母
は
い
わ
ば
附
属
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か

ら
い
う
と
両
者
は
一
方
が
積
極
的
に
老
父
母
を
排
し
他
方
が
や
や
消
極

的
な
が
ら
も
老
父
母
を
含
む
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
壮
年
の

夫
婦
が
室
を
つ
く
る
と
い
う
本
質
に
あ
っ
て
は
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
よ

う
。　

な
澄
、
孟
子
膝
丈
塗
下
に
、

　
　
（
前
略
）
　
（
孟
子
）
日
、
　
（
陳
）
仲
子
斉
之
世
家
也
。
兄
戴
蓋
禄

　
　
万
鍾
。
以
兄
之
言
為
不
義
重
禄
、
而
不
食
倒
○
以
兄
之
室
為
不
義

　
　
之
室
、
而
不
予
也
。
辟
兄
離
母
、
処
於
於
陵
、
他
日
帰
、
則
有
饅

　
　
其
兄
生
別
者
。
…
以
母
型
不
食
。
母
野
則
食
之
○
以
難
読
室
則
弗

　
家
と
家
人
（
越
智
）

　
　
居
、
以
於
陵
則
居
之
。
…
若
仲
子
者
、
矧
而
後
充
其
操
者
也
。

と
あ
る
。
趙
岐
の
注
に
、
　
「
孟
子
言
、
仲
子
斉
之
世
卿
大
夫
之
家
。
兄

名
戴
。
拝
借
卿
。
食
詰
於
蓋
、
禄
万
謝
○
」
と
あ
り
、
陳
氏
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
が
、
陳
仲
子
は
夫
婦
で
共
稼
ぎ
し
、
そ
の
自
製
の
物
品
を

交
易
し
て
か
ろ
う
じ
て
生
活
し
て
い
た
。
右
は
恐
ら
く
父
子
集
団
に
お

い
て
父
死
亡
後
置
が
生
活
力
の
な
い
弟
を
庇
護
す
べ
き
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
孟
子
が
そ
の
井
田
制
に

訟
い
て
壮
年
の
男
子
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
の
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
右
の
室
は
さ
き
の
二
つ
の
室
と
は
違
う

も
の
で
あ
る
。
）

　
こ
こ
で
前
置
の
里
子
問
に
、
　
「
余
子
、
父
母
存
、
不
養
而
出
離
者
、

幾
何
人
。
」
と
あ
る
の
を
も
う
｝
度
考
え
て
み
よ
う
。
余
子
と
は
旧
来

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
第
二
子
以
下
の
こ
と
で
あ
ろ
う
○
ま
た
養
と

あ
る
の
は
、
も
は
や
父
母
が
老
い
て
働
き
え
な
い
の
を
示
唆
す
る
。
こ

れ
は
兄
弟
集
団
制
崩
壊
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
父
子
共
財
で
な
い
場

合
の
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
問
は
全
体
的
に
見
て
兄
弟
集
団
制
の
崩

壊
を
否
定
し
、
そ
れ
を
も
と
に
返
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
余
子
が
父
母
を
養
わ
な
い
と
い
う
形

で
出
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ

考
え
る
と
、
諸
侯
側
の
意
図
と
し
て
父
と
次
子
以
下
と
の
異
財
が
推
進

さ
れ
た
亡
と
と
相
応
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
論
を
進
め
よ
う
。
．
（
父
母
と
）
窯
印
の
子
は
、
前
陣
の
国
語
（
、
管
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と
あ
る
。
そ
の
室
は
回
税
忙
つ
い
て
二
十

K
し
て
一
を
と
る
と
と
の
可

否
を
論
ず
る
と
と
ろ

K
出
て
き
て
い
る
だ
け

K
、
課
税
対
象
と
ま
る
も

の
で
あ
る
。
孟
子
の
課
税
対
象
と
ま
る
も
の
は
明
か

K
壮
年
の
夫
婦
を

中
心
と
す
る
家
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
の
室
は
自
ら
「
一
組
の
壮
年
の

夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
」
と
い
う
ζ

と

K
ま
る
。
孟
子
が
政
治
体
制

K

関
し
そ
う
し
た
家
H
室
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
と
は
、
同
時

K
緊
落

K

つ
い
て
も
そ
う
し
た
家

H
室
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
を
示
唆
す
る
。

ま
台
、
万
章
上
の
室
は
壮
年
の
夫
婦
の
子
を
含
む
こ
と
は
あ
っ
て
も

老
父
母
を
含
む
と
と
は
あ
り
え
な
い
。
一
方
告
子
下
の
室

K
は
現
実

K

老
父
母
を
含
む
と
と
が
生
じ
よ
う
。
そ
と

K
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
、
後
者
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
政
治
体
制
の
場
忙
な
け
る
も
の
で
あ

る
だ
け

K
、
室

K
つ
い
て
基
本
的
K
は
壮
年
の
夫
婦
だ
け
が
問
題
と
‘
な

る
べ
く
、
老
父
母
は
い
わ
ば
附
属
的
ま
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か

ら
い
う
と
両
者
は
一
方
が
積
極
的

K
老
父
母
を
排
し
他
方
が
や
や
消
極

的
ま
が
ら
も
老
父
母
を
含
む
と
い
う
違
い
が
あ
る
忙
し
て
も
、
壮
年
の

夫
婦
が
室
を
つ
く
る
と
い
う
本
質

K
あ
っ
て
は
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
よ

O
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ま
な
、
孟
子
勝
文
公
下

K
、

(
前
略
〉
(
孟
子
)
目
、
(
陳
)
仲
子
斉
之
世
家
也
。
兄
戴
蓋
禄

万
鍾
。
以
兄
之
禄
為
不
義
之
禄
、
而
不
食
也
。
以
兄
之
室
為
不
義

之
室
、
而
不
居
也
。
陣
兄
離
母
、
処
於
於
陵
υ

他
日
帰
、
則
有
償

其
兄
生
錦
者
0

・
:
以
母
則
不
食
。
以
妻
則
食
之
。
以
兄
之
室
則
弗

家
と
家
人
(
越
智
)

居
、
以
於
陵
則
居
之
0

・
:
若
仲
子
者
、
矧
市
後
充
其
操
者
也
。

と
あ
る
。
越
岐
の
注

K
、
「
孟
子
言
、
仲
子
斉
之
世
卿
大
夫
之
家
。
兄

名
戴
。
為
斉
卿
。
食
采
於
蓋
、
禄
万
鍾
。
」
と
あ
り
、
陳
氏

K
つ
い
て

述
べ
て
い
る
が
、
陳
仲
子
は
夫
婦
で
共
稼
ぎ
し
、
そ
の
自
製
の
物
品
を

交
易
し
て
か
ろ
う
じ
て
生
活
し
て
い
た
。
右
は
恐
ら
く
父
子
集
団
陀
・
砕

い
て
父
死
亡
後
兄
が
生
活
力
の
左
い
弟
を
庇
護
す
べ
き
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
孟
子
が
そ
の
井
田
制

K

な
い
て
壮
年
の
男
子
そ
れ
ぞ
れ

K
生
活
力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
の
を

否
定
す
る
も
の
で
は
左
い
。
(
右
の
室
は
さ
き
の
二
つ
の
室
と
は
違
う

も
の
で
あ
る
0

)

と
と
で
前
引
の
管
子
問

K
、
「
余
子
、
父
母
存
、
不
養
而
出
離
者
、

幾
何
人
。
」
と
あ
る
の
を
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
余
子
と
は
旧
来

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う

K
第
二
子
以
下
の
と
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
養
と

あ
る
の
は
、
も
は
や
父
母
が
老
い
て
働
き
え
ま
い
の
を
示
唆
す
る
。
と

れ
は
兄
弟
集
団
制
崩
壊
過
程

K
沿
い
て
、
す
で

K
父
子
共
財
で
左
い
場

合
の
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
問
は
全
体
的

K
見
て
兄
弟
集
団
制
の
崩

壊
を
否
定
し
、
そ
れ
を
も
と

K
返
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
左
い
よ

う
で
あ
る
が
、
何
れ
忙
し
で
も
、
余
子
が
父
母
を
養
わ
左
い
と
い
う
形

で
出
離
し
て
い
る
と
い
う
と
と
は
、
い
ま
ま
で
見
た
と
と
ろ
を
あ
わ
せ

考
え
る
と
、
諸
侯
側
の
意
図
と
し
て
父
と
次
子
以
下
と
の
異
財
が
推
進

さ
れ
た
と
と
と
相
応
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

論
を
進
め
よ
う
。
(
父
母
と
)
異
財
の
子
は
、
前
引
の
国
語
(
、
管
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家
と
家
人
（
越
智
）

子
）
や
孟
子
に
見
え
る
意
図
と
は
相
反
し
て
、
往
々
父
母
に
経
済
的
な

面
で
孝
養
を
尽
さ
な
く
な
り
、
同
時
に
父
母
と
精
神
的
つ
な
が
り
を
失

っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
て
は
も
は
や
父
子
集
団
は
存
在
し
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
漢
時
代
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
父
母
と
の
異
心

が
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
漢
書
巻
二
十
八

地
理
志
に
、

　
　
河
内
適
当
O
更
属
干
晋
O
康
叔
心
急
仁
山
、
而
紺
之
化
猶
存
0
故

　
　
俗
剛
強
多
豪
傑
、
侵
奪
薄
恩
礼
、
好
生
分
。

と
あ
り
、
ま
た
、

　
　
頴
川
韓
都
。
士
有
申
子
．
韓
非
。
刻
害
余
烈
、
高
畝
宙
、
好
文
法
○

　
　
臨
画
貧
遊
争
訟
○
頭
分
為
失
。
…
頴
川
好
争
訟
分
異
。
黄
（
覇
）

　
　
・
韓
（
延
寿
）
化
学
篤
厚
。

と
あ
る
。
顔
師
古
の
注
に
「
生
分
、
謂
父
母
在
而
昆
弟
不
同
財
産
○
」

と
あ
る
が
、
三
分
の
本
来
の
意
味
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
右
で
は
そ

う
し
た
生
魚
が
（
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
表
現
を
す
れ
ば
）
父
子
集
団

の
否
定
と
な
る
と
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
生
馬
を
非
難
し
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。
前
漢
時
代
古
く
か
ら
開
け
て
い
た
土
地
に
そ
う
し
た
生
分
が

盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え

た
際
、
戦
国
時
代
諸
侯
が
壮
年
の
夫
婦
の
家
の
普
遍
化
を
推
進
し
た
。

そ
れ
は
恐
ら
く
諸
侯
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
越
え
て
、
父
子
集
団
の
存

在
を
否
定
す
る
ほ
ど
に
進
ん
で
い
っ
た
、
と
い
う
図
式
の
存
在
す
べ
き

を
予
測
さ
せ
よ
う
○

　
と
こ
ろ
で
、
戦
国
時
代
秦
で
は
孝
公
の
と
き
具
象
が
改
革
を
．
行
っ
た

が
、
商
鞍
は
改
革
の
と
き
子
（
た
ち
）
が
壮
年
に
達
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
父
子
で
共
財
の
家
を
構
成
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
父
と

子
の
う
ち
の
だ
れ
か
一
人
が
共
財
の
家
を
構
成
す
る
に
止
め
、
他
の
子

は
す
べ
て
新
た
に
壮
年
の
夫
婦
の
家
を
構
成
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
商
鞍
の
改
革
が
農
民
個
人
を
対
象
に
そ
れ
を

軍
兵
と
す
る
こ
と
を
う
ち
、
出
し
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
共
財
の
家
を

構
成
す
る
父
子
は
、
　
一
般
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
は
老
い
た
る
父
と
壮

年
の
子
（
の
う
ち
の
一
人
）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ

け
に
こ
れ
は
人
的
構
成
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
孟
子
の
説
く
井
田
農
民

と
同
質
の
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
初
質
誼
は
、
秦
で
は
商
鞍
の

改
革
よ
り
あ
と
、
子
が
壮
年
に
達
す
る
と
す
べ
て
父
子
共
財
の
家
か
ら

別
れ
て
（
壮
年
の
夫
婦
の
）
家
を
つ
く
り
、
そ
の
た
め
父
子
す
べ
て
が

別
の
夫
婦
の
家
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
父
子
の
不
和
が

生
じ
た
○
ま
た
、
天
下
を
統
一
し
た
秦
の
下
で
（
老
、
壮
の
別
な
く
）

夫
婦
の
家
が
普
遍
化
し
、
か
っ
そ
う
し
た
家
が
単
位
と
な
っ
て
父
子
兄

弟
間
に
も
精
神
的
経
済
的
分
離
方
向
が
強
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
漢
初
に

及
ん
だ
、
と
し
て
い
る
⑪
o
そ
こ
で
は
老
父
母
は
自
ら
困
窮
す
る
こ
と

に
な
る
。
質
誼
は
こ
う
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
右
の
図
式
が
存
在
し
た
と
い
う
予
測
に
確
実
性
を
与
え
る
と
こ
ろ

が
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
漢
初
父
子
が
す
べ
て
異
財
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
父
子
の
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家
と
家
人
(
越
智
)

子
)
や
孟
子

K
見
え
る
意
図
と
は
相
反
し
て
、
往
々
父
母

K
経
済
的
左

面
で
孝
養
を
尽
さ
左
〈
左
夕
、
同
時

K
父
母
と
精
神
的
つ
左
が
り
を
失

っ
て
い
っ
た
。
そ
こ

K
あ
っ
て
は
も
は
や
父
子
集
団
は
存
在
し
て
い
左

い
こ
と

K
ま
る
。
漢
時
代
モ
う
し
た
と
と
を
ふ
ま
え
て
父
母
と
の
異
財

が
非
難
の
対
象
と
左
る
と
と
が
あ
っ
た
。
と
と
ろ
で
、
漢
書
巻
二
十
八

地
理
志

K、
河
内
殿
虚
。
更
属
子
晋
。
康
叔
之
風
既
敬
、
市
樹
之
化
猶
存
。
故

俗
剛
強
多
豪
傑
、
侵
奪
薄
恩
礼
、
好
生
分
。

と
あ
h
y
、
ま
た
、

頴
川
韓
都
。
士
有
申
子
・
韓
非
。
刻
害
余
烈
、
高
仕
官
、
好
文
法
。

民
以
貧
遊
争
訟
。
生
分
為
失
0

・
:
頴
川
好
争
訟
分
異
。
黄
(
覇
)

・
韓
(
延
寿
)
化
以
篤
厚
。

と
あ
る
。
顔
師
古
の
注

K
「
生
分
、
謂
父
母
在
而
昆
弟
不
同
財
産
。
」

と
あ
る
が
、
生
分
の
本
来
の
意
味
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
右
で
は
そ

う
し
た
生
分
が
(
い
ま
と
h
y
あ
げ
て
い
る
表
現
を
す
れ
ば
)
父
子
集
団

の
否
定
と
在
る
と
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
生
分
を
非
難
し
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。
前
漢
時
代
古
〈
か
ら
開
け
て
い
た
土
地

K
そ
う
し
た
生
分
が

盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
は
、
さ
き
忙
見
た
と
と
ろ
を
あ
わ
せ
考
え

た
際
、
戦
国
時
代
諸
侯
が
壮
年
の
夫
婦
の
家
の
普
遍
化
を
推
進
し
た
。

そ
れ
は
恐
ら
く
諸
侯
の
意
図
す
る
と
と
ろ
を
一
越
え
て
、
父
子
集
団
の
存

在
を
否
定
す
る
ほ
ど

K
進
ん
で
い
っ
た
、
と
い
う
図
式
の
存
在
す
べ
き

を
予
測
さ
せ
よ
う
。

と
と
ろ
で
、
戦
国
時
代
秦
で
は
孝
公
の
と
き
商
映
が
改
革
を
行
っ
た

が
、
商
験
は
改
革
の
と
き
子
(
た
ち
)
が
壮
年
K
達
し
て
い
る

K
も
か

か
わ
ら
ず
父
子
で
共
財
の
家
を
構
成
し
て
い
る
も
の

K
つ
い
て
、
父
と

子
の
う
ち
の
だ
れ
か
一
人
が
共
財
の
家
を
構
成
す
る

K
止
め
、
他
の
子

は
す
べ
て
新
た

K
壮
年
の
夫
婦
の
家
を
構
成
す
べ
き
と
と
を
規
定
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
商
鞍
の
改
革
が
農
民
個
人
を
対
象
K
そ
れ
を

軍
兵
と
す
る
ζ

と
を
う
ち
出
し
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
共
財
の
家
を

構
成
す
る
父
子
は
、
一
般
的
左
あ
り
か
た
と
し
て
は
老
い
た
る
父
と
壮

年
の
子
(
の
う
ち
の
一
人
)
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
う
。
そ
れ
だ

け
K
と
れ
は
人
的
構
成
面

K
限
っ
て
い
え
ば
、
孟
子
の
説
く
井
田
農
民

と
同
質
の
も
の
と
左
る
。
と
と
ろ
で
、
漢
初
買
誼
は
、
秦
で
は
商
鞍
の

改
革
よ
り
あ
と
、
子
が
壮
年

K
達
す
る
と
す
べ
て
父
子
共
財
の
家
か
ら

別
れ
て
(
壮
年
の
夫
婦
の
)
家
を
つ
く
り
、
そ
の
た
め
父
子
す
べ
て
が

別
の
夫
婦
の
家
を
つ
く
る
こ
と

K
ま
う
た
が
、
そ
と

K
父
子
の
不
和
が

生
じ
た
。
ま
た
、
天
下
を
統
一
し
た
秦
の
下
で
(
老
、
壮
の
別
左
〈
)

夫
婦
の
家
が
普
遍
化
し
、
か
っ
そ
う
し
た
家
が
単
位
と
在
っ
て
父
子
兄

弟
関
K
も
精
神
的
経
済
的
分
離
方
向
が
強
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
漢
初
K

及
ん
だ
、
と
し
て
い
る
⑬
。
そ
と
で
は
老
父
母
は
自
ら
困
窮
す
る
と
と

K
在
る
。
買
誼
は
と
う
し
た
と
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
右
の
図
式
が
存
在
し
た
と
い
う
予
測

K
確
実
性
を
与
え
る
と
と
ろ

が
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
漢
初
父
子
が
す
べ
て
異
財
で
あ
っ
て
も
、
そ
と

K
父
子
の

-7fi-



精
神
的
結
び
つ
き
と
子
の
側
の
経
済
的
奉
養
を
と
も
な
う
孝
行
が
（
均

質
的
に
）
行
な
わ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
別
に
忌
む
べ
き
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
そ
こ
に
父
子
集
団
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
漢
書
巻
翌
翌
帝
紀
建
元
元
年
四
月
の
条
に
、

　
　
己
巳
、
詔
日
、
古
之
立
教
、
郷
里
以
歯
、
朝
廷
以
爵
○
扶
図
解
民
、

　
　
莫
善
書
徳
。
然
即
於
郷
里
、
先
替
丈
、
奉
高
年
、
古
之
道
也
。
今

　
　
天
下
孝
子
里
国
、
願
押
隈
聖
運
承
学
生
、
外
進
公
事
、
内
乏
資
財
。

　
　
是
以
孝
心
欠
焉
。
翠
黛
哀
之
。
民
年
九
十
以
上
有
受
鶴
法
。
為
復

　
　
子
若
孫
、
申
得
身
帥
妻
妾
、
遂
菊
供
養
之
事
。

と
あ
る
○
こ
の
詔
の
一
の
部
分
は
、
孟
子
公
孫
丑
下
に
、

　
　
（
孟
子
）
日
、
…
天
下
有
達
尊
三
〇
爵
一
、
歯
一
、
徳
一
〇
朝
廷

　
　
莫
蝉
茸
。
郷
党
莫
早
耳
。
学
政
長
民
、
莫
如
徳
。
悪
得
有
其
一
以
．

　
　
慢
其
二
哉
。

ど
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
右
の
詔
に
見
え
る

父
子
集
団
に
辛
い
て
壮
年
の
夫
婦
の
家
が
経
済
生
活
の
単
位
と
な
る
べ

き
を
馳
せ
し
め
る
っ
さ
て
、
こ
の
詔
は
壮
年
の
子
、
孫
が
外
は
公
事
に

進
め
ら
れ
、
内
は
資
財
に
乏
し
い
の
で
孝
を
尽
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

し
て
、
九
十
才
以
上
の
父
が
い
る
際
そ
の
一
人
の
循
役
を
復
除
し
、
そ

の
も
の
の
妻
妾
を
言
い
て
供
養
を
遂
げ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
子
に
つ
い
て
い
え
ば
、
壮
年
の
子
が
均
質
的
に
父
を
養

う
べ
き
義
務
を
澄
う
。
そ
の
際
の
子
は
夫
婦
が
経
済
生
活
の
単
位
を
な

す
。
ま
た
、
孫
に
つ
い
て
い
え
ば
壮
年
の
孫
が
あ
る
際
そ
の
義
務
は
孫

家
と
家
人
（
越
智
）

に
及
ぶ
Q
そ
の
際
の
孫
は
夫
婦
が
経
済
生
活
の
単
位
を
な
す
、
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
か
ぐ
て
こ
の
詔
は
父
子
集
団
に
論
い
て
壮

年
の
夫
婦
（
の
家
）
が
経
済
生
活
の
単
位
を
な
す
が
、
そ
こ
に
は
子
（

、
孫
）
の
均
質
的
な
精
神
的
経
済
的
奉
幣
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
、
当
時
の
国
家
の
建
て
前
を
自
ら
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

な
澄
、
漢
時
代
の
三
役
制
度
は
（
戸
籍
制
度
上
の
）
戸
1
1
家
を
通
じ
て

で
は
あ
る
が
、
壮
年
男
子
を
均
質
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
の

復
は
そ
う
し
た
樒
役
を
復
除
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
⑪
。

　
な
澄
、
漢
書
巻
十
二
平
帝
紀
元
始
四
年
正
月
の
条
に
、

　
　
三
日
、
蓋
夫
婦
正
、
則
父
子
親
、
入
倫
定
盤
Q
　
（
下
略
）

と
あ
る
○
こ
れ
は
夫
婦
を
基
本
に
し
て
そ
の
う
え
で
父
子
関
係
を
考
え

て
い
る
も
の
で
あ
る
○
そ
の
際
の
夫
婦
は
自
ら
壮
年
の
子
の
夫
婦
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
礼
記
昏
義
に
、

　
　
男
女
有
半
、
而
后
夫
婦
有
義
。
夫
婦
有
義
、
与
野
父
子
有
親
。
父

　
　
子
有
親
、
「
而
后
君
臣
有
正
。
故
昏
礼
者
、
礼
之
野
帳
。

と
あ
る
。
右
は
こ
こ
で
夫
婦
を
基
本
に
し
そ
の
う
え
で
父
子
関
係
を
考

え
る
の
と
相
通
ず
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
）
と
さ
れ
よ

う
が
、
前
漢
末
に
お
い
て
さ
え
も
夫
婦
と
父
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
依

然
こ
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
価
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
⑳
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
時
代
二
十
等
爵
が
存
在
し
た
⑳
。
こ
の
う
ち
の
第
八

級
の
公
乗
以
下
（
い
わ
ゆ
る
民
爵
）
は
一
般
庶
民
（
の
男
子
）
に
与
え

一77　一

精
神
的
結
び
つ
き
と
子
の
側
の
経
済
的
奉
養
を
と
も
左
う
孝
行
が
(
均

質
的

K
)
行
左
わ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
別

K
忌
む
べ
き
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
と
れ
は
そ
と
忙
父
子
集
団
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と

と
ろ
で
、
漢
書
巻
七
武
帝
紀
建
元
元
年
四
月
の
条
K
、

己
巳
、
詔
目
、
古
之
立
教
、
郷
里
以
歯
、
朝
廷
以
爵
。
扶
世
導
民
、

莫
善
於
徳
。
然
即
於
郷
里
、
先
誓
文
、
奉
高
年
、
古
之
道
也
。
今

天
下
孝
子
順
孫
、
願
自
喝
尽
以
承
其
親
、
外
進
公
事
、
内
乏
資
財
。

是
以
孝
心
欠
駕
。
朕
甚
哀
之
。
民
年
九
十
以
上
有
受
講
法
。
為
復

子
若
孫
、
令
得
身
帥
妻
妾
、
遂
其
供
養
之
事
。

と
あ
る
。
と
の
認
の

l
の
部
分
は
、
孟
子
公
孫
丑
下
忙
、

(
孟
子
)
目
、
・
:
天
下
有
達
尊
一
ニ
。
爵
一
、
歯
一
、
徳
一
。
朝
廷

莫
如
爵
。
郷
党
莫
知
歯
。
輔
政
長
民
、
菓
如
徳
。
悪
得
有
其
一
以

慢
其
二
哉
。

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
右
の
詔
K
見
え
る

父
子
集
団
k
b
い
て
壮
年
の
夫
婦
の
家
が
経
済
生
活
の
単
位
と
左
る
べ

き
を
察
せ
し
め
る
。
さ
て
、
こ
の
詔
は
壮
年
の
子
、
孫
が
外
は
公
事
K

進
め
ら
れ
、
内
は
資
財
K
乏
し
い
の
で
孝
を
尽
す
と
と
が
で
き
ま
い
と

し
て
、
九
十
才
以
上
の
父
が
い
る
際
そ
の
一
人
の
循
役
を
復
除
し
、
そ

の
も
の
の
妻
妾
を
帥
い
て
供
養
を
遂
げ
き
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
と
れ
は
子
K
つ
い
て
い
え
ば
、
壮
年
の
子
が
均
質
的
K
父
を
養

う
べ
き
義
務
を
沿
う
。
そ
の
際
の
子
は
夫
婦
が
経
済
生
活
の
単
位
を
ま

す
。
ま
た
、
孫
K
つ
い
て
い
え
ば
壮
年
の
孫
が
あ
る
際
そ
の
義
務
は
孫

家
と
家
人
〈
越
智
)

K
及
ぶ
。
そ
の
際
の
孫
は
夫
婦
が
経
済
生
活
の
単
位
を
ま
す
、
と
い
う

と
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
か
〈
て
と
の
詔
は
父
子
集
団
K
沿
い
て
壮

年
の
夫
婦
(
の
家
)
が
経
済
生
活
の
単
位
を
在
す
が
、
そ
と

K
は

子

(

、
孫
)
の
均
質
的
左
精
神
的
経
済
的
奉
養
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
、
当
時
の
国
家
の
建
て
前
を
自
ら
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

左
秒
、
漢
時
代
の
傍
役
制
度
は
(
戸
籍
制
度
上
の
)
戸
H
家
を
通
じ
て

で
は
あ
る
が
、
壮
年
男
子
を
均
質
的

K
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
の

復
は
そ
う
し
た
格
役
を
復
除
す
る
と
と
を
指
し
て
い
る
⑬
。

左
・
台
、
漢
書
巻
十
二
平
帝
紀
元
始
四
年
正
月
の
条

K
、

詔
目
、
蓋
夫
婦
正
、
則
父
子
親
、
入
倫
定
会
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
と
れ
は
夫
婦
を
基
本
K
し
て
そ
の
う
え
で
父
子
関
係
を
考
え

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
夫
婦
は
自
ら
壮
年
の
子
の
夫
婦
と
い

う
と
と

K
在
ろ
う
。
礼
記
昏
義

K
、

男
女
有
別
、
而
后
夫
婦
有
義
。
夫
婦
有
義
、
而
后
父
子
有
親
。
父

子
有
親
、
市
后
君
臣
有
正
。
故
昏
礼
者
、
礼
之
本
也
。

と
あ
る
。
右
は
と
と
で
夫
婦
を
基
本
忙
し
そ
の
う
え
で
父
子
関
係
を
考

え
る
の
と
相
通
ず
る
(
あ
る
い
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
)
と
さ
れ
よ

う
が
、
前
漢
末

K
-砕
い
て
さ
え
も
夫
婦
と
父
子
と
の
関
係
K
つ
い
て
依

然
と
の
よ
う
左
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
忙
価
す
る
と
と
で
あ

ろ
う
⑫
。

と
と
ろ
で
、
漢
時
代
二
十
等
爵
が
存
在
し
た
⑫
。
と
の
う
ち
の
第
八

級
の
公
乗
以
下
(
い
わ
ゆ
る
民
爵
)
は
一
般
庶
民
(
の
男
子

)
K
与
え
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家
と
家
人
（
越
智
）

ら
れ
た
○
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
理
念
的
存
在
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
は
と
き
ど
き
の
漢
王
朝

の
あ
り
か
た
を
投
影
し
て
い
る
○
　
（
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
別
盃
で

述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
の
論
述
を
省
略
す
る
。
）
要
す
る

に
、
漢
王
朝
は
（
乳
幼
児
を
除
い
て
）
男
子
を
年
齢
に
よ
っ
て
四
等
に

分
け
、
そ
の
す
べ
て
を
（
原
則
的
に
）
入
頭
税
あ
る
い
は
樒
役
の
賦
課

対
象
乃
至
両
者
の
賦
課
対
象
と
し
、
ま
た
第
二
等
、
第
三
等
の
も
の
を

民
話
授
与
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た

際
、
そ
こ
に
は
漢
王
朝
が
男
子
個
人
の
均
質
的
把
握
を
う
ち
出
し
た
だ

け
で
な
く
、
全
民
衆
を
壮
年
の
夫
婦
の
家
を
中
心
に
し
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
こ
と
を
う
ち
出
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
諸
侯
が
そ
の
専
制
君
主
権
力
を
強
化
す
る
に
あ
た
り
、
　
（
収

税
面
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
）
軍
事
面
に
論
い
て
も
亦
農
民
を
そ
の
権

力
の
基
盤
と
す
る
動
き
を
見
せ
て
く
る
と
、
た
と
え
理
念
的
な
も
の
と

は
い
え
農
民
も
亦
大
夫
・
士
と
い
っ
た
も
の
と
一
つ
に
な
っ
て
積
極
的

直
接
的
に
権
力
の
基
盤
を
な
す
と
い
う
理
解
が
生
じ
て
い
る
。
い
ま
そ

の
一
端
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
左
氏
伝
で
は
春
秋
初
期
の
こ
と
を
記
述

す
る
際
、
入
と
民
と
は
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
入
は

（
天
子
を
除
く
）
支
配
者
層
、
民
は
被
支
配
者
層
を
指
し
て
い
た
⑳
》
o

こ
の
区
別
は
中
期
に
な
っ
て
も
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
・
左
氏
伝
君

公
十
六
年
の
条
に
、

　
　
（
前
略
）
羊
舌
職
日
、
吾
聞
之
。
禺
称
善
人
、
不
善
人
遠
。
若
蔵

　
　
謂
也
。
詩
日
、
戦
戦
競
競
、
如
画
意
渕
、
五
畜
薄
氷
、
善
入
在
上

　
　
也
。
善
人
在
上
、
盲
虻
無
富
民
。
虚
日
、
民
之
多
幸
、
国
之
不
幸

　
　
也
。
是
無
善
人
之
謂
也
。

と
あ
る
の
は
そ
の
、
一
例
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
春
秋
中
期
に
な
る
と

民
が
、
　
（
天
子
以
外
の
）
支
配
者
層
を
含
む
こ
と
が
生
ず
る
。
王
氏
伝

嚢
公
十
四
年
の
条
に
、

　
　
（
前
略
）
師
噴
門
於
晋
侯
。
晋
侯
日
、
衛
人
出
其
君
○
不
亦
甚
乎
。

　
　
対
日
、
其
虚
実
甚
。
二
君
将
賞
善
言
刑
淫
、
養
民
垂
流
、
蓋
底
盤

　
　
天
、
前
之
如
地
。
民
奉
其
君
、
愛
之
如
父
母
、
仰
之
如
日
月
。
敬

　
　
之
如
神
明
、
畏
之
如
二
世
。
其
汲
出
乎
。
夫
君
神
之
主
、
而
民
之

　
　
望
也
。
若
困
民
之
主
（
生
？
）
、
贋
神
乏
（
之
？
）
祀
、
百
姓
絶
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎎

　
　
望
、
社
稜
無
主
、
将
安
福
之
。
弗
去
何
為
○
…
天
之
愛
民
甚
　
o
　
哨

　
　
無
学
一
人
暴
評
民
之
上
、
以
従
量
淫
、
而
棄
天
地
之
性
。
必
不
出

　
　
　
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
民
が
か
っ
て
の
人
を
含
ん
で
い
る
。
な
診
、
会
箋

に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
晋
侯
轡
型
、
只
説
得
君
臣
大
分
。
暗
野
天
字
、

圧
倒
諸
学
。
以
二
字
、
託
総
濠
字
。
発
明
設
君
置
上
之
理
。
権
聴
於
天
、

命
寄
於
民
。
以
天
民
作
主
O
則
君
与
田
野
在
統
制
之
内
O
」
と
記
し
て

い
る
○
民
に
（
か
っ
て
の
大
夫
、
士
の
層
の
後
身
た
る
べ
き
）
官
吏
層

を
含
む
用
法
は
の
ち
か
な
り
普
遍
化
し
て
く
る
○
こ
う
し
た
史
料
は
枚

挙
に
邊
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
一
、
二
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、

魏
志
巻
十
四
程
曽
爾
に
、
後
漢
末
の
こ
と
と
し
て
、

家
と
家
人
(
越
智
)

ら
れ
た
。
乙
れ
は
必
ら
ず
し
も
理
念
的
存
在
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
の

で
き
ま
い
も
の
で
、
そ
の
具
体
的
左
あ
り
か
た
は
と
き
ど
き
の
漢
王
朝

の
あ
り
か
た
を
投
影
し
て
い
る
0

(

と
う
し
た
点
K
つ
い
て
は
別
稿
で

述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
の
で
と
と
で
の
論
述
を
省
略
す
る
。
)
要
す
る

K
、
漢
王
朝
は
(
乳
幼
児
を
除
い
て
)
男
子
を
年
齢
K
よ
っ
て
四
等
K

分
け
、
そ
の
す
べ
て
を
(
原
則
的

K
)
人
頭
税
あ
る
い
は
得
役
の
賦
課

対
象
乃
至
両
者
の
賦
課
対
象
と
し
、
ま
た
第
二
等
、
第
三
等
の
も
の
を

民
爵
授
与
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
巨
視
的
K
と
り
あ
げ
た

際
、
そ

ζ
K
は
漢
王
朝
が
男
子
個
人
の
均
質
的
把
握
を
う
ち
出
し
た
だ

け
で
左
く
、
全
民
衆
を
壮
年
の
夫
婦
の
家
を
中
心
K
し
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
こ
と
を
う
ち
出
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
諸
侯
が
そ
の
専
制
君
主
権
力
を
強
化
す
る

K
あ
た

b
、
(
収

税
面
に
な
い
て
だ
け
で
左
く
)
軍
事
面

K
沿
い
て
も
亦
農
民
を
そ
の
権

力
の
基
盤
と
す
る
動
き
を
見
せ
て
く
る
と
、
た
と
え
理
念
的
左
も
の
と

は
い
え
農
民
も
亦
大
夫
・
士
と
い
っ
た
も
の
と
一
つ
忙
左
っ
て
積
極
的

直
接
的

K
権
力
の
基
盤
を
在
す
と
い
う
理
解
が
生
じ
て
い
る
。
い
ま
そ

の
一
端
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
左
氏
伝
で
は
春
秋
初
期
の
こ
と
を
記
述

す
る
際
、
人
と
民
と
は
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
ζ

で
は
人
は

(
天
子
を
除
く
)
支
配
者
層
、
民
は
被
支
配
者
層
を
指
し
て
い
た
⑫
。

と
の
区
別
は
中
期
K
左
つ
で
も
残
っ
て
い
る
と
と
が
あ
る
。
左
氏
伝
宣

公
十
六
年
の
条

K
、

(
前
略
)
羊
舌
職
目
、
吾
聞
之
0

6

問
称
善
人
、
不
善
人
遠
。
此
之

謂
也
。
詩
目
、
戦
戦
競
競
、
知
臨
深
測
、
如
履
薄
氷
、
善
人
在
上

也
。
善
人
在
上
、
則
国
無
幸
民
。
諺
目
、
民
之
多
幸
、
国
之
不
幸

也
。
是
無
善
人
之
謂
也
。

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
と
ま
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
春
秋
中
期
K
な
る
と

民
が
、
(
天
子
以
外
の
)
支
配
者
層
を
含
む
と
と
が
生
ず
る
。
左
氏
伝

嚢
公
十
四
年
の
条
K
、

(
前
略
)
師
噴
侍
於
晋
侯
。
耳
目
侯
目
、
衛
人
出
其
君
。
不
亦
甚
平
。

対
日
、
其
君
実
甚
。
良
君
将
賞
善
而
刑
淫
、
養
民
如
子
、
蓋
之
知

天
、
容
之
如
地
。
民
奉
其
君
、
愛
之
如
父
母
、
仰
之
如
日
月
。
敬

之
知
神
明
、
畏
之
知
雷
建
。
其
可
出
平
。
夫
君
神
之
主
、
而
民
之

望
也
。
若
因
民
之
主
(
生
?
)
、
贋
神
乏
(
之
?
)
杷
、
百
姓
絶

望
、
社
稜
無
主
、
将
安
用
之
。
弗
去
何
為
0

・
:
天
之
愛
民
甚
奏
。

量
其
一
人
撞
於
民
之
上
、
以
従
其
淫
、
市
棄
天
地
之
性
。
必
不
然

奏。

と
あ
る
。
と
こ
で
は
民
が
か
つ
て
の
人
を
含
ん
で
い
る
。
左
台
、
会
委

K
は
、
と
れ

K
つ
い
て
「
晋
侯
之
問
、
只
説
得
君
臣
大
分
。
晴
以
天
字
、

圧
倒
君
字
υ

以
民
字
、
託
起
臣
字
。
発
明
設
君
置
臣
之
理
。
権
聴
於
天
、

命
寄
於
民
。
以
天
民
作
主
。
則
君
与
臣
倶
在
統
制
之
内
。
」
と
記
し
て

い
る
。
民

K
(
か
つ
て
の
大
夫
、
士
の
層
の
後
身
た
る
べ
き
)
官
吏
層

を
含
む
用
法
は
の
ち
か
ま
り
普
遍
化
し
て
く
る
0

と
う
し
た
史
料
は
枚

挙
K
遣
ま
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
一
、
二
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、

練
志
巻
十
四
程
皇
伝
K
、
後
漢
末
の
こ
と
と
し
て
、

-70-



　
　
太
祖
征
徐
州
、
使
曼
与
筍
或
留
守
頸
城
。
張
逸
等
叛
、
迎
呂
布
○

　
　
郡
県
響
応
。
唯
甑
城
萢
東
阿
不
動
。
…
或
謂
呈
日
、
今
菟
州
反
。

　
　
唯
有
此
三
差
。
　
（
陳
）
宮
徒
立
重
心
拍
之
。
非
有
以
深
結
隔
心
〇

　
　
三
適
意
動
。
君
民
之
望
也
。
帰
巡
回
之
、
殆
可
。
　
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
民
は
決
し
て
庶
民
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
士
庶
全
体

（
1
1
官
民
全
体
）
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
至
書
巻
二
十
三
に
、

　
　
史
嘉
日
、
…
楮
渕
当
石
始
初
運
、
垂
直
己
顕
○
数
年
之
間
、
不
患

　
　
無
位
○
既
以
民
望
曲
見
引
、
亦
随
民
望
而
去
之
。
　
（
下
略
）

と
あ
る
。
「
所
以
民
望
而
見
引
」
は
鰐
渕
が
民
の
望
み
に
よ
っ
て
宋
王

朝
で
挙
用
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
亦
随
民
望
而
上
之
」

は
魚
鳥
が
民
の
望
み
に
従
っ
て
宋
王
朝
を
去
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
際
の
民
も
い
わ
ゆ
る
士
庶
全
体
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
民
の
用
法
は
、
さ
き
に
見
た
政
治
社
会
体
制
の
変
化
に
よ

っ
て
生
じ
た
用
法
が
以
後
も
引
続
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

る
㊧
○
ち
な
み
に
、
漢
（
、
六
朝
）
時
代
士
が
軍
役
に
出
る
べ
き
（
あ

る
い
は
出
て
い
る
）
壮
丁
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
か
っ
て

「
諸
侯
、
　
（
卿
・
）
大
夫
、
士
、
庶
」
の
区
別
が
あ
っ
た
と
き
士
だ
け

が
戦
士
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
（
そ
の
士
の
後
身
が
）
　
（
下
級
）
官
吏
と

な
り
、
庶
（
民
）
1
1
農
民
の
後
身
が
専
ら
軍
兵
と
な
る
に
至
っ
た
こ
と

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
士
の
用
法
も
亦
政
治
社
会
体

制
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
用
法
が
以
後
も
引
続
い
て
存
在
し
て
い
る

も
の
と
解
さ
れ
る
（
⑳
○

　
家
と
家
人
（
越
智
）

三
、
　
「
家
人
1
1
庶
民
」
と
い
う
図
式

　
「
家
人
”
庶
民
」
と
い
う
図
式
に
つ
い
て
は
旧
来
定
説
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
漢
時
代
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
注

目
し
、
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
、
漢
の
天
子
が
漢
家
の
も
の
と
し

て
直
接
的
に
支
配
し
掌
握
し
て
い
た
の
は
庶
民
層
だ
け
で
、
士
族
達
は

い
ま
だ
漢
家
の
家
人
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
漢
家
か
ら
独
立
し

た
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
主
人
で
、
基
本
的
に
は
漢
家
と
同
質
で
あ
る
。
右

の
家
人
の
語
は
そ
う
し
た
社
会
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
使
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
現
在
学
界
で
支
配
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
⑳
o

と
こ
ろ
で
、
右
の
漢
王
朝
の
支
配
が
有
力
者
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

い
う
理
解
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
み
か
た
を
し
た
際
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

「
家
人
”
庶
民
」
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
う
と
理
解
が
困

難
な
こ
と
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
は
そ
の
出
現
の
時
期

に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
家
人
と
い
う
語
は
史
記
巻
三
十

三
魯
薄
俸
世
家
に
、

　
　
（
尊
公
）
二
十
四
年
、
平
面
烈
王
伐
滅
魯
。
頃
公
亡
遷
於
・
下
翼
、

　
　
為
家
人
○
魯
絶
群
。
　
（
章
六
二
、
（
家
人
）
庶
人
之
家
学
。
謂
居

　
　
家
士
人
無
官
若
立
。
）

と
あ
り
、
史
記
巻
三
十
九
晋
世
家
に
、

　
　
静
公
二
年
、
魏
武
闘
・
韓
附
帯
・
趙
敬
侯
、
滅
晋
後
幅
三
分
其
地
。

　
　
静
公
遷
為
家
人
、
晋
祠
不
祀
。
　
（
家
人
、
庶
人
也
。
）

太
祖
征
徐
州
、
使
皇
与
萄
議
留
守
瓢
城
。
張
遡
等
叛
、
迎
呂
布
。

郡
県
響
応
。
唯
瓢
城
活
東
阿
不
動
0

・
:
議
謂
皇
目
、
今
売
州
反
。

唯
有
此
三
城
。
(
陳
)
官
等
以
重
兵
臨
之
。
非
有
以
深
結
其
心
。

三
城
必
動
。
君
民
之
望
也
。
帰
而
説
之
、
殆
可
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
と
の
民
は
決
し
て
庶
民
だ
け
で
左
く
、
い
わ
ゆ
る
士
庶
全
体

(
H
官
民
全
体
)
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
斉
書
巻
二
十
三

K
、

史
臣
日
、
:
・
椿
測
当
泰
始
初
運
、
滑
塗
己
顕
。
数
年
之
問
、
不
患

無
位
。
既
以
民
望
市
見
引
、
亦
随
民
望
而
去
之
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
「
既
以
民
望
而
見
引
」
は
椿
測
が
民
の
望
み

K
よ
っ
て
宋
王

朝
で
挙
用
さ
れ
た
と
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
h
y
、
「
亦
随
民
望
而
去
之
」

は
椿
淵
が
民
の
望
み

K
従
っ
て
宋
王
朝
を
去
っ
た
と
と
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
0

と
う
し
た
際
の
民
も
い
わ
ゆ
る
士
庶
全
体
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
左
民
の
用
法
は
、
さ
き

K
見
た
政
治
社
会
体
制
の
変
化

K
よ

っ
て
生
じ
た
用
法
が
以
後
も
引
続
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

る
②
。
ち
ま
み

K
、
漢
(
、
六
朝
)
時
代
土
が
軍
役
K
出
る
べ
き
(
あ

る
い
は
出
て
い
る
)
壮
丁
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
れ
は
か
つ
て

「
諸
候
、
(
卿
・
)
大
夫
、
士
、
庶
」
の
区
別
が
あ
っ
た
と
き
士
だ
け

が
戦
士
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
(
そ
の
士
の
後
身
が
)
(
下
級
)
官
吏
と

ま
b
、
庶
(
民

)
H
農
民
の
後
身
が
専
ら
軍
兵
と
左
る

K
至
っ
た
と
と

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
う
。
こ
う
し
た
士
の
用
法
も
亦
政
治
社
会
体

制
の
変
化
忙
よ
っ
て
生
じ
た
用
法
が
以
後
も
引
続
い
て
存
在
し
て
い
る

も
の
と
解
さ
れ
る
@
。

家
と
家
人
(
越
智
〉

「
家
人
日
庶
民
」

と
い
う
図
式

「
家
人
H
庶
民
」
と
い
う
図
式

K
つ
い
て
は
旧
来
定
説
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
漢
時
代
K
使
用
さ
れ
た
と
と
忙
注

目
し
、
そ
の
歴
史
的
背
景
K
つ
い
て
、
漢
の
天
子
が
漢
家
の
も
の
と
し

て
直
接
的
K
支
配
し
掌
握
し
て
い
た
の
は
庶
民
層
だ
け
で
、
士
族
達
は

い
ま
だ
漢
家
の
家
人
と
は
な
っ
て
い
左
い
。
彼
ら
は
漢
家
か
ら
独
立
し

た
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
主
人
で
、
基
本
的
K
は
漢
家
と
同
質
で
あ
る
。
右

の
家
人
の
語
は
そ
う
し
た
社
会
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
使
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
現
在
学
界
で
支
配
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
②
。

と
と
ろ
で
、
右
の
漢
王
朝
の
支
配
が
有
力
者
忙
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
と
一

い
う
理
解
は
確
か

K
重
要
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
ま
み
か
た
を
し
た
際
、
引

「
家
人
H
庶
民
」
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
忙
つ
い
て
い
う
と
理
解
が
閤

難
左
と
と
が
生
ず
る
よ
う

K
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
は
そ
の
出
現
の
時
期

K
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
の
家
人
と
い
う
語
は
史
記
巻
一
ニ
十

三
魯
周
公
世
家

K
、

(
頃
公
)
二
十
四
年
、
楚
考
烈
王
伐
滅
魯
。
頃
公
亡
選
於
下
回
巴
、

為
家
人
。
魯
絶
柁
。
(
章
昭
云
、
《
家
人
》
庶
人
之
家
也
。
謂
居

家
之
人
無
官
職
也
。
)

と
あ

b
、
史
記
巻
三
十
九
晋
世
家
K
、

静
公
二
年
、
貌
武
侯
・
韓
哀
侯
・
越
敬
侯
、
滅
晋
後
而
三
分
其
地
。

静
公
遷
為
家
人
、
晋
桐
不
柁
。
(
家
人
、
庶
人
也
。
)



家
と
家
人
（
越
智
）

と
あ
り
、
史
記
巻
九
十
魏
豹
伝
に
、

　
　
魏
富
者
、
故
魏
諸
公
蜂
起
。
漏
壷
魏
轡
、
故
魏
商
量
為
重
陵
君
。

　
　
，
秦
滅
魏
、
遷
替
為
家
人
。
　
（
漢
書
、
家
人
作
庶
入
。
義
同
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
．
こ
と
を
記
し
た
記
事
に
見
え
る
。
　
（
）

内
は
史
記
会
注
考
証
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
○
こ
れ
ら
の
家
入
が
庶
民

を
意
味
す
る
の
は
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
戦
国
時
代
，
「

家
人
一
－
庶
民
」
と
い
う
用
法
の
あ
っ
た
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
て
よ

か
ろ
う
。
こ
の
点
は
右
の
よ
う
な
理
解
で
は
説
明
が
つ
き
に
ぐ
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
二
は
・
消
滅
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
「
家
人
罰
庶

民
」
の
用
法
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
漢
の
中
期
に
な

る
と
急
に
稀
に
な
る
。
そ
れ
は
六
朝
、
階
に
も
極
め
て
稀
に
見
え
る
が
、

こ
れ
ら
は
全
く
特
殊
例
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
六
朝
以
降
「
家

人
“
庶
民
」
と
い
う
用
法
は
消
え
去
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
㊧
〇
六
朝

に
左
る
と
豪
族
勢
力
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
、
天
子
の
支
配
が
そ
れ
に

反
し
て
い
よ
い
よ
弱
化
し
て
く
る
。
　
（
豪
族
と
士
族
と
は
本
来
別
の
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
る
程
度
合
致
す
る
⑳
o
）
こ
う
し
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
六
朝
に
聞
い
て
「
家
人
“
庶
民
」
と
い
う
用
法
は
盛
行

、
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
期
中
期
以
降
急
速
に
三

一
用
例
が
減
り
、
・
六
朝
に
入
っ
て
消
え
去
る
と
い
う
こ
と
は
ハ
い
ま
と
り

あ
げ
て
い
る
「
家
人
1
1
庶
民
」
の
語
が
右
と
は
別
の
観
点
か
ら
理
解
さ

れ
る
余
地
が
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
筆
者
は
戦
国
時
代

諸
侯
が
専
制
君
主
た
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
が
、
右
は
そ
れ
と
の
関

連
に
誇
い
て
生
じ
た
一
つ
の
儒
教
的
政
治
思
想
と
考
え
る
。
本
節
は
主

と
し
て
礼
記
の
王
制
と
大
伝
と
の
な
か
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
を
探

る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
に
天
子
が
（
広
義
の
）
人
事
権
行
使
に
お
い
て
強
大
な
力
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
王
制
に
は
、

　
　
天
子
三
公
九
卿
二
十
七
大
夫
八
十
一
言
意
。
大
国
三
卿
、
皆
命
於

　
　
天
子
。
下
大
夫
五
人
上
士
二
十
七
人
O
次
国
三
卿
〇
二
面
命
於
天

　
　
子
、
　
「
卿
命
於
其
君
○
下
大
夫
五
人
、
上
士
二
十
七
人
。
小
国
二

　
　
卿
、
皆
命
於
其
君
○
下
大
夫
五
人
、
上
士
二
十
七
人
。

と
あ
っ
て
、
天
子
に
公
、
卿
、
大
夫
、
元
士
が
診
り
、
諸
侯
に
卿
、
下

大
夫
、
上
士
が
い
た
と
し
て
い
る
○
と
こ
ろ
で
、
．
諸
侯
に
つ
い
て
は
、

ま
た
、
　
「
諸
侯
之
上
大
夫
以
下
大
夫
上
士
二
士
下
士
凡
五
等
○
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
諸
侯
の
卿
が
上
大
夫
で
あ
る
こ
と
と
、
諸
侯
に
上
士
だ
け

で
な
く
、
中
士
、
下
士
も
幸
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
○
さ
て
、
王
制

に
は
、

　
　
諸
侯
世
子
世
国
。
大
夫
不
世
爵
。
使
碧
雲
、
爵
以
功
。
未
賜
爵
、

　
　
視
天
子
之
元
旦
、
町
君
篤
学
。
諸
侯
大
夫
不
世
爵
禄
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
礼
記
集
解
に
、

　
　
此
申
言
内
諸
侯
上
智
諸
侯
嗣
之
制
、
而
且
以
補
其
未
備
之
義
也
。

　
　
諸
侯
、
謂
畿
外
諸
侯
。
大
夫
、
謂
天
子
之
公
卿
大
夫
也
。
使
以
徳

　
　
者
、
有
徳
則
使
之
為
大
夫
。
而
不
能
必
其
子
亦
有
徳
。
　
此
大
夫

　
　
之
所
以
不
世
爵
也
。
爵
号
功
者
、
有
功
故
爵
之
、
・
為
諸
侯
○
而
有

一eo一

家
と
家
人
(
越
智
)

と
あ
h
y
、
史
記
巻
九
十
貌
豹
伝
忙
、

貌
豹
者
、
故
練
諸
公
子
也
。
其
兄
貌
処
口
、
故
視
時
封
為
寧
陵
君
。

秦
滅
貌
、
遷
先
口
為
家
人
。
(
漢
書
、
家
人
作
庶
人
。
義
同
。
)

と
あ
る
よ
う

K
、
戦
国
時
代
の
と
と
を
記
し
た
記
事

K
見
え
る
0

(

)

内
は
史
記
会
注
考
証

K
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
人
が
庶
民

を
意
味
す
る
の
は
指
摘
の
通

b
で
あ
る
。
と
れ
は
す
で

K
戦
国
時
代
・
「

家
人
H
庶
民
」
と
い
う
用
法
の
あ
っ
た
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
て
よ

か
ろ
う
。

ζ

の
点
は
右
む
よ
う
な
理
解
で
は
説
明
が
つ
き

K
く
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
は
消
滅
の
時
期

K
つ
い
て
で
あ
る
。
「
家
人
H
庶

民
」
の
用
法
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

K
、
後
漢
の
中
期

K
左

る
と
急

K
稀
忙
な
る
。
そ
れ
は
六
朝
、
惰

K
も
極
め
て
稀

K
見
え
る
が
、

と
れ
ら
は
全
く
特
殊
例
で
あ
っ
て
、
一
般
的

K
い
っ
て
六
朝
以
降
「
家

人
H
庶
民
」
と
い
う
用
法
は
消
え
去
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
⑫
。
六
朝

K
ま
る
と
豪
族
勢
力
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
、
天
子
の
支
配
が
そ
れ

K

反
し
て
い
よ
い
よ
弱
化
し
て
く
る
。
(
豪
族
と
士
族
と
は
本
来
別
の
も

の
で
あ
る
が
、

ζ

こ
で
は
あ
る
程
度
合
致
す
る
@
。
)
と
う
し
た
と
と

を
考
え
る
と
、
六
朝

K
沿
い
て
「
家
人

H
庶
民
」
と
い
う
用
法
は
盛
行

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

K
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
期
中
期
以
降
急
速

K
使

-
用
例
が
滅
h
y
、
六
朝

K
入
っ
て
消
え
去
る
と
い
う
と
と
は
、
い
ま
と

b

あ
げ
て
い
る
「
家
人
H
庶
民
」
の
語
が
右
と
は
別
の
観
点
か
ら
理
解
さ

れ
る
余
地
が
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
筆
者
は
戦
国
時
代

諸
侯
が
専
制
君
主
た
る
と
と
を
志
向
し
て
い
る
が
、
右
は
そ
れ
と
の
関

連
K
-砕
い
て
生
じ
た
一
つ
の
儒
教
的
政
治
思
想
と
考
え
る
o
本
節
は
主

と
し
て
礼
記
の
王
制
と
大
伝
と
の
左
か

K
そ
れ

K
該
当
す
る
も
の
を
探

る
と
と
と
す
る
。

第
一

K
天
子
が
(
広
義
の
)
人
事
権
行
使

K
沿
い
て
強
大
左
力
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
点

K
つ
い
て
で
あ
る
が
、
王
制

K
は、

天
子
三
公
九
卿
二
十
七
大
夫
八
十
一
元
士
。
大
国
三
卿
、
皆
命
於

天
子
。
下
大
夫
五
人
上
士
二
十
七
人
。
次
国
三
卿
。
ニ
卿
命
於
天

子
、
一
一
卿
命
於
其
君
。
下
大
夫
五
人
、
上
士
二
十
七
人
。
小
国
二

卿
、
皆
命
於
其
君
。
下
大
夫
五
人
、
上
士
二
十
七
人
。

と
あ
っ
て
、
天
子

K
公
、
卿
、
大
夫
、
元
士
が
な
り
、
諸
侯

K
卿
、
下

大
夫
、
上
士
が
い
た
と
し
て
い
る
。
と
と
ろ
で
、
諸
侯

K
つ
い
て
は
、

ま
た
、
「
諸
侯
之
上
大
夫
卿
下
大
夫
上
土
中
士
下
士
凡
五
等
。
」
と
あ

る
o
と
れ
は
諸
侯
の
卿
が
上
大
夫
で
あ
る
ζ

と
と
、
諸
侯

K
上
士
だ
け

で
左
〈
、
中
士
、
下
士
も
亦
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
、
王
制

K
は、

一切ー

諸
侯
世
子
世
因
。
大
夫
不
世
爵
。
使
以
徳
、
爵
以
功
。
未
賜
爵
、

視
天
子
之
元
士
、
以
君
其
国
。
諸
侯
大
夫
不
世
爵
禄
。

と
あ
る
。
と
れ

K
つ
い
て
は
、
礼
記
集
解

K
、

此
申
言
内
諸
侯
禄
外
諸
侯
嗣
之
制
、
而
且
以
補
其
未
備
之
義
也
o

諸
侯
、
謂
畿
外
諸
侯
。
大
夫
、
謂
天
子
之
公
卿
大
夫
也
。
使
以
徳

者
、
有
徳
則
使
之
為
大
夫
。
而
不
能
必
其
子
亦
有
徳
。
此
大
夫

之
所
以
不
世
爵
也
。
爵
以
功
者
、
有
功
故
爵
之
、
為
諸
侯
。
市
有



　
　
功
之
賞
、
宜
及
於
其
子
孫
。
此
諸
侯
之
所
以
世
国
也
○
諸
侯
除
喪
、

　
　
以
士
服
見
天
子
。
天
子
命
之
、
乃
用
諸
侯
之
礼
。
未
賜
爵
、
謂
諸

　
　
侯
初
其
位
、
未
見
天
子
而
受
命
也
。
視
天
子
之
富
士
、
謂
其
車
服

　
　
之
制
也
。
言
此
者
、
以
明
諸
侯
難
得
意
爵
、
而
駐
機
不
漁
天
子
之

　
　
漫
漫
也
。
天
子
之
大
夫
、
不
世
爵
、
而
禄
則
有
世
者
○
諸
侯
芸
大

　
　
夫
、
爵
禄
皆
不
世
也
。

と
あ
る
○
諸
侯
の
大
夫
が
上
大
夫
卿
と
下
大
夫
（
い
わ
ゆ
る
大
夫
）
と

か
ら
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
子
の
大
夫
が
そ
の
公
卿
大
夫
で
あ
る

と
い
う
理
解
は
妥
当
の
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
右
の
王
制
の
記
事
は
、
諸

侯
の
大
夫
が
爵
禄
を
世
々
に
し
な
い
と
あ
る
の
が
事
実
と
相
反
す
る
（

と
こ
ろ
が
あ
る
）
の
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
史
実
に
即
し
て

い
え
ば
不
正
確
で
あ
る
㊧
。
し
か
し
そ
れ
は
本
来
一
つ
の
儒
教
的
思
想

体
系
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
戦
い
て

事
実
と
合
致
す
る
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ

う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
た
際
、
右
の
集
解
は
よ
く
そ
の
意
を
承
け

て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
・
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
制
は
諸
侯
の
ほ
か
は

身
分
の
世
襲
性
を
も
た
な
い
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
そ
こ
で
天
子
の
（
広
義
の
）
大
夫
が
禄
だ
け
を
世
襲
し
た
と
し

て
も
、
諸
侯
の
世
襲
が
天
子
の
命
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ

の
禄
も
亦
天
子
の
命
を
ま
っ
て
始
め
て
世
襲
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
天
子
が
そ
の
元
士
を
庶
か
ら
挙

用
す
る
が
、
そ
の
挙
用
は
（
儒
教
の
）
徳
治
主
義
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

家
と
家
人
（
越
智
）

る
べ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
王
制
に
、

　
　
凡
官
民
材
、
㈲
必
先
導
之
。
⑥
論
弁
然
後
使
之
。
◎
任
事
然
後
爵

　
　
之
。
④
位
定
学
説
禄
之
。

と
あ
る
O
こ
の
鄭
注
に
、
④
に
つ
い
て
「
論
、
謂
考
其
徳
行
道
徳
0
」

と
あ
り
、
⑥
に
つ
い
て
「
弁
、
謂
考
問
得
其
定
也
。
易
日
、
問
以
弁
之
。

，
」
と
あ
り
、
⑥
に
つ
い
て
「
爵
、
謂
正
其
忠
次
。
」
と
あ
り
、
④
に
つ

い
て
「
与
之
以
常
食
。
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
い
ま
っ
て
鄭
玄
が

右
の
記
事
全
体
を
徳
行
あ
る
賢
材
を
論
流
し
て
官
に
つ
け
爵
禄
を
』
与
え

る
次
第
を
述
べ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
の
を
物
語
っ
て
い
る
。
蓋
し
右

の
王
制
は
本
来
鄭
玄
の
説
く
よ
う
な
線
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
Q
右
　
一

の
民
は
庶
民
の
こ
と
と
青
れ
る
。
か
く
て
、
右
は
庶
民
を
官
に
就
け
織

そ
れ
に
爵
禄
を
与
え
る
こ
と
を
徳
治
主
義
の
立
場
か
ら
述
べ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
が
、
王
制
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
右
と
は
別
に
よ

り
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

　
　
命
郷
論
罪
士
、
中
之
司
徒
、
日
選
士
。
司
徒
論
選
士
之
秀
者
、
而

　
　
翌
春
学
。
，
日
俊
士
。
升
於
司
徒
者
、
不
征
於
郷
。
升
於
学
者
、
不

　
　
筆
工
司
徒
。
日
造
機
。
…
大
楽
正
論
造
士
之
秀
者
、
以
馬
子
王
、

　
　
而
升
諸
司
馬
。
日
進
士
。
司
馬
弁
論
単
材
、
論
進
士
之
賢
者
、
以

　
　
手
工
」
王
。
而
定
其
論
。
論
定
然
後
官
戸
。
任
官
然
士
爵
之
。
位
定

　
　
聖
母
禄
之
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
○
俊
士
（
造
士
の
こ
と
）
ま
で
は
本
来
主
役

功
之
賞
、
宜
及
於
其
子
孫
。
此
諸
侯
之
所
以
世
国
也
。
諸
侯
除
喪
、

以
士
服
見
天
子
。
天
子
命
之
、
乃
用
諸
侯
之
礼
。
未
賜
爵
、
謂
諸

侯
初
嗣
位
、
未
見
天
子
而
受
命
也
。
視
天
子
之
元
士
、
謂
其
車
服

之
制
也
o
一
マ
一
口
此
者
、
以
明
諸
侯
雄
得
世
爵
、
而
未
嘗
不
待
天
子
之

命
之
也
。
天
子
之
大
夫
、
不
世
爵
、
而
禄
則
有
世
者
。
諸
侯
之
大

夫
、
爵
禄
皆
不
世
也
。

と
あ
る
。
諸
侯
の
大
夫
が
上
大
夫
卿
と
下
大
夫
(
い
わ
ゆ
る
大
夫
)
と

か
ら
左
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
子
の
大
夫
が
そ
の
公
卿
大
夫
で
あ
る

と
い
う
理
解
は
妥
当
の
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
右
の
王
制
の
記
事
は
、
諸

侯
の
大
夫
が
爵
禄
を
世
々

K
し
ま
い
と
あ
る
の
が
事
実
と
相
反
す
る
(

と
こ
ろ
が
あ
る
)
の
が
端
的

K
示
し
て
い
る
よ
う

K
、
史
実

K
即
し
て

い
え
ば
不
正
確
で
あ
る
⑫
。
し
か
し
そ
れ
は
本
来
一
つ
の
儒
教
的
思
想

体
系
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
忙
な
い
て

事
実
と
合
致
す
る
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
左
い
と
い
え
よ

う
。

ζ

う
し
た
観
点
か
ら
み
た
際
、
右
の
集
解
は
よ
く
そ
の
意
を
承
け

て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
制
は
諸
侯
の
ほ
か
は

身
分
の
世
襲
性
を
も
た
ま
い
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
金
、
そ
と
で
天
子
の
(
広
義
の
)
大
夫
が
禄
だ
け
を
世
襲
し
た
と
し

て
も
、
諸
侯
の
世
襲
が
天
子
の
命
を
ま
た
ね
ば
左
ら
左
い
以
上
、
そ

の
禄
も
亦
天
子
の
命
を
ま
っ
て
始
め
て
世
襲
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
と
と
は
、
天
子
が
そ
の
元
士
を
庶
か
ら
挙

用
す
る
が
、
そ
の
挙
用
は
〈
儒
教
の
)
徳
治
主
義
K
よ
っ
て
行
左
わ
れ

家
と
家
人
(
越
智
)

る
べ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。

き
て
、
王
制
K
、

凡
官
民
材
、
判
必
先
論
之
。
例
論
弁
然
後
使
之
。
例
任
事
然
後
爵

之
。
例
位
定
然
後
禄
之
。

と
あ
る
。
と
の
鄭
注
K
、
仙
w
k
つ
い
て
「
論
、
謂
考
其
徳
行
道
徳
0

」

と
あ
り
、
的
w
k
つ
い
て
「
弁
、
謂
考
問
得
其
定
也
。
易
目
、
間
以
弁
之
。

」
と
あ
り
、
川
w
k
つ
い
て
「
爵
、
謂
正
其
秩
次
。
」
と
あ
り
、
仙
w
k
つ

い
て
「
与
之
以
常
食
0
.
-

と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
い
ま
っ
て
鄭
玄
が

右
の
記
事
全
体
を
徳
行
あ
る
賢
材
を
論
択
し
て
官
K
つ
け
爵
禄
を
与
え

る
次
第
を
述
べ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
の
を
物
語
っ
て
い
る
。
蓋
し
右

の
王
制
は
本
来
鄭
玄
の
説
く
よ
う
左
線
K
そ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
o
右
一

の
民
は
庶
民
の
と
と
と
解
さ
れ
る
o
か
く
て
、
右
は
庶
民
を
官
K
就

け

噌

そ
れ

K
爵
禄
を
与
え
る
と
と
を
徳
治
主
義
の
立
場
か
ら
述
べ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
が
、
王
制
K
は
そ
れ

K
つ
い
て
右
と
は
別

K
ょ

h
y
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

命
郷
論
秀
士
、
升
之
司
徒
、
日
選
士
。
司
徒
論
選
士
之
秀
者
、
而

升
之
学
。
日
俊
士
。
升
於
司
徒
者
、
不
征
於
郷
。
升
於
学
者
、
不

征
於
司
徒
。
日
造
士
0

・
:
大
楽
正
論
造
士
之
秀
者
、
以
告
子
玉
、

市
升
諸
司
馬
。
日
進
士
。
司
馬
弁
論
官
材
、
論
進
士
之
賢
者
、
以

告
平
J

王
。
而
定
其
論
。
論
定
然
後
官
之
。
任
官
然
後
爵
之
。
位
定

然
後
禄
之
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
俊
土
(
造
士
の
と
と
)
ま
で
は
本
来

r

徳
役



　
家
と
家
人
（
越
智
）

の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
庶
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
造
士
之

秀
者
」
は
、
前
開
の
国
語
に
農
に
つ
い
て
「
其
秀
民
之
能
二
士
者
、
早

足
三
業
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
類
の
も
の
ど
考
え
ら
れ
る
○
右
は
郷
か

ら
出
た
も
の
が
中
央
の
天
子
の
官
界
に
澄
い
て
士
と
し
て
官
に
就
き
爵

禄
を
え
る
次
第
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
郷
軍
里
選

の
基
本
的
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
際
の
進
士
こ
そ
元
士
で
あ
ろ
う
。
．
（

鄭
注
に
、
　
「
元
、
善
也
O
押
土
、
早
事
士
也
O
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
に
、

「
天
子
之
士
、
所
以
称
縁
者
、
異
於
諸
侯
之
士
也
○
」
と
あ
る
が
、
要

す
る
に
元
士
と
い
う
表
現
は
天
子
が
任
命
し
、
そ
れ
だ
け
に
諸
侯
の
士

と
異
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
こ
の
際
理
を
も
っ
て
推
し

て
行
け
ば
、
天
子
の
元
士
は
天
子
任
命
の
諸
侯
の
卿
と
な
る
だ
け
で
な

く
、
天
子
の
大
夫
に
進
み
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
醗
っ
て
考
え
る
に
、
か
っ
て
諸
侯
の
国
に
は
戦
士
老
い
う
職
分
を
世

襲
し
た
士
が
い
た
。
こ
れ
は
第
二
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た

点
は
天
子
の
国
の
士
（
元
士
）
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
支
障
な
か
ろ
う
○

と
こ
ろ
で
戦
国
時
代
の
士
は
（
下
級
）
官
吏
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

く
る
。
そ
こ
に
は
士
が
禄
を
食
み
爵
（
位
）
を
え
る
と
い
う
こ
と
が
生

ず
る
。
　
一
方
、
「
こ
の
時
代
に
は
農
民
で
あ
っ
て
も
そ
の
優
秀
な
も
の
に

．
は
下
級
官
吏
比
延
と
な
る
途
が
開
か
れ
て
き
た
○
こ
の
よ
う
に
考
え
て

く
る
と
、
右
は
、
戦
国
時
代
専
制
君
主
（
緒
侯
｝
が
そ
の
支
配
力
強
化
の
一

環
と
し
て
、
た
と
え
農
民
で
あ
っ
て
も
有
能
な
も
の
を
（
官
吏
と
し
て
）

士
に
挙
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
を
天
子
の
支
配
体
系
（
の
｝
部
）

に
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
論
、
戦
国
時

代
の
専
制
君
主
（
諸
侯
）
が
そ
の
支
配
権
力
を
徹
底
的
に
強
化
し
た
形

を
投
影
し
た
も
の
と
し
て
大
伝
に
見
え
る
聖
人
と
民
と
の
関
係
が
存
在

す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
、

　
　
聖
人
南
面
而
聴
天
下
○
所
且
先
者
五
〇
民
不
与
焉
。
一
日
治
親
。

　
　
二
日
報
功
。
三
日
半
賢
。
四
日
使
能
。
五
日
存
愛
〇
聖
者
一
得
於
－

　
　
天
下
、
民
無
不
足
、
無
不
贈
者
。
五
者
｝
弊
紙
纏
、
民
莫
得
其
死
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
聖
人
が
天
子
と
し
て
の
支
配
を
行
う
に
あ
た
り
、
有

能
の
も
の
を
官
吏
と
し
て
使
用
す
る
な
ど
の
美
事
を
行
う
が
、
民
は
そ

の
行
為
に
干
与
で
き
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
聖
人
“
天

子
と
民
と
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
民
は
さ
き
に
第
二
節
　
楠

で
見
た
官
吏
層
を
含
む
民
の
こ
と
と
な
ろ
う
○
こ
こ
で
は
官
吏
た
る
も
　
鞠

の
（
士
以
上
）
は
す
べ
て
世
襲
性
を
も
つ
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
別
の
面
か
ら
い
う
と
、
君
主
（
と
そ
の
一
族
）
の

外
の
も
の
の
生
得
の
身
分
は
庶
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
は
君
主
の
均
質
的

把
握
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
○

　
第
二
に
庶
民
が
父
子
集
団
を
構
成
す
る
が
、
そ
こ
に
は
孟
子
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
壮
年
の
夫
婦
の
家
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、

家
と
い
う
語
は
父
子
集
団
を
指
す
、
と
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

王
制
に
、

　
　
制
、
農
田
百
畝
。
百
畝
之
分
、
上
農
夫
食
九
人
、
其
次
食
八
人
、

　
　
其
次
序
七
人
、
其
次
食
六
人
○
篤
農
夫
食
五
人
。
庶
人
在
官
者
、

家
と
家
人
(
越
智
)

の
対
象
と
左
る
も
の
で
あ
る
か
ら
庶
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

K
「
造
士
之

秀
者
」
は
、
前
引
の
国
語

K
農
K
つ
い
て
「
其
秀
民
之
能
為
士
者
、
必

足
頼
也
。
」
と
あ
る
が
、
と
の
類
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
は
郷
か

ら
出
た
も
の
が
中
央
の
天
子
の
官
界
忙
な
い
て
士
と
し
て
官

K
就
き
爵

禄
を
え
る
次
第
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
郷
挙
皇
選

の
基
本
的
史
料
で
あ
る
が
、
と
の
際
の
進
士
と
そ
元
士
で
あ
ろ
う
0

〈

鄭
注

K
、
「
元
、
善
也
。
善
士
、
謂
命
士
也
。
」
と
あ

b
、
そ
の
疏
K
、

「
天
子
之
士
、
所
以
称
元
者
、
異
於
諸
侯
之
士
也
。
」
と
あ
る
が
、
要

す
る
忙
元
士
と
い
う
表
現
は
天
子
が
任
命
し
、
そ
れ
だ
け

K
諸
侯
の
士

と
異
な
る
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
O

)

ζ

の
際
理
を
も
っ
て
推
し

て
行
け
ば
、
天
子
の
元
士
は
天
子
任
命
の
諸
侯
の
卿
と
左
る
だ
け
で
左

〈
、
天
子
の
大
夫

K
進
み
え
る
と
い
う
と
と

K
左
ろ
う
。

織
っ
て
考
え
る

K
、
か
つ
て
諸
侯
の
国

K
は
戦
士
と
い
う
職
分
を
世

襲
し
た
士
が
い
た
。

ζ

れ
は
第
二
節
で
見
た
通
h
y
で
あ
る
。

ζ

う
し
た

点
は
天
子
の
国
の
士
(
元
士
)
K
あ
て
は
め
て
考
え
て
支
障
左
か
ろ
う
。

と
ζ

ろ
で
戦
国
時
代
の
士
は
(
下
級
)
官
吏
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

ぐ
る
。
そ
こ

K
は
士
が
禄
を
食
み
爵
(
位
)
を
え
る
と
い
う
と
と
が
生

ず
る
。
一
方
、
と
の
時
代

K
は
農
民
で
あ
っ
て
も
そ
の
優
秀
左
も
の

K

，
は
下
級
官
吏
H
士
と
左
る
途
が
聞
か
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う

K
考
え
て

く
る
と
、
右
は
、
戦
国
時
代
専
制
君
主
一
(
諸
侯
)
ー
が
そ
の
支
配
力
強
化
の
一

環
と
し
て
、
た
と
え
農
民
で
あ
っ
て
も
有
能
左
も
の
を
(
官
吏
と
し
て
)

士
K
挙
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
を
天
子
の
支
配
体
系
(
の
一
部
)

K
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

K
在
ろ
う
。
ま
な
、
戦
国
時

代
の
専
制
君
主
(
諸
侯
)
が
そ
の
支
配
権
力
を
徹
底
的

K
強
化
し
た
形

を
投
影
し
た
も
の
と
し
て
大
伝

K
見
え
る
聖
人
と
民
と
の
関
係
が
存
在

す
る
。
す
左
わ
ち
、
そ
こ

K
は、

聖
人
南
面
而
聴
天
下
。
所
且
先
者
五
。
民
不
写
鷲
。
一
日
治
親
。

一
一
日
報
功
。
三
日
挙
賢
。
四
日
使
能
。
五
日
存
愛
。
五
者
一
得
於

天
下
、
民
無
不
足
、
無
不
謄
者
。
五
者
一
物
枇
線
、
民
莫
得
其
死
。

と
あ
る
。
と
れ
は
聖
人
が
天
子
と
し
て
の
支
配
を
行
う

K
あ
た
り
、
有

能
の
も
の
を
官
吏
と
し
て
使
用
す
る
左
ど
の
五
事
を
行
う
が
、
民
は
そ

の
行
為

K
干
与
で
き
左
い
ζ

と
を
い
っ
て
い
る
。
と
ζ

で
は
聖
人
H
天

子
と
民
と
し
か
存
在
し
左
い
o
そ
れ
だ
け

K
と
の
民
は
さ
き

K
第
二
節
トno 

で
見
た
官
吏
層
を
含
む
民
の
と
と
と
左
ろ
う
。
と
ζ

で
は
官
吏
た
る
も
一

の
(
士
以
上
)
は
す
べ
て
世
襲
性
を
も
っ
と
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
別
の
面
か
ら
い
う
と
、
君
主
(
と
そ
の
一
族
)
の

外
の
も
の
の
生
得
の
身
分
は
庶
で
あ
り
、
か
っ
彼
ら
は
君
主
の
均
質
的

把
握
の
対
象
と
ま
る
と
い
う
こ
と
に
ま
る
。

第
二

K
庶
民
が
父
子
集
団
を
構
成
す
る
が
、
そ
こ

K
は
孟
子
忙
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
左
壮
年
の
夫
婦
の
家
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、

家
と
い
う
語
は
父
子
集
団
を
指
す
、
と
す
る
点

K
つ
い
て
で
あ
る
が
、

王
制

K
、

制
、
農
回
百
畝
。
百
畝
之
分
、
上
農
夫
食
九
人
、
其
次
食
八
人
、

其
次
食
七
人
、
其
次
食
六
人
。
下
農
夫
食
五
人
。
庶
人
在
官
者
、



　
　
悪
果
以
黒
幕
差
也
。
諸
侯
之
下
士
視
上
農
夫
。
禄
三
雲
代
其
耕
也
。

と
あ
る
。
そ
こ
で
は
田
百
畝
を
耕
作
す
る
農
夫
一
人
が
経
営
の
単
位
と

な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
孟
子
梁
二
王
上
で
は
農
夫
一
人
が
田
百
畝

を
耕
作
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
農
夫
は
「
八
口
貝
母
」
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孟
子
万
章
下
に
、
大
国
、
次
国
、
小
国
を
通

じ
「
下
士
、
与
庶
人
在
官
者
、
同
番
O
禄
足
以
代
其
耕
也
O
」
と
あ
る
O

こ
れ
ら
は
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た
際
、
王
制
の
農
民
の
経
済
生
活
が

孟
子
の
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
る
に
足
ろ
う
。
な
澄
、

王
制
の
場
合
諸
侯
の
下
士
の
禄
が
上
農
夫
の
収
入
に
視
さ
れ
る
の
は
、

本
来
諸
侯
の
下
士
が
農
民
1
1
庶
民
か
ら
出
て
い
る
だ
け
に
農
耕
に
従
事

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
の
代
り
に
与
え
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
王
制
に
、

　
　
凡
三
王
養
老
、
早
引
年
。
八
十
者
、
　
一
子
不
従
母
〇
九
十
者
、
其

　
　
家
連
碁
政
。
廃
疾
非
人
不
養
者
、
一
人
不
従
政
。
父
母
之
喪
、
三

　
　
年
年
草
津
。
斉
衰
大
功
之
喪
、
三
月
下
穿
政
。
　
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
政
は
画
風
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
家
は
父
子
集
団
を
構

成
す
る
も
の
と
し
て
の
家
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
父
子
集
団
は
戦
国
時

代
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る

と
、
樒
役
の
対
象
と
な
る
こ
の
庶
民
，
の
家
は
元
士
を
出
す
べ
き
も
の
と

な
る
㊧
。

　
第
三
に
農
業
生
産
構
造
の
変
化
と
家
の
人
的
構
成
の
変
化
と
の
対
応

　
家
と
家
人
（
越
智
）

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
六
朝
に
肯
い
て
一
応
完
成
し
以
後
「
現

在
」
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
（
華
北
の
）
差
肥
農
法
と
深
く
関
連
し

て
い
る
。
当
時
の
乾
地
農
法
は
一
、
五
頃
前
後
の
耕
地
、
　
一
具
牛
と
そ

れ
に
み
あ
う
農
具
、
十
人
前
後
の
労
働
力
が
一
つ
の
組
を
な
し
て
始
め

て
十
分
に
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
二
頭
以
上
の
牛
を

も
つ
家
の
牛
力
と
一
牛
、
無
勢
の
家
の
人
力
と
の
労
働
力
交
換
が
自
ら

生
ず
る
が
、
そ
の
こ
と
は
多
数
の
牛
を
も
つ
豪
族
層
が
そ
の
支
配
下
に

小
農
民
を
繰
り
入
れ
て
そ
こ
に
共
同
経
営
的
な
も
の
を
う
み
出
す
素
地

を
つ
く
っ
た
⑳
o
と
こ
ろ
で
、
乾
地
農
法
は
豪
族
層
だ
け
で
な
く
そ
れ

よ
り
も
下
の
自
営
農
民
層
に
つ
い
て
も
家
の
労
働
力
を
結
集
し
、
家
産

（
牛
を
含
む
）
を
な
る
だ
け
分
割
し
な
い
方
向
を
と
ら
せ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
豪
族
層
の
支
配
下
に
入
っ
た
小
農
民
層
の
家
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
も
そ
の
方
向
に
そ
う
べ
く
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た

で
あ
ろ
う
6
こ
う
し
た
動
き
に
応
え
る
最
良
の
方
法
は
父
子
（
共
財
）

の
家
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
旧
来
の
壮
年
の
夫
婦

中
心
の
家
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
○
唐
時
代
父
母
が
生
存
す
る
限
り
．

父
子
共
財
の
家
を
構
成
す
べ
き
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の

動
き
の
一
つ
の
帰
結
点
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
て
、
豪
族
層
は
後
漢
時
代
に
な
っ
て
か
ら
著
し
く
勢
力
を
強
め
て

く
る
。
　
（
両
漢
王
朝
の
基
盤
を
な
す
）
華
北
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
六
朝
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
に
は
乾
地
農

法
が
漸
く
と
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
○
豪
族
層
は
「
郷

．一
@ee　“一

其
禄
以
是
為
差
也
。
諸
侯
之
下
士
視
上
農
夫
。
禄
足
以
代
其
耕
也
。

と
あ
る
。
そ
こ
で
は
回
百
畝
を
耕
作
す
る
農
夫
一
人
が
経
営
の
単
位
と

ま
っ
て
い
る
。
と
と
ろ
で
、
孟
子
梁
恵
王
上
で
は
農
夫
一
人
が
回
百
畝

を
耕
作
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
農
夫
は
「
八
口
之
家
」
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孟
子
万
章
下

K
、
大
園
、
次
園
、
小
国
を
通

じ
「
下
士
、
与
庶
人
在
官
者
、
同
様
。
禄
足
以
代
其
耕
也
。
」
と
あ
る
。

と
れ
ら
は
、
巨
視
的

K
と
b
あ
げ
た
際
、
王
制
の
農
民
の
経
済
生
活
が

孟
子
の
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
る

K
足
ろ
う
o
左
台
、

王
制
の
場
合
諸
侯
の
下
士
の
禄
が
上
農
夫
の
収
入
忙
祝
さ
れ
る
の
は
、

本
来
諸
侯
の
下
士
が
農
民
H
庶
民
か
ら
出
て
い
る
だ
け

K
農
耕
K
従
事

で
き
左
く
な
っ
た
と
と
の
代

b
k
与
え
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

あ
る
う
。

王
制

K
、

凡
三
王
養
老
、
皆
引
年
。
八
十
者
、
一
子
不
従
政
。
九
十
者
、
其

家
不
従
政
。
廃
疾
非
人
不
養
者
、
一
人
不
従
政
。
父
母
之
喪
、
一
二

年
不
従
政
。
斉
表
大
功
之
喪
、
三
月
不
従
政
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
と
の
政
は
得
役
の
こ
と
で
あ
る
。
と
の
家
は
父
子
集
団
を
構

成
す
る
も
の
と
し
て
の
家
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
父
子
集
団
は
戦
国
時

代

K
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
o
さ
き

K
見
た
と
と
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る

と
、
得
役
の
対
象
と
在
る
と
の
庶
民
の
家
は
元
士
を
出
す
べ
き
も
の
と

在
る
@
。

第
三

K
農
業
生
産
構
造
の
変
化
と
家
の
人
的
構
成
の
変
化
と
の
対
応

さ
て
、

家
と
家
人
(
越
智
)

K
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
六
朝
k
b
い
て
一
応
完
成
し
以
後
「
現

在
」

K
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
(
華
北
の
)
乾
地
農
法
と
深
く
関
連
し

て
い
る
。
当
時
の
乾
地
農
法
は
一
、
五
頃
前
後
の
耕
地
、
一
具
牛
と
そ

れ
K
み
あ
う
農
具
、
十
人
前
後
の
労
働
力
が
一
つ
の
組
を
在
し
て
始
め

て
十
分

K
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
と
で
は
二
頭
以
上
の
牛
を

も
っ
家
の
牛
力
と
一
牛
、
無
牛
の
家
の
人
力
と
の
労
働
力
交
換
が
自
ら

生
ず
る
が
、
そ
の
こ
と
は
多
数
の
牛
を
も
っ
豪
族
層
が
そ
の
支
配
下

K

小
農
民
を
繰

b
入
れ
て
そ
と
忙
共
同
経
営
的
ま
も
の
を
う
み
出
す
素
地

を
つ
く
っ
た
@
。
と
こ
ろ
で
、
乾
地
農
法
は
豪
族
層
だ
け
で
在
く
そ
れ

よ
り
も
下
の
自
営
農
民
層

K
つ
い
て
も
家
の
労
働
力
を
結
集
し
、
家
産

(
牛
を
含
む
)
を
ま
る
だ
け
分
割
し
左
い
方
向
を
と
ら
せ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
豪
族
層
の
支
配
下

K
入
っ
た
小
農
民
層
の
家
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
も
そ
の
方
向

K
そ
う
べ
く
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
動
き

K
応
え
る
最
良
の
方
法
は
父
子
(
共
財
)

の
家
を
構
成
す
る
と
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
旧
来
の
壮
年
の
夫
婦

中
心
の
家
を
否
定
す
る
と
と
に
左
る
。
唐
時
代
父
母
が
生
存
す
る
限
り

父
子
共
財
の
家
を
構
成
す
べ
き
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
右
の

動
き
の
一
つ
の
帰
結
点
と
す
べ
き
で
あ
る
。

き
て
、
豪
族
層
は
後
漢
時
代

K
左
っ
て
か
ら
著
し
く
勢
力
を
強
め
て

く
る
。
(
両
漢
王
朝
の
基
盤
を
な
す
)
華
北

K
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
六
朝

K
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

K
そ
こ

K
は
乾
地
農

法
が
漸
く
と
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
豪
族
層
は
「
郷

-83-



家
と
家
人
（
越
智
）

村
し
に
そ
の
支
配
勢
力
を
う
ち
た
て
る
と
と
も
に
地
方
官
界
を
毒
断
し

ょ
う
と
し
た
。
後
漢
王
朝
は
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
自
ら
の
体
質
を
改

変
す
る
だ
け
の
弾
力
性
を
も
充
ぬ
ま
ま
に
滅
ん
だ
が
、
つ
ぎ
の
魏
王
朝

は
あ
る
程
度
豪
族
層
の
「
郷
村
」
支
配
を
公
認
し
、
自
ら
も
そ
れ
に
対

応
し
た
政
権
構
造
を
も
っ
た
。
　
（
良
民
の
）
客
戸
の
公
認
、
屯
田
制
の

採
用
は
そ
れ
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
で
は
（

二
十
等
爵
制
の
一
環
と
し
て
の
）
民
爵
は
も
は
や
存
続
し
え
な
い
。
　
（

郷
挙
里
選
復
活
の
議
論
は
西
寺
中
期
で
一
旦
絶
え
る
。
後
世
の
そ
れ
は

自
ら
別
の
意
味
を
も
つ
。
）

　
以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
綜
合
し
た
際
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
儒
家
は
戦
国
諸
侯
の
専
制
君
主
権
力
強
化
の
意

図
に
そ
い
、
そ
こ
に
｝
つ
の
理
想
像
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
諸
侯
が
官
吏

を
個
入
と
し
て
挙
用
し
、
そ
こ
に
世
襲
性
を
認
め
な
い
と
い
う
の
が
そ

の
骨
子
を
な
す
が
、
そ
う
し
た
官
吏
層
の
母
胎
は
当
然
庶
民
層
と
い
う

こ
と
に
繰
る
○
そ
の
際
父
子
集
団
を
家
と
措
定
し
た
た
め
、
　
「
家
人
1
一

庶
民
」
と
い
う
図
式
が
生
じ
た
Q
官
吏
は
こ
の
「
家
人
1
1
庶
民
」
の
な

か
か
ら
出
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
諸
侯
が
父
子
集
団
を
認
め
る

と
同
時
に
人
々
を
壮
丁
（
乃
至
壮
丁
の
夫
婦
の
家
）
を
単
位
と
し
て
把

握
す
る
と
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
礼
記
王
制
な
ど
の
記
述
は
そ

れ
を
諸
侯
と
そ
の
治
下
の
人
々
と
の
関
係
と
し
て
で
な
く
、
天
子
と
そ

の
治
下
の
人
々
と
の
関
係
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
家

的
粉
飾
を
も
つ
が
、
漢
王
朝
が
成
立
し
て
も
そ
の
専
制
君
主
権
力
（
天

子
の
支
配
権
力
）
の
も
と
で
政
治
思
想
と
し
て
一
定
の
価
値
を
も
っ
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
「
家
人
1
1
庶
民
」
と
い
う
図
式
は
戦
国
以
来
引
続

き
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
後
漢
に
入
り
社
会
情
勢
が
変
化
し
て
父
子
の

家
が
普
遍
化
し
か
け
る
と
影
が
薄
く
な
り
、
六
朝
に
入
る
と
生
命
力
を

失
っ
た
⑳
。

　
ち
な
み
に
、
礼
記
曲
礼
上
に
、

　
　
礼
不
下
庶
人
。
刑
置
上
大
夫
○

と
あ
る
。
こ
の
前
半
は
旧
来
の
天
子
公
卿
大
夫
士
庶
の
区
別
を
重
ん
じ

た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
は
そ
れ
と
は
別
の
政
治
社

会
規
範
と
し
て
天
子
の
大
夫
以
上
と
天
子
の
（
元
）
士
以
下
と
を
区
別

し
た
と
こ
ろ
笙
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
き
覧
多
言
君
主
腔

権
力
強
化
の
意
図
と
大
き
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
輯

漢
時
代
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
者
の
区
別
に
お
け
る
浸
入
は
奴
碑
が
免

ぜ
ら
れ
て
庶
人
と
な
る
、
と
あ
る
際
の
そ
れ
に
該
当
す
る
。
後
者
の
区

別
に
お
け
る
大
夫
は
、
例
え
ば
漢
書
巻
六
十
六
楊
揮
伝
に
見
え
る
士
（

以
下
）
を
庶
と
し
て
卿
大
夫
と
対
比
す
る
際
の
大
夫
に
該
当
す
る
。
こ

の
卿
大
夫
は
士
庶
の
身
分
秩
序
の
士
で
あ
る
。
　
（
漢
時
代
天
子
公
卿
大

夫
士
庶
の
区
別
に
お
け
る
大
夫
は
二
千
石
、
士
は
千
石
以
下
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
士
庶
の
身
分
秩
序
で
は
千
石
以
下
が
庶
と
な
る
。
）
後

者
の
区
別
は
六
朝
に
入
っ
て
「
家
人
1
1
庶
民
」
と
い
う
図
式
が
消
滅
し

て
も
、
い
わ
ゆ
る
貴
族
制
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
再
生
」
す
る
。

（
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
第
五
品
官
以
上
が
「
天
子
の
大
夫
以
上
1
1
貴
“

家
と
家
人
(
越
智
〉

村
」

K
そ
の
支
配
勢
力
を
う
ち
た
て
る
と
と
も

K
地
方
官
界
を
聾
断
し

よ
う
と
し
た
。
後
漢
王
朝
は
そ
の
変
化

K
対
応
し
て
自
ら
の
体
質
を
改

変
す
る
だ
け
の
弾
力
性
を
も
た
ぬ
ま
ま

K
滅
ん
だ
が
、
つ
ぎ
の
線
王
朝

は
あ
る
程
度
豪
族
層
の
「
郷
村
」
支
配
を
公
認
し
、
自
ら
も
そ
れ

K
対

応
し
た
政
権
構
造
を
も
っ
た
。
(
良
民
の
)
客
戸
の
公
認
、
屯
田
制
の

採
用
は
そ
れ
を
端
的
K
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

K
そ
と
で
は
(

二
十
等
爵
制
の
一
環
と
し
て
の
)
民
爵
は
も
は
や
存
続
し
え
ま
い
。
(

郷
挙
里
選
復
活
の
議
論
は
西
晋
中
期
で
一
旦
絶
え
る
。
後
世
の
そ
れ
は

自
ら
別
の
意
味
を
も
っ
。
)

以
上
考
察
し
た
と
ζ

ろ
を
綜
合
し
た
際
、
つ
ぎ
の
よ
う
ま
ζ

と
が
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
儒
家
は
戦
国
諸
侯
の
専
制
君
主
権
力
強
化
の
意

図
K
そ
い
、
そ
こ

K
一
つ
の
理
想
像
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
諸
侯
が
官
吏

を
個
人
と
し
て
挙
用
し
、
そ
こ

K
世
襲
性
を
認
め
左
い
と
い
う
の
が
そ

の
骨
子
を
在
す
が
、
そ
う
し
た
官
吏
層
の
母
胎
は
当
然
庶
民
層
と
い
う

と
と
陀
・
在
る
。
そ
の
際
父
子
集
団
を
家
と
措
定
し
た
た
め
、
「
家
人
H

庶
民
」
と
い
う
図
式
が
生
じ
た
。
官
更
は
と
の
「
家
人
H
庶
民
」
の
な

か
か
ら
出
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
図
式
は
諾
侯
が
父
子
集
団
を
認
め
る

と
同
時
忙
人
々
を
壮
丁
(
乃
至
壮
丁
の
夫
婦
の
家
)
を
単
位
と
し
て
把

握
す
る
と
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
礼
記
王
制
左
ど
の
記
述
は
そ

れ
を
諸
侯
と
そ
の
治
下
の
人
々
と
の
関
係
と
し
て
で
左
〈
、
天
子
と
そ

の
治
下
の
人
々
と
の
関
係
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
家

的
粉
飾
を
も
つ
が
、
漢
王
朝
が
成
立
し
て
も
そ
の
専
制
君
主
権
力
(
天

子
の
支
配
権
力
)
の
も
と
で
政
治
思
想
と
し
て
一
定
の
価
値
を
も
っ
て

い
た
。
そ
れ
だ
け

K
「
家
人
H
庶
民
」
と
い
う
図
式
は
戦
国
以
来
引
続

き
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
後
漢

K
入
り
社
会
情
勢
が
変
化
し
て
父
子
の

家
が
普
遍
化
し
か
け
る
と
影
が
薄
く
左
h
y
、
六
朝
K
入
る
と
生
命
力
を

失
っ
た
⑨
。

ち
ま
み

K
、
礼
記
曲
礼
上

K
、

礼
不
下
庶
人
。
刑
不
上
大
夫
。

と
あ
る
。
と
の
前
半
は
旧
来
の
天
子
公
卿
大
夫
士
庶
の
区
別
を
重
ん
じ

た
と
と
ろ

K
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
は
そ
れ
と
は
別
の
政
治
社

会
規
範
と
し
て
天
子
の
大
夫
以
上
と
天
子
の
(
元
)
士
以
下
と
を
区
別

し
た
と
こ
ろ

K
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
れ
は
さ
き

K
見
た
専
制
君
主

権
力
強
化
の
意
図
と
大
き
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
時
代
K
つ
い
て
い
え
ば
、
前
者
の
区
別
k
b
け
る
庶
人
は
奴
牌
が
免

ぜ
ら
れ
て
庶
人
と
左
る
、
と
あ
る
際
の
そ
れ

K
該
当
す
る
。
後
者
の
区

別
K
-砕
け
る
大
夫
は
、
例
え
ば
漢
書
巻
六
十
六
楊
揮
伝

K
見
え
る
士
(

以
下
)
を
庶
と
し
て
卿
大
夫
と
対
比
す
る
際
の
大
夫

K
該
当
す
る
。
と

の
卿
大
夫
は
士
庶
の
身
分
秩
序
の
士
で
あ
る
。
(
漢
時
代
天
子
公
卿
大

夫
士
庶
の
区
別
忙
な
け
る
大
夫
は
二
千
石
、
士
は
千
石
以
下
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
士
庶
の
身
分
秩
序
で
は
千
石
以
下
が
庶
と
な
る
。
)
後

者
の
区
別
は
六
朝
K
入
っ
て
「
家
人
H
庶
民
」
と
い
う
図
式
が
消
践
し

で
も
、
い
わ
ゆ
る
貴
族
制
と
結
び
つ
く
と
と

K
よ
っ
て
「
再
生
」
す
る
。

(
そ
と

K
あ
っ
て
は
、
第
五
品
官
以
上
が
「
天
子
の
大
夫
以
上
H
貴
H
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士
1
1
列
侯
以
上
の
爵
を
も
つ
も
の
し
で
あ
り
、
第
六
感
官
以
下
が
「
天

子
の
士
以
下
一
1
賎
“
庶
」
で
あ
る
。
）
　
（
そ
こ
に
は
第
九
品
官
以
上
を

天
子
公
卿
大
夫
士
庶
の
区
別
に
診
け
る
士
以
上
と
す
る
身
分
秩
序
も
同

時
に
存
在
す
る
。
）
以
上
の
点
は
漢
時
代
の
士
、
庶
、
国
民
、
爵
を
論

ず
る
論
文
で
と
り
あ
げ
る
。

註

①
江
頭
広
氏
、
「
姓
考
；
周
代
の
家
族
制
度
」
本
論
第
三
章
二
族
連

　
世
変
換
婚
参
照
。

②
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
宇
都
木
章
氏
、
「
宗
族
制
と
邑
制
」
（

　
「
古
代
史
講
座
6
」
）
参
照
○

　
最
近
宇
都
木
氏
の
春
秋
時
代
以
前
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
高
見
を
聞
く

　
こ
と
を
え
た
が
、
そ
れ
が
早
く
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
鈴
木
隆
一
氏
、
　
「
一
生
一
及
の
相
続
法
」
　
（
東
方
学
報
京
都

　
第
三
十
三
冊
）
参
照
。

③
拙
稿
、
「
春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
（
史
渕
第
百
＋
二
二
）

④
都
に
つ
い
て
は
松
本
光
雄
氏
、
「
中
国
古
代
の
邑
蚕
沙
．
人
と
の

　
関
係
」
，
（
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
3
）
参
照
。

⑤
前
掲
、
「
宗
族
制
と
邑
制
」
参
照
。

⑥
左
氏
伝
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
氏
、
「
中
国
古
代
政
治

　
思
想
研
究
」
に
卓
論
が
あ
る
○

⑦
こ
の
記
事
は
士
以
下
に
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
の
こ
と
を
と
り
あ
げ

　
家
と
家
人
（
越
智
）

　
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
子
心
以
下
に
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
の

　
存
在
を
考
え
な
ぐ
て
よ
か
ろ
う
。
　
（
少
な
く
と
も
考
え
る
必
要
は
な

　
い
と
い
え
よ
う
。
）

⑧
父
子
集
団
に
お
け
る
（
一
語
と
し
て
の
）
子
弟
に
あ
っ
て
も
、
弟

　
だ
け
を
指
す
事
例
が
あ
る
（
風
俗
通
）
o

⑨
士
以
下
の
場
合
、
宗
法
体
系
出
現
以
前
に
あ
っ
て
も
ど
こ
ま
で
遡

　
っ
て
祖
先
の
廟
を
祭
っ
た
か
定
か
で
な
い
。
　
（
礼
記
祭
統
に
は
、
庶

　
士
庶
人
は
廟
が
な
い
、
と
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
三
士
と
い
う
表
現

　
自
体
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
。
）

⑪
滋
賀
秀
三
氏
、
「
『
承
重
』
に
つ
い
て
」
（
国
家
学
会
雑
誌
第
七

　
十
一
巻
第
八
号
）
参
照
○

⑪
魏
書
巻
百
八
礼
志
四
に
、

　
　
（
前
略
）
　
（
孫
）
景
邑
等
又
議
、
喪
服
正
文
、
大
夫
以
上
毎
事
顕

　
　
列
○
唯
有
庶
人
含
而
不
言
。
四
通
下
之
義
了
然
思
惑
。
　
（
下
略
）

　
と
あ
る
○
こ
れ
は
特
定
の
観
点
か
ら
儀
礼
喪
服
の
記
事
を
と
り
あ
げ

　
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
見
て
き
だ
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
兄

　
弟
集
団
に
関
す
る
記
述
は
、
右
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
庶
に
も
及

　
ぼ
し
て
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
庶
は
商
、
工
を
含

　
む
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

⑫
引
管
子
問
に
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
清
吉
氏
、
「
芸
子
問
篇
試
論
第
一

　
部
」
　
（
東
洋
史
研
究
第
二
十
二
巻
第
四
号
）
参
照
。

　　一蝉

士
H
列
侯
以
上
の
爵
を
も
つ
も
の
」
で
あ

b
、
第
六
品
官
以
下
が
「
天

子
の
士
以
下
H
賎
H
庶
」
で
あ
る
0

)

(

そ
こ

K
は
第
九
品
官
以
上
を

天
子
公
卿
大
夫
士
庶
の
区
別

K
-砕
け
る
士
以
上
と
す
る
身
分
秩
序
も
同

時
K
存
在
す
る
。
)
以
上
の
点
は
漢
時
代
の
士
、
庶
、
賎
民
、
爵
を
論

ず
る
論
文
で
と
り
あ
げ
る
。

註
①
江
頭
広
氏
、
「
姓
考
i
周
代
の
家
族
制
度
」
本
論
第
三
章
二
族
連

世
変
換
婚
参
照
。

②

こ

う

し

た

点

K
つ
い
て
は
宇
都
木
章
氏
、
「
宗
族
制
と
邑
制
」
(

「
古
代
史
講
座
6
」
)
参
照
。

最
近
宇
都
木
氏
の
春
秋
時
代
以
前
の
婚
姻
忙
つ
い
て
の
高
見
を
間
ぐ

と
と
を
え
た
が
、
そ
れ
が
早
く
発
表
さ
れ
る
と
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
、
鈴
木
隆
一
氏
、
「
一
生
一
及
の
相
続
法
」
(
東
方
学
報
京
都

第
三
十
三
冊
)
参
照
。

③
拙
稿
、
「
春
秋
時
代
の
兄
弟
集
団
(
史
測
第
百
十
二
輯
)

④

都

K
つ
い
て
は
松
本
光
雄
氏
、
「
中
国
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の

関
係
」
(
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
3
〉
参
照
。

⑤
前
掲
、
「
宗
族
制
と
邑
制
」
参
照
。

⑥
左
氏
伝
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
氏
、
「
中
国
古
代
政
治

思
想
研
究
」

K
卓
論
が
あ
る
。

⑦
乙
の
記
事
は
士
以
下

K
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
の
こ
と
を
と
り
あ
げ

家
と
家
人
〈
越
智
〉

て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
と
の
阜
隷
以
下
K
つ
い
て
は
兄
弟
集
団
の

存
在
を
考
え
な
〈
て
よ
か
ろ
う
。
(
少
左
く
と
も
考
え
る
必
要
は
な

い
と
い
え
よ
う
。
)

③

父

子

集

団

k
b
け
る
(
一
語
と
し
て
の
)
子
弟
忙
あ
っ
て
も
、
弟

だ
け
を
指
す
事
例
が
あ
る
(
風
俗
通
)
。

⑨
士
以
下
の
場
合
、
宗
法
体
系
出
現
以
前

K
あ
っ
て
も
ど
と
ま
で
遡

っ
て
祖
先
の
廟
を
祭
っ
た
か
定
か
で
左
い
。
(
礼
記
祭
統

K
は
、
庶

士
庶
人
は
廟
が
ま
い
、
と
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
庶
士
と
い
う
表
現

自
体
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う

K
、
戦
国
時
代

K
入
っ
て
か
ら
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
〉

⑪
滋
賀
秀
三
氏
、
「
『
承
重
』

K
つ
い
て
」
(
国
家
学
会
雑
誌
第
七

十
一
巻
第
八
号
〉
参
照
。

⑪
貌
書
巻
百
八
礼
志
四

K
、

(
前
略
)
(
孫
)
景
邑
等
叉
議
、
喪
服
正
文
、
大
夫
以
上
毎
事
顕

列
。
唯
有
庶
人
含
而
不
言
。
此
通
下
之
義
了
然
無
惑
。
(
下
略
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
観
点
か
ら
儀
礼
喪
服
の
記
事
を
と
り
あ
げ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
見
て
き
た
と
と
ろ
か
ら
、
そ
の
兄

弟
集
団

K
関
す
る
記
述
は
、
右
K
述
べ
て
い
る
よ
う

K
、
庶

K
も
及

ぼ
し
て
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
庶
は
商
、
工
を
含

む
と
し
て
大
過
ま
か
ろ
う
。

⑫

管

子

問

K
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
清
吉
氏
、
「
管
子
問
篇
試
論
第
一

部
」
(
東
洋
史
研
究
第
二
十
二
巻
第
四
号
)
参
照
。
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家
と
家
人
（
越
智
）

⑬
参
奉
唱
鄙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
戦
国
時
代
の
聚
落
」
．
（
史
渕

　
第
百
三
輯
）
参
照
○

　
旧
来
の
諸
研
究
は
旧
稿
に
か
か
げ
た
。

⑫
拙
稿
、
「
籍
と
賦
」
（
史
渕
第
百
＋
三
輯
）
参
照
。

⑪
　
た
だ
し
、
孟
子
に
は
戦
国
儒
家
と
し
て
の
主
張
が
あ
り
、
そ
れ
だ

　
け
に
あ
ら
ゆ
る
面
で
戦
国
諸
侯
の
意
向
を
忠
実
に
承
け
て
い
た
わ
け

　
で
は
な
い
（
前
掲
、
「
籍
と
賦
」
）
o

⑭
孟
子
は
旧
来
の
基
準
田
租
を
什
一
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
井

　
田
制
の
田
税
を
（
戦
国
儒
家
の
主
張
と
の
関
連
性
に
誇
い
て
）
九
一

　
と
し
て
い
る
。
こ
の
九
一
の
権
威
づ
け
を
文
王
が
岐
を
治
め
て
い
た

　
と
き
九
一
で
あ
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
明

　
証
と
な
ろ
う
（
前
掲
、
「
籍
と
賦
」
）
。

　
な
澄
、
井
田
制
全
般
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
別
稿
、
　
「
井
田
制
の
真

　
実
と
虚
構
…
」
で
述
べ
る
。

⑰
守
屋
美
都
雄
氏
、
「
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
」
家
族
篇
第
二
章

　
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
再
考
察
参
照
。

　
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
漢
時
代
の
家
は
基
本
的
図
式
的
な
も
の
で
あ
る
。

⑱
馳
牧
野
巽
氏
、
「
商
軟
の
家
族
立
法
」
（
「
目
加
田
誠
博
士
古
稀
記

　
念
中
国
文
学
論
集
」
所
収
）
参
照
。

⑭
　
拙
稿
、
　
「
前
漢
時
代
の
樒
役
に
つ
い
て
」
　
（
法
制
更
研
究
2
5
）
参

　
照
。

⑳
漢
時
代
の
家
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
前
掲
、
「
漢
時
代
の
家
を
め

　
ぐ
っ
て
」
で
述
べ
る
。
そ
の
際
、
漢
時
代
の
家
を
め
ぐ
る
旧
来
の
諸

　
研
究
、
戦
国
時
代
の
家
と
農
業
生
産
力
と
の
関
係
、
家
と
聚
落
秩
序

　
と
の
関
連
性
に
も
ふ
れ
る
。

⑳
二
＋
等
爵
制
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
、
幽
「
中
国
古
代
帝
国
の

　
形
成
と
構
造
」
参
照
。

㊧
　
前
掲
、
　
「
中
国
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の
関
係
」
参
照
。

⑳
　
民
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
　
「
魏
晋
南
朝
の
士
大
夫
に
つ
い

　
て
」
　
（
「
九
州
大
学
文
学
部
四
十
周
年
記
念
論
文
集
」
所
収
）
参
照
O

⑳
　
士
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
　
「
前
漢
時
代
の
得
役
に
つ
い
て
」

．
参
照
。

㊧
．
㊧
浜
口
重
国
氏
、
屠
王
朝
の
軍
人
制
度
L
主
篇
第
六
章
部
曲
路

　
と
家
人
の
語
参
照
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

⑳
　
拙
稿
、
　
「
九
品
官
人
法
の
制
定
と
貴
族
制
の
出
現
」
　
（
古
代
学
第

　
十
五
巻
第
二
号
）
参
照
。

㊧
　
事
実
は
諸
侯
の
大
夫
が
爵
禄
を
世
々
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
す
で

　
に
集
解
に
澄
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㊧
　
礼
記
王
制
に
は
い
ろ
い
ろ
な
性
格
の
史
料
が
入
っ
て
い
る
○
そ
れ

　
だ
け
に
本
節
で
見
た
も
の
と
は
異
な
る
考
え
か
た
も
な
い
わ
け
で
は

　
な
い
。
　
（
そ
こ
に
は
か
な
り
広
範
に
身
分
の
世
襲
性
を
認
め
て
い
る

　
よ
う
な
記
述
も
あ
る
○
）
し
か
し
、
王
制
の
な
か
に
本
節
で
述
べ
た

　
よ
う
な
思
想
体
系
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
○

⑳
渡
辺
信
一
郎
氏
、
「
漢
六
朝
期
に
澄
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
（

家
と
家
人
(
越
智
)

⑬

参

国

伍

都

K
つ
い
て
は
、
拙
稿
、

第
百
三
輯
)
参
照
。

旧
来
の
諸
研
究
は
同
稿

K
か
か
げ
た
。

。
拙
稿
、
「
籍
と
賦
」
(
史
測
第
百
十
三
輯
〉
参
照
。

⑬

た

だ

し

、

孟

子

K
は
戦
国
儒
家
と
し
て
の
主
張
が
あ
h
y
、
そ
れ
だ

け
に
あ
ら
ゆ
る
面
で
戦
国
諸
侯
の
意
向
を
忠
実

K
承
け
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
(
前
掲
、
「
籍
と
賦
」
)
。

⑬
孟
子
は
旧
来
の
基
準
田
租
を
什
一
と
し
ま
が
ら
、
し
か
も
そ
の
井

田
制
の
田
税
を
(
戦
国
儒
家
の
主
張
と
の
関
連
性

K
な
い
て
)
九
一

と
し
て
い
る
。
と
の
九
一
の
権
威
づ
け
を
文
王
が
肢
を
治
め
て
い
た

と
き
九
一
で
あ
っ
た
と
す
る
と
-
と
ろ
に
沿
い
て
い
る
o
と
れ
は
そ
の
明

証
と
ま
ろ
う
(
前
掲
、
「
籍
と
賦
」
)
。

在
会
、
井
田
制
全
般
忙
つ
い
て
の
私
見
は
、
別
稿
、
「
井
田
制
の
真

実
と
虚
構
」
で
述
べ
る
。

⑪
守
屋
美
都
雄
氏
、
「
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
」
家
族
篇
第
二
章

漢
代
家
族
の
形
態

K
関
す
る
再
考
察
参
照
。

本
稿
で
と
h
y
あ
げ
る
漢
時
代
の
家
は
基
本
的
図
式
的
左
も
の
で
あ
る
。

⑬
牧
野
巽
氏
、
「
商
鞍
の
家
族
立
法
」
(
「
目
加
田
誠
博
士
古
稀
記

念
中
国
文
学
論
集
」
所
収
)
参
照
。

⑬
拙
稿
、
「
前
漢
時
代
の
待
役
K
つ
い
て
」

照
。

@
 

明
戦
国
時
代
の
粟
落
」

(
史
測

(
法
制
史
研
究
お
)
参

漢
時
代
の
家
忙
つ
い
て
の
私
見
は
、
前
掲
、

「
漢
時
代
の
家
を
め

ぐ
っ
て
」
で
述
べ
る
。
そ
の
際
、
漢
時
代
の
家
を
め
ぐ
る
旧
来
の
諸

研
究
、
戦
国
時
代
の
家
と
農
業
生
産
力
と
の
関
係
、
家
と
緊
落
秩
序

と
の
関
連
性
忙
も
ふ
れ
る
。

⑫

二

十

等

爵

制

K
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
、
「
中
国
古
代
帝
国
の

形
成
と
構
造
」
参
照
。

⑫
前
掲
、
「
中
国
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の
関
係
」
参
照
。

②

民

の

用

法

K
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
融
制
晋
南
朝
の
士
大
夫

K
つ
い

て
」
(
「
九
州
大
学
文
学
部
四
十
周
年
記
念
論
文
集
」
所
収
)
参
照
。

@

士

の

用

法

K
つ
い
て
は
、
前
掲
、
「
前
漢
時
代
の
得
役

K
つ
い
て
」

参
照
。

②
・
⑫
浜
口
重
国
氏
、
「
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
」
主
篇
第
六
章
部
曲

と
家
人
の
語
参
照
。

の
拙
稿
、
「
九
品
官
人
法
の
制
定
と
貴
族
制
の
出
現
」
(
古
代
学
第

十
五
巻
第
二
号
)
参
照
。

②
事
実
は
諸
侯
の
大
夫
が
爵
禄
を
世
々

K
し
て
い
た
。
こ
れ
は
す
で

K
集
解
k
h
g
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③

礼

記

王

制

K
は
い
ろ
い
ろ
な
性
格
の
史
料
が
入
っ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け

K
本
節
で
見
た
も
の
と
は
異
な
る
考
え
か
た
も
左
い
わ
け
で
は

左
い
。
(
そ
と
忙
は
か
左
h
y
広
範

K
身
分
の
世
襲
性
を
認
め
て
い
る

よ
う
左
記
述
も
あ
る
。
)
し
か
し
、
王
制
の
左
か

K
本
節
で
述
べ
た

よ
う
左
思
想
体
系
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

渡
辺
信
一
郎
氏
、
「
漢
六
朝
期
k
b
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
(
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⑧ 



　
上
・
下
）
」
　
（
東
洋
史
研
究
第
三
十
三
巻
第
一
号
及
び
第
二
号
）
参

　
照
。

③
　
ち
な
み
に
、
　
「
家
人
1
1
庶
民
」
に
凄
け
る
家
人
の
構
成
員
は
「
家

　
長
」
を
含
む
家
の
全
構
成
員
（
私
騰
を
除
く
）
で
あ
る
。
漢
時
代
家

　
入
の
語
が
家
の
全
構
成
員
を
指
す
こ
と
は
、
　
「
家
人
H
庶
民
」
と
い

　
う
図
式
以
外
の
家
人
に
あ
っ
て
も
別
に
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
塩
鉄
論
水
早
に
、
賢
良
が
塩
鉄
専
売
の
行
な
わ
れ
る
以
前
の
こ
と
と

　
し
て
、

　
　
家
人
三
一
、
父
子
裁
力
、
各
務
為
善
器
。
器
不
善
者
不
集
（
魯
？

　
　
）
。

　
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
家
人
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
補
①
以
下
、
本
稿
で
は
問
題
と
す
る
人
々
が
共
に
あ
る
人
物
の
子

　
孫
で
あ
る
と
き
「
同
姓
」
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
は
例
え
ば

諸
侯
に
つ
い
て
さ
き
に
「
同
宗
」
関
係
に
あ
る
と
し
た
も
の
を
含
む
。

一一一
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家
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家
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（
越
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）

上
・
下
)
」

照
。

@

ち

左

み

K
、
「
家
人
日
庶
民
」

k
b
け
る
家
人
の
構
成
員
は
「
家

長
」
を
含
む
家
の
全
構
成
員
(
私
践
を
除
〈
)
で
あ
る
o
漢
時
代
家

人
の
語
が
家
の
全
構
成
員
を
指
す
こ
と
は
、
「
家
人
H
庶
民
」
と
い

う
図
式
以
外
の
家
人

K
あ
っ
て
も
別
忙
珍
ら
し
い
と
と
で
は
な
い
。

塩
鉄
論
水
早
K
、
賢
良
が
塩
鉄
専
売
の
行
な
わ
れ
る
以
前
の
と
と
と

し
て
、

(
東
洋
史
研
究
第
三
十
三
巻
第
一
号
及
び
第
二
号
)
参

家
人
相
一
、
父
子
裁
力
、
各
務
為
普
器
。
器
不
善
者
不
集
(
筈
?

)。
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と
い
っ
て
い
る
が
、
と
の
家
人
は
そ
の
一
例
で
あ
る
o

補
①
以
下
、
本
稿
で
は
問
題
と
す
る
人
々
が
共

K
あ
る
人
物
の
子

孫
で
あ
る
と
き
「
同
姓
」
と
い
う
。
そ
れ
だ
け

K
、
そ
れ
は
例
え
ば

諸
侯
陀
つ
い
て
さ
き

K
「
同
宗
」
関
係

K
あ
る
と
し
た
も
の
を
含
む
。

家
と
家
人
(
越
智
)




